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令和７年度 静岡県相談支援従事者初任者研修 日程表 

●１日目～２日目 参加者全員が受講 

日程 研 修 内 容 時間 

事前学習  
障害者総合支援法の理解 ※資料熟読 

社会資源（福祉サービス）調べ 
― 

1日目分 

講義 
オンデマンド 

１ ガイダンス（研修獲得目標、本研修の位置付け） 約 60分 

２ 相談支援（障害児者支援）の目的 約 90分 

３ 相談支援（障害児者支援）の基本的視点① 約 105分 

４ 相談支援（障害児者支援）の基本的視点② 約 6 0分 

５ 相談支援に必要な技術 約 6 0分 

２日目分 

講義 
オンデマンド 

６ 

 

障害者総合支援法及び児童福祉法の理念・現状とサー

ビス提供プロセス及びその他関連する法律等 
約 60分 

７ 

 

障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援

（サービス提供）の基本Ⅰ 
約 30分 

８ 相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点 約 105分 

９ 相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス 約 120分 

10 

 

障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援

（サービス提供）の基本Ⅱ 
約 60分 

  ※講義視聴後に、「講義（オンデマンド）視聴レポート」を記入してください。 
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令和７年度静岡県相談支援従事者初任者研修実施要綱  

 

１ 目的 

本研修は、「静岡県障害福祉人材育成ビジョン」に示された「ソーシャルワーカーとして障害

者ケアマネジメントを実行できる人材」の育成を図るため、以下の目的により実施します。 

・地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、

教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得することにより相談

支援に従事する者の資質の向上を図ること。 

・障害者総合支援法及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質

の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者等の養成を図ること。 

 

２ 受講課程及び日程 

(1) 受講課程 

区 分 課 程 
実務経験証明書提出

※２ 

① 相談支援事業に従事予定（相談支援専門員） 

７日間課程 

(オンデマンド

＋集合) 

不 要 

② サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

として従事予定 

２日間課程 

(オンデマンド) 

※１ 

必 要 

※１ ②に該当する方は、７日間課程は受講できません。 

※２ 本研修受講申込に関する実務経験証明書の提出についてです。 

詳しくは５ 研修受講対象者を御覧ください。 

 

(2) 日程 

オンデマンド（YouTubeによる講義動画配信）による研修 

ア 受講者全ての方が対象（２日間課程・７日間課程共通） 

区 分 共通講義 実施方法 

１日目 
配信期間 

令和７年６月中旬～７月上旬 

オンデマンド（YouTube）による 

講義動画視聴及びレポート提出 
２日目 

◎ 本研修に申し込みいただいた場合は、本要綱の内容に同意いただいたものとみなされます。 
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イ 相談支援専門員として従事する予定の方のみ対象（７日間課程のみ） 

区 分 演習Ａグループ 演習Ｂグループ 

３日目 静岡労政会館 ７/22(火) シズウエル ７/29(火) 

４日目 静岡労政会館 ７/23(水) シズウエル ７/30(水) 

５日目 静岡労政会館 ９/11(木) 静岡労政会館 ９/12(金) 

６日目 静岡労政会館 11/14(金) シズウエル 11/18（火） 

７日目 静岡労政会館 11/15(土) シズウエル 11/19(水) 

 

（会場一覧） 

会場名称 所在地 受講者用駐車場 

静岡労政会館 静岡市葵区黒金町5-1 なし（公共交通機関を

御利用ください） シズウエル（静岡県総合社会福祉会館） 静岡市葵区駿府町1-70 

 

３ 実施主体 

静岡県健康福祉部障害者政策課  （委託先）社会福祉法人あしたか太陽の丘 

 

４ 研修計画及び研修内容 

別紙３のとおりとしますが、変更等があった場合には、県障害者政策課及びあしたか太陽の

丘ホームページにて御案内します。 
 

５ 研修受講対象者 

各研修対象者は以下の条件を満たす方とします。 

(1) 相談支援事業に従事しようとする方（７日間課程） 

(ア) 

静岡県内の障害者総合支援法又は児童福祉法に規定された事務事業に従事する障害者

(児)ケアマネジメントの知識や技術が必要となる行政機関、社会福祉法人、医療法人、

NPO 法人等の職員 

(※個人的な資格取得や資質向上を目的とした受講はできません。) 

(イ) 

相談支援専門員として配置（届出）予定時までに、必要な実務経験年数を満たす見込み

のある方 

※配置（届出）に関する実務経験の確認については、「11 配置(届出)に要する実務経験

の確認について」を御覧ください。 

※研修申込時に実務経験証明書の提出は不要です。 

受講後、相談支援事業の従事状況を個別に確認させていただく予定です。 

※「相談支援事業に従事しようとする方（７日間課程）」として申込みをした方は、今年度のサ

ービス管理責任者等基礎研修は原則受講できません。 
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(2) サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事しようとする方（２日間課程） 

(ア) 

静岡県内の障害者総合支援法又は児童福祉法に規定された事務事業に従事する障害者

(児)ケアマネジメントの知識や技術が必要となる行政機関、社会福祉法人、医療法人、

NPO 法人等の職員 

(※個人的な資格取得や資質向上を目的とした受講はできません。) 

(イ) 

令和７年８月31日までに、下表の実務経験年数を満たす見込みのある方 

（実務経験年数に満たない方は受講決定しません。） 

業 務 実務経験年数 

相談支援の業務及び社会福祉主事任用資格等を有する者によ

る直接支援の業務（社会福祉主事任用資格等の取得以前の期

間を含めてよい） 

通算して３年以上 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 通算して６年以上 

国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務

の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可） 

通算して１年以上 

※実務経験証明書の提出が必要です。「７ 受講申込み方法及び注意事項」 

※上表は、本研修を受講するための実務経験年数であり、サービス管理責任者及び児童

発達支援管理責任者として配置（届出）するために必要な実務経験年数とは異なりま

す。（業務内容等の詳細については別紙１、別紙２を参照してください。）配置（届出）

に関する事務経験の確認については、「11 配置(届出)に要する実務経験の確認につい

て」を御覧ください。 

 

 

 

６ 受講定員 

７００人程度 

 

【注意事項】 

  サービス管理責任者等基礎研修は、本研修の２日間課程を修了した方もしくは修了見込み

の方が受講申込できます。なお、サービス管理責任者等基礎研修の受講には、別途申込みが必

要です。 

（詳しくは、後日、県障害者政策課ホームページで御案内しますので、御確認ください。） 
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７ 受講申込み方法及び注意事項 

(1) 申込み方法（ふじのくに電子申請サービスによる申込み） 

申込み 

準 備 

「ふじのくに電子申請サービス」の利用者登録を行っている方 

→昨年度の静岡県相談支援従事者研修やサービス管理責任者等研修で登録済

の方は、利用者ID（メールアドレス）やパスワードを御準備ください。 

「ふじのくに電子申請サービス」の利用者登録を行っていない方 

→利用者登録用メールアドレスを御準備ください（研修申込み受付メール及

び受講決定通知等は、そのアドレス宛てに送信します）。 

申込み 

手 順 

① ふじのくに電子申請サービスのホームページへアクセス 

  https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/ 

② 検索メニューで「相談支援従事者初任者研修」を検索 

③ (利用者登録を行っていない方のみ)利用者登録を行いパスワードを発行 

④ 利用者ID（メールアドレス）・パスワードによりログイン 

⑤ 必要事項を入力し、入力内容をよく確認の上、申請 

⑥ 利用者ID(登録メールアドレス)に申込み受付メールが到着すれば受付完了 

(申込フォームに記載されたアドレスではありませんので、御注意ください。) 

※申込み期限後に手続きが完了していないことが判明した場合、申込みのやり

直しを行うことはできません。 

※申込み期限までは、申込み内容の修正、取下げが可能です。 

半日程度経過しても申込み受付メールが届かない場合は、手続きが完了して

いないおそれがあるため、必ず「申込内容照会」にて内容や件数を確認して

ください。 

申込み 

期 間 
令和７年４月３０日（水）17 時まで (※期限後は一切申請入力できません) 

 

- 5 -



 

(2) 実務経験証明書の提出 

対 象 者 
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として従事しようとする方 

（相談支援事業に従事しようとする方は提出不要） 

提出書類 

① 別添 静岡県 相談支援従事者初任者研修 実務経験証明書 

※表紙及び実務経験証明書の両方 

・申込み時点の情報を記載し、代表者印押印の上、提出してください。 

② 保有資格に係る証明書の写し 

記載上の 

留意事項 

・複数法人での経歴を証明する必要がある場合は、証明する法人ごとに様式を

作成し、受講申込み法人がとりまとめて提出してください。 

 現所属法人が受講希望者が過去在籍していた別法人の実務経験証明をする

ことはできません。 

・１法人で３回以上の異動がある等により欄が不足する場合は、２枚に渡って

記載してください。 

提出方法 

下記宛て郵送により提出をお願いします。直接の持参はご遠慮願います。 

〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６ 

静岡県障害者政策課障害者政策班 研修担当 宛て 

・送付は個人ごとでも法人単位でも構いません。 

・「提出書類が当課に届いているか」という書類の到達確認の問い合わせに

は応じられませんので、御了承ください。書類到達を確認したい場合は、

特定記録郵便や追跡サービス等を御活用ください。 

提出期限 令和７年５月２日（金）17 時必着 ※提出書類は返却しません 

(3) 申込みに関する注意事項 

① 本要綱に同意できない方は、申込みできません。 

② 申込みは、法人ごとに行ってください。（事業所単位の申込みは無効です） 

 また、法人内で優先順位の記載がない又は同一の順位を記載している場合には、受講決定できな 

い場合があります。事業所開設予定でまだ名称が決まっていない場合も、仮称で結構ですので、 

記載いただき、申込みください。研修受講や郵送等にこの名称を使用しますので、「（仮）」や 

「（未定）」等にはせず、必ず記載ください。また備考欄に設立予定である旨を記載ください。 

③ 県外の事業所に配置される予定の方は、本研修を受講できません。 

④ 受講に際し、配慮（車椅子使用、介助者が付添う等）が必要な場合は、必ず申込みフォーム

に入力してください。 

⑤ 申込みは１事業所当たり原則１人とします。また、同一法人内で複数人の申込みをする場合

には、申込み時にその方の優先順位（課程ごと）を記載してください。 

⑥ 申込み期限までに申込み手続きを行わなかった場合（申込み手続きが正常に完了していない

場合を含む）や、申込み内容に不備があった場合には、受講者として決定しません。 
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⑦ 実務経験証明書の提出が必要な方について、期限までに提出のない場合、内容に不備のある

場合及び「５ 研修受講対象者」の実務経験年数を満たす見込みがないと認められる場合は、

受講者として決定しません（受講決定後の場合はその決定を取り消します）。 

⑧ オンデマンド研修の受講には、パソコン等の接続端末（スマホ不可）と、安定したインター

ネット環境が必要となります。受講決定者には、オンデマンド研修受講に関する同意書を提

出していただきます。 

⑨ 研修参加費納入通知書、テキスト・資料代払込票、テキスト等は、申込み時に記載した法人

所在地へ送付します。住所は法人内で１箇所に統一し、記載ください。１箇所に統一されて

いない場合は、当課で選択し、送付させていただきます。 

⑩ ７日間課程の方は、受講決定時の通知書に記載されたグループで受講してください（申込み

時に希望グループ選択可）。なお、決定された課程及びグループは変更できませんので御注

意ください。 

 

(4) 個人情報 

① 個人情報の利用目的 

申込み時に入力された情報（申込み情報）及び実務経験証明書については、受講者の選定、

研修の実施及び各市町相談支援体制整備のために必要な範囲において利用し、申込み者の同意

なく利用目的以外には利用しません。 

② 個人情報の第三者への提供 

・利用目的の達成に必要な範囲で、本研修の業務委託先に個人情報を提供します。 

・受講決定者及び修了者の氏名や所属事業所の情報については、申込み内容に基づく事業所

等への配置状況の把握や、各市町相談支援体制の整備のため、県から各市町に提供します。 

 

８ 受講者の決定・通知 

静岡県障害者政策課長が、実務経験年数や法人ごとの申込み者数、配置予定時期、昨年度の研

修受講状況等を勘案し、選考の上決定します（先着順ではありません）。 

選考結果は、受講（決定・非決定）通知書として、各法人の長宛てメール送付します。（申込

み時に登録したアドレス宛て送付します。郵送による通知は行いません。） 

受講決定者には、受講決定の通知に併せて、受講方法や事前課題等について別途御案内します。 

 

９ 修了証書等 

(1) 証書等の種別 

所定の課程を修了した方に、静岡県知事が発行する以下の証書等を交付します。 

区 分 交付される証書等 

７日間課程を修了した方 修了証書 

２日間課程を修了した方 受講証明書 

※７日間課程の受講決定となった方が３日目以降に欠講した場合であっても、２日間課程

の「受講証明書」は交付しません。 

※２日間課程を修了した方が、次年度以降に相談支援専門員として従事する予定となった

場合には、改めて７日間課程を受講する必要があります。 
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(2) 証書等の交付要件 

以下のいずれかに該当する方及び受講決定を取り消された方には、証書等を交付しません。 

④以外の項目については、該当した時点で以降の受講を認めないこととしますので御注意くだ

さい。 

【全受講者】 

① 受講決定後に提出を求める、オンデマンド研修受講の同意書の提出がない又は同意書の内

容を遵守しなかった場合 

② オンデマンドによる講義動画を配信期間内に視聴しなかった場合 

③ 課題、提出書類について所定の期限までに提出がない場合、指定様式ではない場合 

④ 研修参加費及びテキスト・資料代を納付していない場合 

【２日間課程受講者】 

⑤ 実務経験証明書を所定の期限までに提出していない場合 

⑥ 実務経験証明書の内容に虚偽があった場合 

【７日間課程受講者】 

⑦ ３日目以降の集合研修において、遅刻、離席、途中退席、欠席等により、受講できないカ

リキュラムがあった場合（公共交通機関の遅延証明書を持参した場合を除く。ただし、

遅延証明書は入室を許可するものであり、修了については、別途判断します。） 

⑧ 指定課題及び実習事例作成に関して、指定期限までに提出がない場合、指定様式以外（過

年度様式等）で提出した場合及び事例等に著しい不備が認められた場合 

⑨ 受講中に私語や居眠り等受講以外の行為を確認した場合、その他研修受講態度としてふさ

わしくない行為を確認した場合 

 

10 受講費用 

受講費用として、研修参加費及びテキスト・資料代を徴収します。 

受講費用は、いかなる理由があっても返金しません。（研修カリキュラムを全部又は一部受講

できなかった場合にあっても返金しません。） 

区 分 ７日間課程 ２日間課程 支払い方法・期限 

研修参加費 50,000円 25,000円 

納入通知書（インボイス対象外）による静岡県

への支払 

静岡県から研修申込み時に記載した法人所在地

へ納入通知書を送付します。通知書記載の期限

までに納付してください。 

テキスト・

資料代 
5,700円 3,700円 

コンビニ専用払込票（インボイス対応）による

(福)あしたか太陽の丘への支払 

研修参加費の納入通知書とは別に、(福)あした

か太陽の丘から研修申込み時に記載した法人所

在地へ払込票を送付します。払込票記載の期限

までに納付してください。 

 

11 配置(届出)に要する実務経験の確認について 

「５ 研修受講対象者」の注意事項に示したように、本研修の受講に当たって必要な実務経験

と、事業所に配置(届出)するために必要な実務経験は異なります。 

例えば、児童発達支援管理責任者については、研修は老人福祉施設等の経験だけでも受講でき

ますが、配置(届出)するためには障害者・障害児に対する実務が必要となるなどの違いがあるた

め、「研修受講＝配置(届出)可」ではないことに御留意ください。 

相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置(届出)に必要な実務

経験の判断に不安がある場合は、必ず下記の各指定機関へ確認いただくようお願いします。 
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相談支援専門員 

事業種別 
事業所の

所在地 
問合せ先（指定機関） 

特定相談支援 

障害児相談支援 
各市町 各市町障害福祉担当課 

一般相談支援 

静岡市内 
静岡市障害者支援推進課 054-221-1098 

shougai-support@city.shizuoka.lg.jp 

浜松市内 
浜松市障害保健福祉課  053-457-2860 

syoghuku-shidou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

上記以外 

静岡県福祉指導課 

問合せについてはメールにてお願いします。

shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp 

(連絡先 054-221-3772) 

サービス 

管理責任者 

及び 

児童発達支援 

管理責任者 

事業所の所在地 問合せ先（指定機関） 

静岡市内 
静岡市障害者支援推進課 054-221-1098 

shougai-support@city.shizuoka.lg.jp 

浜松市内 
浜松市障害保健福祉課  053-457-2860 

syoghuku-shidou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

上記以外 

静岡県福祉指導課 

問合せについてはメールにてお願いします。

shougai-shidou@pref.shizuoka.lg.jp 

(連絡先 054-221-3772） 

 

12 問合せ先 

確認したい内容に応じて、必ず本要綱を参照の上、以下の連絡先へお問い合わせください。 

確認したい内容 連 絡 先 

下記に関すること 

・申込み方法 

（ふじのくに電子申請サービス） 

・受講に必要な実務経験 

・実務経験証明書 

・受講決定 等 

静岡県障害者政策課障害者政策班 

メ ー ル shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp 

※募集期間中は問い合わせが集中します。 

順番での回答となるため、必ずメールでお問い合わせ

ください。その際所属とお名前を明記してください。 

(緊急連絡先 054-221-2352) 

研修の内容に関すること 

社会福祉法人あしたか太陽の丘 研修センター 

担当 工藤、美濃部、上島 

電話番号 055-923-7850(代表) 

(受付時間：平日 9:00～17:00) 
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１ ガイダンス（研修獲得目標、 

本研修の位置付け） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
一般社団法人 たけのこ 

櫻井 郁也 
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２ 相談支援（障害児者支援） 

の目的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N)清水障害者サポートセンターそら 

山本 忠広 

 

 

 

 





相 談 支 援 の 目 的

相談支援専門員研修

障害者の地域生活、自立と社会参加

どんな障害があっても、地域社会で障害者自身が主体的に生
活していくことが大切です

三名の障害者自身の生の声を聞き、それぞれの基本的な障害
と共にそれぞれの生活環境の中から見えてくる個々の生活課
題について知るなか、相談支援の目的はどうあるべきかについ
て理解を深める場とします

1

事例提供者

事例提供者

・望月 亜矢子 氏 自立生活センター富士

・深野 晶子 氏

・神谷 京子 氏 静岡県サルコ友の会

コーディネーター

NPO法人 清水障害者サポートセンター そら 山本 忠広

2
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障害の理解
(身体障害)

⾃⽴⽣活センター富⼠
望月亜矢子

頸髄損傷とは。。。どんな症状︖

四肢麻痺(完全麻痺）

⼿⾜を動かず、痛み温度
を感じない為褥瘡に注意

起⽴性低⾎圧

電動ベッド(3モーター)

電動⾞いす(ﾃｨﾙﾄ・ﾘｸﾗ）

体温調節ができない

汗をかけないため暑さ寒さ
に弱くエアコンが必須

肺活量が少ない

排痰が難しいため、風邪
をひかないよう管理必要

排泄機能

私の場合排尿は膀胱瘻
排便はストマ―
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頸髄損傷(通称ケイソン）受傷後の⽣い⽴ち
2000年4月(26歳)

2000年6月

2000年8月

2001年4月(27歳）

2002年11月(28歳）

・交通事故により頸髄損傷(中途障害者）
重篤で⼈⼯呼吸器や気管切開
・地元のリハビリテーション病院へ転院
駐⾞場で外来で通っていた頸髄損傷の⽅と出会う(ロールモデル）
・所沢の国⽴身体障害者リハビリ病院へ転院
⾃分と向き合う時間となる(障害の受容）
・富⼠市の⾃宅へ戻る
ヘルパーさんのお子さんや近所の小中学⽣に勉強を教えたり、書道を習う
・国⽴伊東重度障害者センターというリハビリ施設で2年10か月過ごす
週2回のトイレ・入浴（医学モデル的なリハビリ）
⾃分より重度な仲間や先輩と出会う

2005年9月(31歳)

2005年12月

2006年4月(32歳）

2010年(36歳）

2012年(38歳）
2014年(40歳）
2015年(41歳）
2016年(42歳）
2019年(45歳）
〜現在

・富⼠市の⾃宅に戻る 住宅改修(トイレ・シャワールーム・洗面台）
⺟親、妹、ヘルパーさんの介助のもと⾃宅で暮らす
・脊髄空洞症になる(進⾏性の病気︓2次障害の受容）
東京の慈恵医大でオペ ⇒進⾏が⽌まるが疼痛がはじまる
・⾃⽴⽣活センターにスタッフとして関わりだす
研修や講座に参加しいろんな障害者と出会う(ロールモデル）
・１⼈暮らしをする(アパート 1LDK)
3つのヘルパー派遣事業所、移送業者、訪問看護のサポート
・ 警察にも相談したが、⾃宅での⽣活になる
・⾃薦ヘルパーの介助のもと、重度訪問介護サービスで⽣活始める
・ストマ―にする（QOL生活の質の向上）
・⾃⽴⽣活センター富⼠を⽴ち上げる(社会モデルを伝える活動）
・脊髄空洞症が進⾏し、オペをDrから提案されるがオペを選ばず
・⾃⽴⽣活センター富⼠で仲間と活動し、⾃分らしい⽣活を満喫中
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ジェノグラム(家系図) と エコマップ

2016年他界

2016年他界

2歳年上 6歳年下

⾃⽴⽣活センター
仲間・先輩

PTやOT

主治医

訪問看護

訪問マッサージ

リハビリ仲間
友⼈

介助者

家族

本⼈

2021年他界

1⼈暮らし時の
社会資源

(2010年）

【障害程度区分】
区分6

【居宅介護】
身体１１０時間／月
家事 ３５時間／月

【移動支援】
６０時間／月

【訪問看護】
２回／週

※３つの介護事業所と契約
多い時は20⼈位のヘルパーさんと
関わっていた時期もある

朝介助 7:30-9:30
身体1.5 家事0.5

夜介助 18:00-20:30(21:00)
身体1.5 家事0.5
身体2.5 家事0.5

（週2－3回入浴日）
余暇・外出 お昼介助や土日の外出
訪問看護 月曜・木曜 排便日

ｶﾃｰﾃﾙ交換４週に１回
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今の暮らし
社会資源

(2023年）

【障害支援区分】
区分6

【重度訪問介護】
重度訪問介護︓744ｈ
（移動加算︓124ｈ）
（同⾏⽀援可︓3⼈360ｈ）
（2⼈介護可）

【訪問マッサージ】 週２回
【訪問看護】３週に１回
カテーテル交換
２４時間対応(緊急時）

★日常⽣活用具
電動ベッド、シャワーチェア
リフター・蓄尿袋・蓄便袋など
★補装具
電動⾞いす、座位保持装置

※日勤9:00-19:00と
夜勤19:00-翌9:00の2交代制

※重度訪問介護
⻑時間の⾒守りを含み、
介助の内容が限定されない

※自薦ヘルパー
障害者⾃身で確保した介助者を
⾃分専用であるけれど制度上の
ヘルパー(＝⾃薦の登録ヘルパー)
として利用する仕組みが設計されている
●ただし、雇い入れる障害者が
労働基準法などを守って適切に⾏えるか
の審査はある

地域であたりまえの⽣活を︕

【自立生活センター富士の活動】
●自立生活プログラム
●ピアカウンセリング
●個別相談
●啓発活動・権利擁護活動
●福祉教育・講演活動など

静岡県CIL協議会:県内７団体が加盟

ご清聴ありがとうございました((´∀｀*))

- 29 -



精神疾患を抱える私のリカバリーストーリー

～自立と社会参加について～

相談支援従事者初任者研修

精神疾患を抱える人たちの現状

•全国で約420万人いる。

（平成29年度厚生労働省調査）

•生涯を通して約5人に1人の割合で精神疾患に
かかると言われている。
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私の病気

・統合失調症、罹患歴16年

・症状：急性期…激しい妄想・幻聴

消耗期…よだれが垂れる・倦怠感など（薬による副作用）、

意欲の低下

慢性期…身体が疲れやすい、睡眠の乱れ、

季節による体調の変化、ストレスへの耐性の低さ

体のふるえ（薬の副作用）

持ち続けた希望「また社会へ！」

• 家族の支え

• 同じ病気をもった友人との出会い

• 失敗を繰り返した就労の経験

• ピア（仲間）活動
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自立と社会参加

• 自分がもっていたもの

• 人との出会い

• 自立もいろいろある

• 社会の反応について 今の自身の実感

相談するって難しい

• どこへいけばいい？

• 誰にはなせばいい？

• ちゃんと聞いてくれるかな？

• 聞いてくれると安心する
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共生社会とは

「そのひとを知ることから始まる」

「同じにんげんとしての視点をもつ」

ご清聴ありがとうございました
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３ 相談支援（障害児者支援）の 

基本的視点① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（N）障害者生活支援センターおのころ島 

井出  一史 

 

 

 

 





相談支援の基本的視点

NPO法人 障害者生活支援センター おのころ島

井出一史

相談支援専門員研修

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

・障害者運動と障害者福祉の変遷

・自立・障害の概念が変わった

・障害者相談支援とは(目的と役割)
・相談支援専門員に求められる資質・スキル

・相談支援におけるエンパワメント＆アドボカシー

・権利条約のポイント～差別とは？

相談支援の８つの基本的視点

①個別性の重視

②生活者視点・QOLの重視

③本人主体・本人中心

④自己決定(意思決定)支援・セルフケアマネジメント支援

⑤エンパワメント・リカバリーの視点・ストレングスへの着目

⑥権利擁護

⑦多職種連携・チームアプローチ

⑧地域づくり・スティグマへのアプローチ
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障害者運動と
障害者福祉の変遷

3

インクルージョン（包摂？包容？）インテグレーション（統合）

LES AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap: un défi,une nécessité (2014, p24)の図を基に一木玲子作成（2015，9，20）

エクスクルージョン（排除） セグレゲーション（隔離・分離）

優勢思想
Ｔ４作戦

コロニー
のぞみの園

地域の入所施設
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。

• 優生思想って？

障害に関する遺伝要因を重視して、遺伝子のうち優良とされて
いるものを増加して、劣等とされているものを減少させる優生学
に基盤をおいた思想。

不妊手術、婚姻の禁止、出生前診断など。

• 社会防衛思想って？

多数の国民を守るために少数の障害のある人や病者が排除
されるのは当然という考えで、公衆衛生対策の中でも、感染症
対策精神障害者対策に受け入られていた歴史がある。

らい予防法の問題では、予防や治療に関する隔離の有効性
の医学的根拠が極めて乏しくなっても、制度としての隔離や収容
政策が近年まで存続した。

※らい予防法・優生保護法は、１９９６年に廃止 母体保護法。

ちょっとブレイク！
優生思想と社会防衛思想

障害者運動と障害者福祉の変遷

６０年代 高度経済成長と障害者

※高度経済成長期では、その大きな流れの歪の一つとして
脊髄損傷など近代型の中途障害者の発生が目立った

・労働災害（新幹線・高速道路・高層ビル等の
建設ラッシュｅｔｃ）

・交通事故（モータリゼイション）
・スポーツ事故（体操・格闘技・水泳・スキーｅｔｃ）
・薬害

社会復帰
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７０年代 当事者運動の本格化

車いす市民全国集会

（７３年 仙台「車椅子体験旅行と交流集会」）

生活課題の整理と対策 障害者運動

権利擁護、生活圏拡大、介護保障、移動と交通、

住宅、就学、就労、女性障害者問題、結婚、性

※市民啓発、福祉教育、ボランティア育成

障害者運動と障害者福祉の変遷

７０年代 自立生活運動の萌芽
・エド・ロバーツ（カリフォルニア大学バークレー校）が

「自立生活センター」設立（Ｃｅｎｔｅｒ Ｆｏｒ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｌｉｖｉｎｇ）

自立生活運動
障害がある人が自己決定に基づき、選択権の拡充と生活の

質の向上を求めながら、主体的な生活を営むことを目指す

自立（自律）とは

身辺自立あるいは経済的自立を条件とした概念から脱皮して、

自己決定権の行使による自己実現と社会参加を果たそうと

する主体的努力を社会的に位置づけるもの

障害者運動と障害者福祉の変遷
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８０年代 自立生活運動の展開（施設から地域へ）

米国自立生活（ＩＬ）運動の影響

ＣＩＬ（自立生活センター）の広がり

※1980国際障害分類（ICIDH）=WHO

1981国際障害者年（ＩＹＤＰ）

「国連障害者の１０年」

障害者運動と障害者福祉の変遷

９０年代 国連障害者の１０年
・1991米国ＡＤＡ法制定(障害者の公民権法)
・ＤＰＩ設立
※厚生省が障害者自身による

障害者支援の重要性を認識

・1996「市町村障害者生活支援事業」
ＰＣおよびＩＬＰの導入

・1996優生保護法廃止 母体保護法
※2001国際生活機能分類（ICF）=WHO

障害者運動と障害者福祉の変遷
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２０００年代 社会福祉基礎構造改革
個人が住み慣れた地域において、人としての尊厳をもって、

その人らしい自立した生活ができるように支える

自己選択、自己決定、自己責任の上で、
介助サービスを利用しながら、地域で生活
していく 「自立」の概念。

措置から契約へ

※2001国際生活機能分類（ICF）=WHO

障害者運動と障害者福祉の変遷

２０００年代

・2000年 介護保険
・2003年 支援費制度
・2005年 障害者自立支援法※
・2006年 国連障害者権利条約採択
・2007年 同条約日本署名

障害者自立支援法違憲訴訟

・2010年 基本合意

障害者運動と障害者福祉の変遷
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措置制度から契約制度へ

利用者が自分でサービス
を選び、事業者と契約
保険料＋税
応益負担 利用額の１割
サービス限度額を保障
ケアマネジメントが必須
外出に関するものがない

措置制度 支援費制度 介護保険

利用者が自分でサービス
を選び、事業者と契約
税財源

応能負担 本人・扶養義
務者の２本建て
サービス量を保障
ケアマネジメントが重要

行政がサービスの内
容や事業者を決定（行
政処分）
税財源

・地域における生活支援体制の未整備（社会資源がない）

・情報提供・周知

・障害や自立に対する理解

・財源の確保→介護保険との統合問題

支
援
費
制
度
の
問
題
点

平
成
１
５
年
４
月

２０００年代
※基本合意 2013年8月までに

○自立支援法を廃止し（総合福祉法）を制定

障がい者制度改革推進会議

○権利条約批准に向けて国内法を整備

（差別禁止法）

・2011年 障害者基本法抜本改正

障害者運動と障害者福祉の変遷
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２０００年代
・2012年 障害者虐待防止法

・2013年 障害者総合支援法
障害者差別解消法

・2014年 国連障害者権利条約批准（141番目）

障害者運動と障害者福祉の変遷

障害者権利条約

（２００６年国連で採択／２０１４年に批准）

障害者基本法

（2011年に条約批准のための大幅改正）

障害を理由とする差別の禁止（４条）

障害者差別解消法

（2013年制定）

“障害者基本法第4条を具
体化”

障害者差別解消法

（2013年制定）

“障害者基本法第4条を具
体化”

障害者雇用促進法

（2013年改正）

“権利条約対応のための
改正”

障害者雇用促進法

（2013年改正）

“権利条約対応のための
改正”

16

日本国憲法
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障害者福祉の変遷（ポイント）

１９８１年の国際障害者年以降、国連障害者の10年を経、障害

者の社会参加は飛躍的に進んだ。そして我が国では２０００年
の社会福祉基礎構造改革を大きな転機とし、「自立」の概念が
変わり福祉制度に大きな変化が生まれた。

※措置から契約へ=介護保険・支援費制度

福祉サービスの市場開放

２００６年の障害者権利条約採択以降は国内法も世界標準に
焦点を合わせ、障害者の権利が守られる社会へと様々な制度
改革が進められた。

※障害の概念=医学モデルから社会モデルへ

※インテグレーションからインクルージョン

自立・障害の概念が変わった

18
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健康状態(Health Condition)

活動
(Activity)

心身機能・身体構造
(Body Function & Structure)

参加
(Participation)

環境因子
(Environmental Factors)

個人因子
(Personal Factors)

社会的不利
(Handicap)

能力障害
(Disability)

機能障害
(Impairment)

ICIDH
(1980)

ICF
(2001)

WHOによる障害の概念モデル

個人因子と環境因子からみた障害の違い

• 持って生まれた性格など個人因子を基本とし、本人
の障害種別および基本的障害特性をもとにどのよう
な環境（両親や家族関係・両親が育った環境・育っ
た時代・育った地域・他）によって個人の人格が形成
されたのか。

• また中途障害の場合も前述と同様に個人を理解し
なければならないが、大切な点は障害を持った時点
での環境とその時点を境にその前後の環境のギャ
ップを理解することが大切。
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自立生活運動
• 障害がある人が自己決定に基づき、選択権の拡充

と生活の質の向上を求めながら、主体的な生活を
営むことを目指す活動や運動

• １９７０年代 カリフォルニア大学バークレー校で
エド・ロバーツが学内に介助サービス等を提供

→ 「自立生活センター」を設立
（Ｃｅｎｔｅｒ Ｆｏｒ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｌｉｖｉｎｇ）

• 自立 ⇨ 身辺自立あるいは経済的自立を条件とし
た概念から脱皮して、自己決定権の行使による自
己実現と社会参加を果たそうとする主体的努力を
社会的に位置づけるもの

自立生活運動とは？

１．自立の概念 自立から自律へ

社会福祉基礎構造改革 措置から契約へ

２．障害の概念 医学モデルから社会モデルへ

３．差別の定義 直接差別・間接差別・合理的配慮の欠如

４．インクルージョンの原則

自立生活運動が時代を変えた
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「自立」・・・自分を律すること（自律）

「自立」は、自己選択、自己決定、自己責任

のもと自己実現を目指し地域で自分らしく生
活すること。（社会参加）

• これまで医療で絶対視されていた

「ＡＤＬ（日常生活動作）の自立」という自立観

「ＱＯＬ（生活の質）の向上」

• どんな重度の障害者でも自立はあり得る。

自立とは？

障害の概念が変わった
障害者の自立生活運動が主張してきたこと

問題は、障害は障害者個人にあるのではなく、社会の側にある
という「社会モデル」の主張であり、それまでの障害者に対する
見方を180度転換させるものだった。

それまで、障害者は社会の規範からはみ出した者であり、でき
るだけ社会の基準に合うように障害者自身が変わる努力をする
ことが求められ、リハビリテーションもその視点から行われてき
た。

身辺自立のためにリハビリテーションが最も大切なことと考えら
れていた。 「医学モデル」

自立生活運動では、障害を持つ個人が訓練で矯正されるべき
でなく、障害のある人が困難になるような状況を作り出している
社会、たとえば、道路の段差、障害のある人には使えない交通
機関、視覚障害のある人には読めない案内板があることを許し
ている社会の側が問題であると捉えてきた。
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ちょっとブレイク！ 医学モデル

障害というのは障害者個人の問題だとする考え方。

社会的不利が起きている原因は、足が動かないとか

目が見えないといった機能障害や、能力障害にある。

だから、どんなに障害を持つ人が困っても、原因は障

害者個人の機能障害、能力障害にあるから、国には

責任はないという考え方。この考え方では、社会的不

利は、社会が差別したということにはならず、人権問

題にはならない。障害者は保護の対象でしかなく、権

利の主体という概念は生まれない。

ちょっとブレイク！ 社会モデル

障害は社会の側にあるという考え方。車いすの人が

２階にいけないのはエレベーターがないためであり、

エレベーターがあれば１人で２階にあがれるので障害

はなくなる。機能障害に着目するのではなく、個人と社

会環境とに着目し、制約を生んでいるのは社会環境に

問題があるという考え方。

イギリスの障害学では、障害者とは社会の障害

物、社会の障壁によってその能力を発揮する機

会を奪われた人たちと定義している。
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ちょっとブレイク！
先進諸国の障害者人口

○障害者人口の国際比較

日本の障害者は964.7万人（人口比7.6%）

アメリカは4300万人（人口比14%程度）

スウェーデンは20%
オランダ、デンマーク、イギリス、ドイツ、フランス

などヨーロッパ諸国は軒並み15％以上

日本だけが極端に少ないのはなぜ？

障害者相談支援とは
（目的と役割）

28
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障害者相談支援とは（目的と役割）

相談支援専門員は、利用者が地域で自立した

生活を送るために、抱えている課題を的確に捉

え、解決するための目標を設定し、目標達成に

向けた道筋を描き、その実現のために支援して

いくことが役割です。

その役割を果たすため、相談支援専門員として

次のような基本姿勢が重要です。

相談支援専門員に求められる姿勢

・利用者の自立支援への姿勢
・信頼関係を築く姿勢
・利用者の不安を和らげる姿勢
・事例を個別化してとらえる姿勢
・感情をコントロールする姿勢
・利用者を受容する姿勢
・利用者の自己決定を原則とする姿勢
・守秘義務を尊重する姿勢
・利用者の自立を支える姿勢
・こまめにアセスメントを行う姿勢
・地域の資源把握と開発する姿勢
・チームアプローチの姿勢 その他
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相談支援専門員に求められる
資質・スキル

31

相談支援専門員に求められる資質・スキル

相談支援業務は、基本相談、当事者の生活に対する個別の支
援（計画相談）、ソーシャルアクションの3つから成り立っていま
す。このような業務を進めるために、相談支援専門員が身につ
けておくべき資質は次のようになります。

①信頼関係を形成する力

相談支援専門員は、相談を受けてから次の段階に進めない、
訪問を拒否される等、障害者からパートナーとして認められな
い事態にならないように、特に初期の段階から信頼関係を形成
する力が求められます。そのため、相談支援専門員は当事者
の立場に立って信頼関係を築くことが重要です。また、相談支
援専門員は、多くの人々とチームワークを形成して当事者を支
援することになるので、当事者のプライバシーの保護、人権の
尊重に配慮する必要があります。
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相談支援専門員に求められる資質・スキル

②相談支援に係る幅広い知識と技術の習得

相談支援専門員は、相談支援に必要とされる福祉の理念、法
制度、政策、サービスなどについての知識と、実際に相談支援
を適切に実施する技術を十分に習得しておくことが求められま
す。また、そのような知識を必要に応じて分かりやすく当事者に
提供するとともに、技術を個々の当事者に合わせて活用できる
能力が必要です。

・福祉分野や他の分野についての幅広い知識（制度やサービ
スを含む）

相談支援専門員は、相談支援に必要とされる法制度やサービ
スについて、福祉分野のみならず関連分野についても幅広く理
解しておく必要があります。特に、障害者自立支援法における
相談支援の位置付けやサービス等利用計画について、詳細に
理解しておくことが求められます。

相談支援専門員に求められる資質・スキル

・基本的なコミュニケーション技術

相談支援専門員は、相談支援のあらゆる過程において、相談
者の感情面に気を配り、意味を分かち合い、信頼関係を築いて
いく能力が求められます。その際、自分の考えを分かり易く明
確に伝えるだけでなく、相手の表情、沈黙、場の空気など非言
語的要素にも十分注意を払い、相手の気持ちを推察する能力
が必要です。また、支援者とのチームアプローチにおいては、
仕事のやり易い雰囲気を作る能力や、チームの課題を伝え、共
通の認識として統一していく力が必要です。
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相談支援専門員に求められる資質・スキル

・基本的な面接技術

相談支援専門員は、相談を通して、当事者の生活全体を理解
します。したがって、当事者を一人の生活者として理解し、相互
の十分な意思疎通を図ることによって、当事者のニーズを共に
明らかにしていくことが求められます。これらの過程において、
当事者の感情表現を敏感に受け止め、当事者の価値を受容し
、相談支援専門員自身の感情を覚知しながら、当事者の自己
決定を促すような基礎的面接技術の力を伸ばすことが大切で
す。また、相談者は自らの課題に悩んでいると同時に、これか
ら会う専門員に対しても不安や期待、願望をもっている場合が
多いことを理解し、適切に対応していく必要があります。

アセスメント 背景にあるもの
(生活環境および家族や周囲との

人間関係、本人自身が体験した
ことや特技などストレングス

他本人を取り巻く情報)

相談支援専門員に求められる資質・スキル

デマンズ
(主訴)

・ニーズを特定するアセスメント力

相談支援専門員には、当事者のデマンズからニーズを特定す
るアセスメント能力が求められます。当事者に関する情報収集
の過程を経て、課題を明らかにしてニーズを明確にしていく観
点を理解することが大切です。ニーズの背景となっている要因
を分析することが重要であり、その際、当事者のできないことに
着目するのではなく、当事者の強さ(ストレングス)に着目するこ
とも重要です。

ニーズ
(解決すべ
き課題)
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相談支援専門員に求められる資質・スキル

・チームアプローチやネットワークを形成する力相談支援の各
過程においては、多くの関係者とチームを形成しますが、チ

ームワークの原則は、チームを組む一人ひとりが対等な関係
のもとに、必要に応じて支援会議を開催するなどして、チーム
内の合意形成や役割調整を確保していくことです。相談支援専
門員には、このようなチームアプローチを可能とする調整の能
力が求められています。また、相談支援専門員は、当事者のニ
ーズを充足させるために、サービスを総合的・一体的に提供す
る役割を担っています。これらのサービス提供は、公的サービ
スやインフォーマル・サポート等を組み合わせるものであり、支
援のネットワークにより可能となります。これらのネットワーク形
成の能力も重要です。

相談支援専門員に求められる資質・スキル

・社会資源を活用・調整・開発する力

相談支援専門員は、当事者のニーズに合致したサービスを提
供するため、サービス提供者や市町村の窓口等に社会資源の
改善等を働きかけることが求められます。また、当事者のニー
ズを充足するための社会資源が不足している場合においても、
当事者の立場に立って社会資源の開発のためにサービス提供
者や市町村等関係者に提言していくことが重要です。その際、
自立支援協議会を活用していくことも必要です。

③交渉力・調整力

相談支援専門員は、当事者の地域生活を支援していくために、
障害者の立場に立って、家族、サービス提供者、団体、関係機
関や市町村等と交渉や調整を図っていく能力が求められます。
そのためには、人、サービス、情報等の資源を、タイミングよく
配分する能力を高めておく必要があります。
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相談支援における
エンパワメント＆アドボカシー

39

相談支援における
エンパワメント＆アドボカシー

相談支援に従事する者は、相談支援過程において、利用者が
自立した日常生活を送れる支援をするために、さまざまな社会
資源や保健・医療・福祉サービスの調整を図ります。そのときに
、どのような専門職においても共通している倫理と基本姿勢は「
利用者の権利擁護」です。

○利用者の主体性の尊重

利用者が自分の生活をどのようにしたいのか、どういうことをし
たいのかについて意思表示をするのは本人であり、その実現
のために努力するのも利用者本人です。
○利用者の権利・尊厳の尊重

利用者の自立した日常生活において、家庭や地域で基本的な
人権が侵害されないように配慮する必要があります。支援者は
利用者の代弁者として権利擁護の立場を守ることが大切です。
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相談支援における
エンパワメント＆アドボカシー

○個人情報の保護

個人情報の保護は、障害者の尊厳にかかわる大切な部分であ
り、信頼関係の要となるものです。そのため、利用者によりよい
サービスを提供するためには、関係者同士の情報交換が必要
であることを利用者に理解と了解を得て、利用者が自分の情報
を誰が知っているかを知っておくようにする配慮が大切です。
○公平性

さまざまなサービスの調整、価値観の異なる利用者や家族との
相互関係等において、公平な支援関係を築く自覚が不可欠で
す。そのためには、利用者や家族との感情的な問題に巻き込
まれないよう、自己コントロールや自己評価を繰り返すことが必
要です。
○中立性

利用者の自立支援に反して、所属する事業所や関係の深い事
業所との利益が顕在化することがないよう、常に利用者の権利
を代弁する中立性と公益性を念頭に置くことが大切です。

相談支援における

エンパワメント＆アドボカシー

○支援を必要とする人々は、種々のハンディによる困難
を抱えているが、基本的にはそのサービスを主体的
に利用し、問題解決できる(潜在)能力を有している。

○福祉サービスの提供では、利用者に代わって課題を
解決するのではなく、提供できる制度やその他の社会
資源を紹介しながら、利用者がそれらを主体的に活
用して課題解決に取り組めるよう支援する。
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権利条約のポイント～
差別とは？

43

権利条約のポイント

障害の「医学モデル」から「社会モデル」へ

「保護の対象」から「権利の主体」へ

非差別（無差別）・平等

Non-discrimination／equality
★障害に基づくあらゆる区別・排除・制限が

差別。合理的配慮を行わないことを含む

すべての形態の差別を禁止。

★「他の者との平等を基礎として」

障害者に特別の権利を与えるものではな

く、障害のない人が持つ権利を「きちんと」

保障するための条約

インクルージョン

Inclusion
★障害のある人と無い人が
分け隔てられることなく、障害

のある人が排除されずに共にく
らす、共に学ぶ、共に働くこと

ができるように、社会が障害者
をきちんと受け入れること

（参加とインクルージョン）

44
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権利条約のポイント

地域・社会へのインクルージョンの原則
障害者も健常者と同じように、学校、職場、地域社
会などあらゆる場に参加する権利がある。本人が望
まないのに、障害者だけ特別な場所に集めて生活
するのはインクルージョンではない。

障害の概念 社会モデルの導入
障害の考え方を医学モデルで考えると差別の禁止
はできない。社会モデルに立って初めて差別の禁止
が出来る。障害者の権利条約は、医学モデルを脱
却し、社会モデルに立って考えられている。障害の
概念が大きく転換された。

権利条約のポイント

権利条約のポイント

手話は言語 第２条
手話は言語であると定義で書かれた。手話は代替
的な手段だと思われているが、そうではなく言語だ
と条約では定義づけられた。聴覚障害のない人は、
声に出さずに頭の中で考えるときも、言葉を使って
考えておりこれが言語。聴覚障害の人の中には、手
話で物事を考える人もいる。手話自体が言語だと認
められたわけである。
日本の聾学校は、口話中心の教育をして、手話の
使用を禁止してきた。聴覚障害の人からしたら口話
は代替的な言語に過ぎない。手話の禁止は言語を
奪うこと。そういう点からも、手話を言語と位置づけ
た意義は大きい。

権利条約のポイント
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権利条約のポイント

第5条（平等及び差別されないこと）において、
合理的配慮の確保
差別禁止の明文化

これまで、国際人権規約においても、障害に基づく差別を文
章で明確に禁止されることはなかった。国際人権のなかで初
めて規定されたのは1989年のこどもの権利条約だった。し
かし、本格的には記述されていない。そこで、障害者の権利
条約では正面から障害に基づく差別を禁止することになった。

差別の定義（直接差別・間接差別・合理的配慮の欠如）
条約では差別には直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如
の３つのパターンがあると言っており、特に合理的配慮の欠
如という考え方が取り入れられた意義は大きい。

権利条約のポイント

権利条約のポイント

自立生活 第19条
第19条「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもっ

て地域社会で生活する平等の権利を認める」
19条は自立生活を明記した大変重要な条文。障害のある全
ての人が、地域社会で生活する権利を認め、特定の生活様
式で生活するよう義務づけられないと明記している。特定の
生活様式とは、例えば、入居施設や精神病院などのこと。施
設や精神病院ではなく、地域で自立した生活を送る、施設生
活から地域生活へと転換する歴史的な規定。

地域社会における生活及び地域社会への受け入れを支援し、
並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要
な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サー
ビス（人的支援〔ｐｅｒｓｏｎａｌ ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ〕を含む）を障害者
が利用することができること」

権利条約のポイント
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統合教育 第24条
あらゆる段階において、インクルーシブ教育が基本だと言っ

ている。さらに、「障害を理由として一般教育制度から排除さ
れないこと」「各個人のニーズに応じて合理的な配慮を行うこ
と」とも明記された。日本政府は一貫して分離教育を行ってき
たが、条約からみれば分離教育は条約違反で、インクルー
シブ教育をしなければならない。

奈良で障害を理由に中学校が受け入れを拒否した事件が起

こったが、教育委員会の言い分は設備がないから安全が保
障できないということだった。これを条約の考え方に当てはめ
れば障害を理由に受け入れを拒否していること、車いすの生
徒が学校を使えるように合理的配慮をしていないという２点
が差別にあたり、条約違反になる。

権利条約のポイント

なぜ差別意識は起きるのか？
障害・人種・性差・宗教・民族・社会的身分・門地・ｅｔｃ

• 自分（達）を守るため？

• 自分の行動をじゃまされたくないから？

• 自分が優位に立ちたいから？

• 一緒にいると違和（不快）感を覚えるから？

• 価値観、考え方、発想が予想できなく怖いから？

• 容姿の相違に生理的に関わりたくないから？

• 負担を負いたくないから？
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差別とは何か？

差別はいけないと多くの人が思っていても、何が差

別なのか明確に答えられないのは、差別とは何かと
いう定義が日本にはなかったから。辞書を引くと「不
合理な区別」と書いてあるが何が不合理で、何が合
理的なのかもわからない。

国連の障害者の権利条約では、社会モデルの考え

方をとり何が差別かということも明確に書いてある。
差別には３つのパターンがあると言っている。

パターン① 直接差別

障害に基づいて他人と違う取り扱いをすること。日
本では差別は「不合理な区別」だと言っているが、
権利条約では合理的かどうかではなく、基本的に異
なる取り扱いなら差別だと言っている。

〈事例１〉

車いすの人がある駅に行ったら「忙しいから空いてる
ときに来て」と言われて追い返された。これは車いす
だからという理由で健常者と違う取り扱いをされて
いるので、直接差別に当たる。
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パターン② 間接差別

一見中立的な基準に見えるが、結果的に障害者に

不利な結果をもたらすもの。たとえば、「自力通勤が
可能な者」「車を運転できるもの」などは間接的に障
害者を差別している。

パターン③ 合理的配慮の欠如

実質的な平等を確保するには一定の配慮が必要で、こ
の配慮をしないことも差別だという考え方。 たとえば、エ
レベーターがない駅に車いすの人が行った場合、「どうぞ
自由に乗ってください。でも、エレベーターはありません
よ」と言われたとき。差別的なことは言っていないが、エレ
ベーターがないから結果的に電車に乗れない。健常者は
自由に電車に乗れるのに障害者は乗れない。実質的に
機会均等にするために、エレベーターの設置が不可欠。
このエレベーターを設置することが合理的配慮。エレ
ベーターを設置しない場合は、合理的配慮の欠如で差別
に当たる。ただし、相手に過度の負担を与える場合はし
なくてもよいとなっている。たとえば、小さなお店などの場
合は、エレベーターの設置が過度の負担になって経営が
立ちゆかなくなる場合など。
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※合理的配慮は障害者だけの特別な権利か？

合理的配慮は障害者のための権利だと思われるか
も知れないが、日本の社会のシステム（交通機関・
建物など）は、これまで障害者への配慮はなく、健
常者中心につくられてきたから、健常者にとっての
合理的配慮は最初からされていた。合理的配慮は、
健常者と障害者の人権の格差を埋めるためのもの
である。

※差別・虐待・ハラスメントの整理

｢障害者虐待｣

養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による①身体的
②放棄・放置 ③心理的 ④性的虐待 ⑤経済的虐待

「ハラスメント」

他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を
不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を
与えること

※乗車拒否もなく問題なくバスに乗ることはできたが、運転手か
ら「次は介助者を連れてくるように」とか「空いてる時に乗ってほ
しい」など言われた。

差別は受けていないがハラスメントを受けている
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本来、皆自分の将来設計は自分自身で立てるもの

自らの経験を活かし知る限りの情報や社会資源を使い、時には人に相談し、
自己実現への道を自分の意思決定によりたどっていきます

自己選択・自己決定

障害があってもそれは同じことです
しかし、何らかの理由でそれができにくい障害者のために、

その人に寄り添いその人と共につくる計画書がサービス等利用計画です

したがって、計画作成にあたり、利用者への障害理解はもちろん、その人の
歴史や生活環境、さらに性格や価値観などパーソナルな側面など、

その人自身をどれだけ知るかが計画設計の鍵となります
作る側の価値観ではなく本人の視点に立つことが重要です

そこから本当のニーズが見えてきます
サービス等利用計画はその人の人生設計であるとも言えるのです

相談支援専門員に課せられる仕事の重みを念頭に研修に臨んでください

ま と め

以上で終了します
ご静聴
ありがとう
ございました
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相談支援（障害児者支援）の
基本的視点

～権利擁護と意思決定支援～

社会福祉法人 誠信会

小林 拓

（社会福祉士）
1

本科目の内容と獲得目標

1 獲得目標

①支援者の態度・姿勢による権利擁護実践につい
て理解する。
②制度による権利擁護について理解する。

2内容
・権利擁護を実践する上での留意点

・自己選択・自己決定支援および意思決定支援につ
いて
・権利擁護実践するうえでの視点および援助技術
・障害者虐待防止法の理解と組織としての取り組み
・制度による権利擁護

2
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http://swctd.seesaa.net/article/383307580.htmlより

今日のねらい

3

生活課題を抱える人との関係性
（陥りやすいパターン）

どんなに生活課題を抱えていても、その人が
生活の主体者であり続けなければならない。

利用者 支援者

知らないうちに弱みに付け込み、主
役は支援者になっていませんか？

4
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権利擁護 二つの機能
支援者の
態度・姿勢
による

制度に

よる

権利
擁護

5

権利擁護を実践するうえで、支援者の態度・姿勢による権利擁
護と制度による権利擁護という２つの側面がある。支援者の態
度・姿勢が欠如することで、制度を活用し権利擁護していかなけ
ればならないこともある。

権利擁護とは

• なぜ利用者の権利を擁護していくのか？

・人権と権利の整理

人権・・・

権利・・・

「～がしたい」「～行きたい」「～食べたい」⇒１/５０

6

その人がその人らしく生活するために欠かせないもの
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権利擁護の必要性

・権利擁護の対極は権利侵害

・権利侵害のレベル（犯罪から日常的関わ
り）

・最も多い権利侵害は日常的に存在する

・自分の価値観を押し付ける、こちら側がコン
トロールできる、先回りできる

・権利擁護は身近な人が可能な実践、しかし
身近な人が権利侵害者にたやすくなりうる

2011 静岡県社会福祉士会共通基盤研修 東洋大学 高山 直樹教授 資料より7

個人として尊重されるには
・相手の権利を知り、認めましょう。

・相手の価値観を受け入れ、認めましょう。

人は皆それぞれ違う価値観を持っている。⇒
「私とあなた」のズレにどこまで寄り添えるか！！

対人援助において、いつも邪魔をするのが「わ

たし（支援者）の価値観」

「人がみな違っている」ことを理解しないとき、
人の存在が否定される

俺ルール 私ルール

8
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トレーニング Ⅰ

３つの○と一本の線を

使って何か描いてください

①朝起きて一番最初にす
ることは？

②「幸せ！！」と思う瞬間
は？

9

自己選択と自己決定の支援

○自己選択と自己決定は、生活する上で日常的に繰り返されてい
るもの。

・自分の好きな服を選んで買う。
・自分の飲みたいジュースを選んで買う。
・自分に合う施設を選んでサービスを利用したい。

○日々生活する上で、当たり前（必然的な）の行為だから意識する
ことが難しい。

○利用者が決めた自己決定を、自身の価値観で判断し制限しない
こと。
ただし・・・

私達は、自己決定に至るまでの過程を支援し、利用者を主人公とし
た生活を送って頂く為にお手伝いをする人。

10
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意思決定支援

意思とは

・何かをしようとする時の元となる
心持ち。

・心の中に思い浮かべる、何かを
しようという考え。思い。

11

自己決定が困難？出来ない？

判断するための社会的体験が不十分

周囲の偏見

自己決定の意思や決定の表出が抑

えられている(心理的抑圧を受けてい

る）
12自己決定支援と意思決定支援 木口恵美子氏
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そもそも「意思」ってなに︖（簡単に）
〜意思決定の場⾯〜

・気軽に決めている場⾯（日常的な場⾯）
→何食べようかなー。どの服着ようかなー。

・やや慎重に決めている場⾯
→前〇〇だったし、やっぱ止めておこー。

・かなり慎重に決めている場⾯（特別な場⾯）
（ほぼ経験したことがない時）
→⾞かなり値段が⾼いけど⼤丈夫かなー。
→どこに住もうかなー。
→マイホーム建てようかなー。

暮らし、生活の中に常にあるもの

経験値指数

多

少

13

•日常の意思決定支援（意思疎通支援、意思形成支援、環境整備）

•危急時の意思決定支援/レスキューモデル

•困難な人の支援/コミュニケーションの工夫

•「意思と選好」の活用

•日常の意思決定支援（意思疎通支援、意思形成支援、環境整備）

•危急時の意思決定支援/レスキューモデル

•困難な人の支援/コミュニケーションの工夫

•「意思と選好」の活用

個々の意思
決定場面に
対する支援

•内発的動機付け/自己効力感の形成/エンパワメントモデル

•エクスプレス・ウィッシュ/小さくても自分自身の願い

•支援のチーム形成/チームも育つ/ストレングス・モデルとの関連

•決定支援に対する感度を高める

•内発的動機付け/自己効力感の形成/エンパワメントモデル

•エクスプレス・ウィッシュ/小さくても自分自身の願い

•支援のチーム形成/チームも育つ/ストレングス・モデルとの関連

•決定支援に対する感度を高める

意思決定を
育てる/支援
を育てる

•話しやすい場所、時間、相手、方法など、わかりやすい話し方、書き方

•意思決定支援に関する考え方、態度やルールの共有／保護からの踏み
出し、「リスクの尊厳」

•研修の実施／協議の場の形成

•選好情報の収集・共有・蓄積・更新

•話しやすい場所、時間、相手、方法など、わかりやすい話し方、書き方

•意思決定支援に関する考え方、態度やルールの共有／保護からの踏み
出し、「リスクの尊厳」

•研修の実施／協議の場の形成

•選好情報の収集・共有・蓄積・更新

環境の整備

•多くの体験➠選択肢を得る体験

•決定と表出の良い経験

•内発的動機付け・自己効力感への配慮

•多くの体験➠選択肢を得る体験

•決定と表出の良い経験

•内発的動機付け・自己効力感への配慮
豊かな経験

決
定
の
実
現
と
そ
の
支
援

代理代行決定

（帰結が公に利用される）

手順が第三者に開かれ、
帰結が公に公開される

福祉専門職のための意思決定支援ガイドブック P10より
14
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何から食べますか？

15

16

心

十
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聞く・聴く・訊く（傾聴について）

聞く
音が耳に入ってくる、聞こえると
いう意味

聴く
相手の感じていること、伝えたいこ
とを理解しようと耳を傾けること

訊く
自分が知りたいこと、質問したいこ
とを尋ねること

受け身的

積極的

相手の気持ちをきちんと＜聞く＞技術 平木典子より（小林一部追記）

相談にのる時

情報を集める時

17

コミュニケーションについて

人間は、コミュニケーションを言語だけではなく

むしろ非言語から多く吸収しコミュニケーションを

成立させている。

（メラビアンの法則）

言語情報 ７％ 話の内容

聴覚情報 38％ 口調、話すスピード

視覚情報 55％ 仕草
18
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コミュニケーションを成立させる為の
配慮

①安心して話のできる場を選ぶ

②相手にとってわかりやすいように話す

③相手の質問や確認を歓迎する

④自分が相手の話を的確に理解できているか

確認する

⑤自分自身のものの見方・考え方のパターン

を知る

19

視点の切り替え
（ストレングスモデル）
利用者の弱点や問題点のみに着目して支援する
のではなく、利用者の長所・強さに焦点を置き評価
する。

（エンパワメント）
利用者が自らの力を身につけることにより、自ら
に対しても、社会に対しても、問題の解決を果た
していくこと。
支援者は、本人が問題を認識し、主体的に行動で
きるよう支援していく。

20
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「無気力」と「エンパワメント」について

人は、偏見や差別、権利侵害など、否定的な環境
に取り巻かれたり、加齢や病気、障害を負ったりす
ると、自立した主体的な生活をあきらめてしまう。

叱責、侮辱、冷ややかな目、マイナスな言葉ばかり

無気力（パワーレス状態）

作業・日中活動・各種計画の目標

【エンパワメントアプローチ】
利用者が自らの力を身につけることにより、自らに対しても、社会
に対しても、問題の解決を果たしていくこと。 21

ストレングス

リフレーミング

モチベーション上がんないしやりたくないなぁ

パワーを与える

頑張れる！！

利用者との関係
社会モデル医学モデル

本人が抱える問題は、社会・物
理的な障壁の結果である。

・社会の環境、私たちの支援・
視点に問題がある。⇒利用者の

せいではなく、社会・環境が理
由

本人の問題は、身体的・精神的
な欠損が原因である。

・機能障害の克服に力を入れる⇒指導・訓練

医学モデルの視点を持ち続けている人⇒注意が必要です。

物事が出来ないのは本人に理由がある！本人が悪い！

いづれ、パターナリズムに陥り、支配的関係になる可能性が大⇒「私の言う
ことが絶対」⇒「言うことを聞かないことが許せない」⇒その先は・・・

22
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触れられたくない領域

• 曖昧さ、出来ない所、弱い所があって当然

それが、あなたの・私の個性

素直に、誰しもが、この部分を伝えられま
すか？

自分だけが固持（秘密にしたい）する領域
はあるはず

曖昧さ、出来ない所を無理に支援しようとしてい
ませんか？

白？黒？グレーがあってもいいんじゃない！
23

障害者虐待の理解

24
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実際に受けた差別

• 子どもに関する町内行事などの連絡をもらえ
なかった。

• エレベーターに一緒に乗りたくないらしく、本
人の目の前で閉められた。

• 市営バスの中で、運転手から「バカ」「アホ」と
言われた。

• 小学校の時、騒ぐという理由で学習発表会も
卒業式も休むように言われた。

25
手をつなぐ 2014.5月号より一部抜粋

虐待に関する法律
１、児童虐待防止法制定 平成１２年５月

２、DV防止法 平成１３年４月

３、高齢者虐待防止法 平成１７年１１月

４、障害者虐待防止法 平成２４年１０月施行

26
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深刻な虐待事案に共通する事柄
職場内障害者虐待防止法研修用冊子より

〇利用者の死亡、骨折など取り返しのつかない被害
〇複数の職員が複数の利用者に対して長期間にわたり虐待
〇通報義務の不履行
〇設置者、管理者による組織的な虐待の隠蔽
〇事実確認調査に対する虚偽答弁
〇警察の介入による加害者の逮捕、送検
〇事業効力の一部停止等の重い行政処分
〇行政処分に基づく設置者、管理者の交代
〇検証委員会の設置による事実解明と再発防止策の徹底

障害者施設の理事長談「暴力や暴言があったことは知らなかった」⇒虐待が事業運営にとって大きなリスクであるとの認識が希薄

●今すぐ、施設・事業所で虐待がないか総点検すること
●虐待が疑われる事案があったら速やかに通報すること

日々の小さな虐待行為を放置すると、徐々に虐待行為がエスカレート
し、ある日取り返しのつかない大きな虐待が起きてしまう！！ 27

障害者虐待防止法について
（18歳以上〜65歳未満）

（第２条２項）定義「障害者虐待とは・・・」

①養護者による虐待
②障害福祉施設従事者（私達）による虐待
③使用者による虐待

（第３条） 障害者に対する虐待の禁止
何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない

28

１、身体的虐待
２、性的虐待
３、心理的虐待
４、介護・世話の放棄（ネグレクト）
５、経済的虐待
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緊急やむを得ない場合の対応
• 以下の３つの要件を同時に満たすこと。禁止行
為11項目の一時的介助と解すべき。

＊身体拘束ゼロへの手引き（厚生労働省：身体拘束ゼロ作戦推進会議）より

・拘束をしないで済む方法を考えていますか？

・マニュアルはありますか？

・記録はしていますか？
29

利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさ
らされる可能性が著しく高いこと

切迫性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法
がないこと

非代替性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること一時性

身体拘束の具体的禁止行為
Ｎｏ

徘徊しないように、車椅子や、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。１

転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。２

自分で降りられないように、ベッド柵（サイドレール）で囲む。３

点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る。４

点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の
機能を制限するミトン型の手袋をつける。

５

車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字拘束体や腰ベルト、車いす
テーブルをつける。

６

立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。７

脱衣や、オムツはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。８

他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもで縛る。９

行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。１０

自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。１１

30
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①なぜ虐待が起こるのか～利用者と職員の関係～
１、パターナリズム（父権的保護主義）
・支援者の言う事が絶対！！
「～してやるからこっちおいで」

２、利用者が弱い立場にたたされている

・虐待を疑うと虐待がエスカレートするのではという不
安。また、施設をだされるのではないかという不安。

「こんな子を見てくれるだけで十分感謝してます。」

「いつも有難うございます。何も言う事はないです
よ。お任せします。」

31

②なぜ虐待が起こるのか～環境面～

１、閉鎖された空間

（入所施設の場合）⇒毎日、自宅に帰るわけではない。⇒施設内で、本人のサービスを完結出来る場
合もある。地域資源の活用が極端に少ない。

２、職員間のコミュニケーション不足⇒同僚の虐待を指摘しにくい環境
32
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どこでも虐待の芽は生まれる

×絶対に虐待はない～絶対にしてはいけない
～虐待は起きたら大変～起きるはずがない⇒虐待を否定する心理の形成

○いつ虐待の芽が生まれるかわからない～

感性、謙虚さ、風通しの良い職場⇒虐待をエスカレートさせない

出所 H24年度 静岡県障害者虐待防止・権利擁護研修

野沢 和弘氏（毎日新聞 論説委員）

33

①虐待を防止するには
○施設内（組織）で出来る具体的内容

• 虐待対応マニュアルの整備
• ひやりハット報告や事故マニュアルの整備
• 職員研修の実施
• 権利擁護担当者を配置する
• 事例検討会の実施
• 管理者、サービス管理責任者によるスーパービジョン
• 個別支援計画に沿った支援を提供すること
• 苦情解決組織やオンブズマンを機能させる
• 利用者自治会を機能させる
• 施設の社会化・地域への開放（風通しの良い環境）

34
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②虐待を防止するには
• 福祉専門職として、「何故？どうして？」の問い
かけに応えられる力を身につけておく

「何故？」⇒「なんとなく」⇒日々の支援を振り返らない⇒ルーチン化

「何故？」⇒「昔からこうだから」⇒利用者の今を見て
いない⇒向き合えていない

• 利用者に対し支援者としてどのような存在であ
りたいか。理想の支援者像を思い描き、常に
セルフチェック！！

35

制度としての権利擁護
内容制度

判断能力が不十分な方になり替わり、成年後
見人等が身上監護や財産管理を行う。

成年後見制度

福祉サービスの利用やお金の管理などに不
安を感じている方

＊契約がある為、契約内容を理解出来る能力
を有している方。

日常生活自立支援事業

利用者がより良いサービスを受けることが出
来る為に、利用者からの苦情を受け付け解決
する。

苦情解決制度

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害す
るものであり、障害者の自立及び社会参加に
とって障害者に対する虐待を防止することが
極めて重要であること等に鑑み。（第1条一部
抜粋）

障害者虐待防止法

障害を理由とする差別の解消を推進し、もって
全ての国民が、障害の有無によって分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現に資することを
目的とする。

障害者差別解消法

36
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態度・姿勢としての権利擁護
私達の仕事は、人が人を支える仕事。だからこそ、
お互いが認め合わなければならない。

利用者の声にどこまで耳を傾け、声なき声を聴い
ていますか？

利用者の想いをどこまで感じようとしています
か？（感じる力・気づく力）

私達のベースにあるもの≪意識としての権利擁
護≫

37

38
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５ 相談支援に必要な技術 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 あしたか太陽の丘 
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相談支援に必要な技術
～ソーシャルワーク理論・相談援助技術の基礎～

社会福祉法人あしたか太陽の丘

障害者支援施設 富士見学園

施設長 鶴田安弘

1

静岡県相談支援従事者初任者研修

印刷版

講師自己紹介

富士見学園は、社会福祉法人あしたか太陽の丘
が、運営をしている障害者支援施設である。

県民が広く利用できるようにと利用期限が設けら
れ、通過型施設として機能している。

40人施設入所支援

３年34人（生活介護）

２年6人（自立訓練）

2
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本科目の内容と獲得目標

１ 獲得目標

本人を中心とした（本人の選択・決定）支援を実施す
るにあたり、獲得すべき支援技術について理解する。

２ 内容

ケアマネジメント概論

ケアマネジメントの構造

基礎的面接技法

コミュニケーション技法

3

講座１

ケアマネジメント概論
〜ソーシャルワークとケアマネジメント〜

4
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社会福祉学の構造 実践の科学

理念 理論 実践

社会の変化に合わせて、理念は変わる。その理
念を基に理論・制度・実践が変わっていく。

Ex) 40年前、障害者が厳しいﾘﾊﾋﾞﾘを行い、社会
復帰するという理念は、正しかった。
「障害を克服して社会参加を」とも言った。

キャタピラのように回る 進化

5

ソーシャルワークの定義

ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的
結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、
実践に基づいた専門職であり学問である。

社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の
諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。

ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および
地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワーク
は、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよ
う、人々やさまざまな構造に働きかける。

この定義は、各国および世界の各地域

で展開してもよい。 6

2016 IFSW（国際ソーシャルワーカー連盟）
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ソーシャルワークの定義 解説

よりよい社会を作るために社会を変えていく。今ある
不平等を訴えて是正する。

私たちソーシャルワーカーは、主体的に社会を変
えていく役割を担う。

相談を受けた目の前の利用者の課題は、

その地域そして社会共通の課題である。 7

ケアマネジメントの定義

マクスリー（Moxley,D.P） 1994年
「多様なニーズを持った人々が自分の機能を最大限発
揮して健康に過ごすことを目的としてフォーマル及びイ
ンフォーマルな支援と活動のネットワークを組織し、調
整し、維持することを計画する人（もしくはチーム）の活
動」

白澤政和 1996年
「対象者の社会生活上でのニーズを充足さ

せるため適切な社会資源を結びつける手続

きの総体」 8
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ケアマネジメント導入の背景

平成の初期頃まで、サービスを必要とする人は、自
分で知識を得て、それぞれの申請窓口に行っていた。
知識の有無や行動力により受けられるサービスに差
があった。また、利用者が地域で幸せに暮らすための
トータルな視点が無かった。

利用者の多様なニーズに応えるため、

ケアパッケージとして始まった。

9

ケアマネジメントの歴史

1960年代 アメリカ「脱施設化」

入所施設や精神科病院の解体により地域移行が進ん
だが、適時適切なケアが提供されなかったため、ホーム
レス化し、やがて刑務所に行くようになった。

入所施設は、365日・24時間のケアが自己完結してい
る。地域にも、これと同等のケアの構築が必要であった。

ケアマネジメントの芽生え
10
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ケアマネジメントを理解
するための例え１

11

・設計図
・土台

・外壁
・屋根
・トイレ
・風呂
・キッチン
・畳・ふすま

・クロス
・電気
・ガス
・水道
・照明
・カーテン
・庭

・駐車場

家を建てるとき
ハウスメーカーや
工務店がコーディ
ネート

ケアマネジメントを理解
するための例え２

12

・電車
・飛行機

・ホテル
・フェリー
・レンタカー

・ホテル
・観光名所
・レストラン

・ツアーガイド
・お土産屋

旅行するとき 旅行代理店がコー
ディネート
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用語の整理 豆知識

13

介護支援専門員高齢施策

障害施策 相談支援専門員

居宅介護支援

相談支援

高齢施策

障害施策

ケアマネジャー

ケアマネジメント

ソーシャルワーク 相談援助

用語の整理

居宅介護支援

居宅介護

訪問介護
14
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これらの用語は、
覚えてください。

障害者総合支援法における相談支援の体型

15

ソーシャルワークとケアマネジメントの関係１

16

ソーシャルワーク

ケアマネジメント

ケアパッケージ

資源開発

アドボカシー

サービス提供者への送致

アセスメント

ケアプラン再アセスメント

ケースワーク

市民教育

社会変革

危機介入
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ソーシャルワークとケアマネジメントの関係２

17

ソーシャルワーク

ケアマネジメント

ケアパッケージ

資源開発

アドボカシー

サービス提供者への送致

アセスメント

ケアプラン再アセスメント

ケースワーク

市民教育

社会変革

危機介入

ソーシャルワークとケアマネジメントは、ほぼ同義

相談支援の基盤となる技術

１ ケースワーク

生活の中での課題（困りごと）を個別に解決する技
術

２ グループワーク

グループの中での課題（困りごと）を共有し、グルー
プの力により解決していく技術

３ コミュニティソーシャルワーク

地域の課題（困りごと）を住民自身

の主体性により解決していく技術 18
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講座２

ケアマネジメントの構造

19

ケアマネジメントの構造（広義）

１ ケアマネジメントの導入

２ アセスメント

３ ニーズ整理

４ ケア計画の作成

５ ケア会議

６ ケア計画の実施

７ モニタリング、再アセスメント

８ ケアマネジメントの評価と終了

９ 社会資源の活用と開発

20
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１ ケアマネジメントの導入

(1) ケース発見

アウトリーチが重要！窓口で待っているのではない。

発生源でキャッチする。

Ex）・医療機関でのキャッチ

・療育手帳申請時のキャッチ

(2) 相談受付

まずは、主訴をつかむ。その後、必要な情報を聞い
ていく。

ただし、緊急時は直ちに介入する。

Ex）・住む家が無い、

食べ物を買うお金が無い 21

軽いこと

重いこと

急ぐことゆっくり

すぐできること
（例）
情報の提供
単発のサービス利用手続
き
問い合わせ

危機介入

（例）
すぐに治療する
住まいの場を確保する
生活保護の申請

時間をかけて解決すること

（例）
家族の支援
地域生活の定着
健康の維持、就労の継続

時間をかけて実現すること
、時間のある時に行うこと
（例）
旅行をしたい
趣味を持ちたい、
サッカーの試合を観たい

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ａ

ケアマネジメ
ントの対象（

狭義）

ケアマネジメ
ントの対象（

広義）

ニーズ整理票の優先順位
ＡＢＣＤとの関連性

第１象限第２象限

第３象限 第４象限

22
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２ アセスメント

利用者の状況把握

① 利用者の希望を確認

② 利用者とその環境との相互作用の確認

③ 利用者及び環境のストレングスの抽出

④ ８領域の生活の状況の把握

（利用者の希望と

現在の生活の対比）
23

24

①利用者の希望
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25

②利用者とその環境の相互作用

26

③利用者及びその環境のストレングス
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27

④ ８領域の生活状況の把握

↑↑ ８領域ある「アセスメント分析票」の２の領域のみ抜粋 ↑↑

３ ニーズ整理

利用者の主訴・希望を利用者のニーズ（必要なこと）と
して、整理する過程。課題整理、課題分析ともいう。

ケアマネジメントの展開の中で、最も重要な過程であ
る。相談支援専門員としての力量が問われ、専門職とし
ての価値判断が必要となる。

28

- 108 -



29

30

例

主訴

ディマ
ンズ

ストレ
ングス

気付き
分析
評価

毎日自由にどこかに遊びに行きたい

小さなアパートで大勢の家族と暮らしているが、家族の障害への
理解も、自分の部屋もなくストレスが溜まっている

静かな環境なら１人で静かに過ごすことができる

本当は自分の家で家族に気兼ねなく過ごしたいのだが、
家族の障害理解も得られず、家も狭いため、不本意なが
ら家の外に居場所を求めているのではないか？

自分の家に自分の部屋が欲しい

今の暮
らし

必要
ニーズ
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「私の願い」の整理

自立支援

その人が望むその人らしい安心感のある生
活の実現

ディマンズ・・欲求 （主訴）

ニーズ・・・・・必要 （解決すべき課題）

私たちが、計画作成の元とするのは、
ニーズである。

31

ニーズとディマンズ

Ex)ある高齢者施設で、Ａさんが寮母に食事の介助を
してくれるよう訴えている。しかし、寮母は、優しく微
笑み「ご自分でたべてみましょうね。」と声かけをす
るのみで、同じような障害状況

のＢさんばかり介助している。

Ex)ある障害者施設で、Ｃさんが3回連続

で入浴をしてくれない。支援員が声を掛け

ても 「気にしなくて良い。大丈夫。」ととり

あってくれない。 32
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４ ケア計画の作成(1)
(1) 総合的援助方針の検討

利用者の将来的な目標を実現するための指針となる
もの。支援にかかわる関係機関に共通認識を図るもの。

(2)長期目標

単なる努力目標ではなく、利用者の希望する生活に
近づくための目標となるもの。

(3)短期目標

長期目標実現のための段階的で具体的なもの。当
面の生活の安定に向けたもの。 33

サービス等利用計画書の上半分

34

サービス等利用計画書の上半分
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４ ケア計画の作成(２)

整理したニーズごとに援助目標と援助方法を記入する。

サービス内容には、特色や利用時間等を記入する。

態度としての権利擁護を貫く。傾聴＝受容

制度としての権利擁護を活用する。

35

サービス等利用計画書の下半分

36

サービス等利用計画書の下半分
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５ ケア会議

利用者の参加は必須。問題解決の主役として。

ラフプランを提示し、利用者及びサービス担当者との
調整を行う。

利用者が安心できる席の配置に留意する。

利用者の自宅で実施する。（施設入所者は除く）

37

（サービス担当者会議）

サービス担当者会議の要点

利用者名 山田次郎 殿 サービス利用計画作成者(担当者)氏名 鶴田安弘
開催日 R2年２月24日 開催場所 山田氏自宅 開催時間 13:00~13:30 開催回数 ２

氏 名所 属(職種)氏 名所 属(職種)氏 名所 属(職種)会議出
席者 Ｂ支援員施設サビ管山田次郎本人

Ｃ職員市障害福祉課鶴田安弘あしたか相談員

Ａﾍﾙﾊﾟｰヘルパー事業所

サービス利用計画書原案の検討
①総合的援助の方針の合意 ②緊急連絡先の確認
②居宅サービス計画の目標の共有と具体的内容の確認

検討し
た項目

①これまでのマネジメントを踏襲し、総合的援助の方針を検討。
②緊急事態（けいれん発作・高血圧）と連絡体制を確認した。
③生活課題、長期目標、短期目標、サービス内容、利用回数、頻度、担当
者について検討。

検討内
容

①総合的援助の方針を合意する。
②緊急事態には救急車を呼ぶことを優先し主治医にも連絡することとする
③生活課題、目標、内容、回数、頻度は、ご本人の要望どおりとなる。

結論

①身体機能を維持させるためにも通所リハなどを組み入れる見直しが必要
になる可能性がある。②精神的不安定について、各サービス担当者が統一
した対応が取れるよう対応マニュアルを相談員が作成する。

残され
た課題
(次回の開催
時期)

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議の議事録例

38
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６ ケア計画の実施

①ケア会議で調整され、利用者及びサービス担当者間で
合意され確定した本計画によりサービスが実施される。

②しかし、何らかの不具合がある場合、直ちに修正する。

③サービス担当者は、サービス等利用計画書に則り「個
別支援計画」を作成し、具体的なサービスを提供する。

39

７ モニタリング・再アセスメント

サービス等利用計画にに基づいて利用者にサービ
スが適切に提供されているか確認する。

利用者の生活全般において、新たに対応すべきニー
ズが生じていないかを定期的に確認・見守りする。

40
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41

８ ケアマネジメントの評価と終了

目標の到達度の確認

サービス担当者会議での評価

新たなケア計画を必要としない。ケアマネジメントを
必要としない。

ケアマネジメントの終了

42
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講座３

相談支援の関連技術
バイスティックの７原則
コミュニケーション技術
（聞く技術）

43

バイスティックの７原則

44

備考内容原則号

今日、目の前にいる人は、
世界に一人しかいない。
「十把一絡げ」からの脱却

利用者の困りごとはどれ
だけ似たようなもので
あっても、人それぞれの
問題で「同じ問題は存在
しない」という考え方

個別化１

否定的な感情や独善的な
ど表出してもらうことにより
利用者自身の足かせを取
り払う。

利用者の感情表出の自
由を認める考え方。自由
に表出できるよう仕向け
る関り。

意図的な感
情表現(出)

２

利用者の語りの先読みを
せず、最後まで傾聴する。
先読みすると途中で結論
に結び付けようとし、利用
者の感情にフタをしてしま
うことになる。

ワーカー自身が利用者
の感情に飲み込まれな
いようにする考え方。

統制された情
緒的関与

３
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45

備考内容原則号

ワーカーは、直接的指示
や利用者への否定をして
はいけない

利用者の思考・行動をど
うしてそういう考え方・行
動になるのか理解する
考え方。

受容４

ワーカーが審判的態度を
挟むと、それに迎合したり、
拒否が生じる。どんな話で
も受け止めてもらえるとい
う安心感を与える。

利用者の思考・行動に対
してワーカーは、善悪を
判じないとする考え方。
良い悪いと判断しなくて
もよい心持ちとなること。

非審判的態
度

５

ワーカーは、命令的な指
示をしてはいけない。

あくまでも自らの行動を
決定するのは利用者自
身であるとする考え方

自己決定６

漏れた情報が、利用者に
害を及ぼす可能性がある。

利用者の個人的情報は、
絶対に他方にもらしては
いけないという考え方

秘密保持７

面接技術

重要ポイント

相手の話を聞くこと

46

【ポイント】
話を聞くことができるために必要なことは何か？

ついつい、口を出したり、更には説得したりしていないか？
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愛着の傷が相手の話を聞けなくする。

47

相手の言動が気になり、辛くなったり、相
手の顔色を窺ったり、何とかしてあげなくて
はと思ってしまう私。

このままでは、心が揺れ動き自尊心が
保てなくなる。

自尊心を保つために、相手の話を遮り、
口を出したり、説明をしたりしてしまう。

心

承認のバケツ

では、愛着の傷は、ど
うしたら埋まるのか？

これは、愛着に傷があるか
らである。

愛着の傷は、どうしたら埋まるのか？
（結 論）

心の中にある「承認のバケツ」に水を溜めることで成し
うる。

水が満たされていないから、何かがあると、自信が持
てず、自己肯定感が下がってしまう。

48

心

承認のバケツ

心が承認の水で満たされれば、相手の言
動に振り回されることの無い心持ちとなれる。

どうしたら水を溜めることができるのか？
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承認のバケツの水が溢れると・・

49

鴨頭嘉人：「管理者なら絶対知っておくべき指導者の心得」

心

満たされていない

不平・不満
不安

自己否定
他者否定

溢れている

平安・安定
相手を尊敬・尊重

自己肯定
他者肯定

承認の水を注ぎ続け、溢れると人は相手の言動が気にならず、
すべてを受け入れられるようになる。

水を溜める方法１ 聞くこと

聴くことは、技術？？？

聞くことは、相手への
心遣い、愛情である。

50

第一義的には

聞くこと ＝ 相手への承認

聞くことは、第一
義的には、技術で
はなく、愛情である。

相手を承認することにより、自身も承認す
ることになり、心のバケツに承認の水が溜
まる。

心
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【参考】 聞く技術

相手の話は、黙って最後まで聞く。遮らない。

途中で遮る＝否定

相手の話が終わってから２秒待つ

否定しないリスクヘッジの時間

否定しないのは、技術であり習慣である。

51

引用：「否定しない習慣」：林健太郎

承認の水が溜
まっている人は、
元々最後まで聞くこ
とができる。

溜まっていない人
は、技術を使うこと
により、承認の水を
溜めることができる。

技術という「形」か
ら入ることにより、
脳を感化させる必
要がある。

水を溜める方法２ 話すこと

相手に対して汚いことばを使うと、それは自分に言ったのと
同じ。（例えば、利用者への叱責）

脳は、汚いことばを自他の区別なく記憶してしまう。よって、
いつまでも嫌な気持ちが残る。嫌な気持ちは、場を暗くし、伝
染させてしまう。

「この作業ができなければ、
おやつをあげないよ。」

「この作業が終わったら、お
やつを食べましょう。」

52

優しく話すことにより、
脳は優しくなり、承認の
水が溜まる。
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【参考】 話す技術

脳は、自他の区別なく汚いことばを記憶し、

他人に放った否定語は、

同じように他人に温かく優しい声掛けをすると、脳は、
自他の区別なく自分にも心地よさを醸し出す。

だんだんと自分を好きになり、他人

も好きになる。他人からも好かれ、相

乗効果により益々、自他の気持ちが

温かくなる。

53

自分を突き刺す。

技術という「形」か
ら入ることにより、
脳を感化させる必
要がある。

水を溜める方法３ 感謝すること

相手に感謝することにより、自己肯定感が増す。

そして、自身が相手の役に立ち感謝されると更に自己肯定
感が増す。

よって、感謝されるような「役割」を担うことが必要である。

これが、日々の習慣として定着すると承認の水を溜める最大
の効果をもたらす。

54
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【参考】感謝する技術

感謝を伝える方法

55

魔法の言葉＝ありがとう

陰褒め

Ｉ (ｱｲ) メッセージで伝える

技術という「形」か
ら入ることにより、
脳を感化させる必
要がある。

相手に感謝することと、相手から感謝されることの両方により、
承認の水が溜まる。特に感謝される方は、「役割」を果たすこと
で得られやすい。よって、意図的に日々の「役割」を設定する必
要がある。

聴くことの本質
人は誰しも、認められたいもの、認められる中

で、気持ちが温かくなり優しくなれる。

聴くこと＝認めること＝尊重すること

柔らかな表情

温かなことば

＝受容
56

＝存在の承認
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相手も自分も大切に

もう意固地になり、変わらないように頑張る必要はあ
りません。

「変わるべき」と思うとつらくなるので、

「変わってもよい」と自分を許してください。

変わらないよう頑張る姿勢は、自分を許さず自分を
大切にしていないことになります。

自分で自分を大切にすることにより、他人も大切にで
きるようにます。 57

聴く技術
１ 笑顔

相手を受け入れるサイン。

58

自然と周りに人が近寄ってくる。周りも自分も幸せ
になる。自分が自分を認めているから相手も認めら
れる。だから自然と笑顔が出る。
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聴く技術
２ 無表情

「ぶっきらぼうだ。」「いつも機嫌が悪そう。」と思われる。

・プライドの高さ
・自分を強く見せたい
・不平や不満などの感情を口で

表現する癖がついている
・上唇を舌に巻き込む癖がある
・口周りの筋肉が固くなっている 59

周りの人が近寄りがたくなり、損な人生を送ることに
なる。自分が自分を嫌いだから相手も好きになれない。
だから自然に笑顔は出ない。への字口は大損。

聴く技術
３ 共感

相手が共感して欲しいポイントを受け止める。

妻 「今日は、朝から娘の忘れ物を学校へ届けて、そし
たら先生に娘さんは、そそっかしいですねと皮肉を言わ
れたのよ。更にゴミ捨てに行ったら、近所のおばあさん
が、この地域の人しか捨てないでって言うのよ。私は、こ
の地域の人なのに！もう朝は忙しいのに！・・・・」

夫 「今日の朝は、大変だったね。対応してくれてありが
とう。」 60

妻は、朝の大変さを聞いてもらい共感して欲しいだけ。
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聴く技術
４ 目線を合わせる

アイコンタクトが無いと聞いてもらっている気がしない。
パソコンを打っているときなどは、必ず手を止める。

５ うなづく

目線を合わせて、適宜うなづけば更に聴い

てもらえている感は増し、好感さえ持たれる。

６ ほめられたら素直に喜ぶ

謙虚に「そなんことないです」は、否定につながる。「あ
りがとうございます。」の後、「課長のご指導のおかげで
す。」とほめ返すと更によい。 61

おわりに

相談を受けた際、こころの痛みを受容し、なんとか解
決に繋ぐようにしたい。

今ある障害福祉サービスだけをパッケージすれば良
いのではないと思う。

利用者の希望を叶えるとき、知識・技術・ネットワーク
が必要であるが、それ以前に利用者に安心感を与え
られる存在であることが大切であると思う。

62
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障害者総合⽀援法及び児童福祉法等の理念・現状と
サービス提供プロセス及びその関連する法律等

静岡県健康福祉部
障害者支援局障害者政策課

このテキストは「令和６年度相談支援従事者指導者養成研修会」（厚生労働省・国立障害者リハビリテーション
センター）等の配付資料の一部を抜粋及び改変したものです

令和７年度 静岡県相談支援従事者初任者研修

1

Ⅰ 静岡県における障害のある人の状況等・・・・・・・・・・・・

Ⅱ 障害福祉施策の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅲ 障害者総合支援法等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・
１ 目的及び基本理念等

２ 障害福祉サービス等の概要

３ 自立支援給付

４ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容

５ 苦情解決制度

６ 介護給付費等に係る処分に関する都道府県の不服審査

７ 自立支援協議会

８ 地域生活支援拠点等の整備

Ⅳ 障害者支援における権利擁護（障害者差別解消法・条例）・・・
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2
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本講義の獲得目標

障害者総合支援法等の目的、基本理念や障害福祉サ
ービス等の基本的な内容を理解する。

障害者支援における権利擁護として障害者差別解消条
例等について理解する。

3

Ⅰ 静岡県における障害のある人の状況等

4
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静岡県内の障害のある方の状況（R６.3.31現在）

構成比

221,523人÷3,553,214人≒6.2% (R6.4.1時点静岡県推計人口)
→ 県民100人に対して約６人が障害のある方である

参考人数
増減

(Ｂ－Ａ)

R６.３.３1（Ｂ）R５.３.３1（Ａ）区
分 増減率(Ｂ

／Ｃ)
Ｈ26.３.31

人数
（Ｃ）

構
成
比

人
数

構
成
比

人
数

92.5 126,803 △944 53.0 117,35054.1 118,294 身体

141.4 28,324 1,157 18.1 40,057 17.8 38,900 知的

150.4 42,633 2,609 28.9 64,116 28.1 61,507 精神

112.0 197,760 2,822 100 221,523 100 218,701 計

5

うち計軽 度中 度重 度区 分

65歳以
上

６級５級４級３級２級１級

5,4477,5712961,1385584232,6842,472視覚障害

7,2169,6313,322382,5561,1622,086467聴覚障害

1,1531,580--4509717584音声・言語

37,18154,5082,8595,16913,6818,86611,17412,759肢体不自由

34,42044,060--8,6486,88141528,116内部障害

85,417117,3506,4776,34525,89318,30316,43443,898計

72.8％100.0%5.5%5.4%22.1%15.6%14.0%37.4%構成比

② 身体障害のある人の状況

２級
１４.０％

３級
１５.６％

１級
３７.４％４級

２２.１％

５級
５.４％

６級
５.５％

◎等級別身体障害者数（令和６年３月３１日現在） （単位：人・％）

6
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③ 知的障害のある人の状況

計Ｂ（中軽度）Ａ（重度）区 分

11,3728,9662,406１８歳
未満

28,68518,9359,750１８歳
以上

40,05727,90112,156計

10069.730.3構成比

Ａ（重度）
３０.３％

Ｂ（中軽度）
６９.７％

◎障害の程度別知的障害者数（令和６年３月３１日現在）

（単位：人・％）

7

④ 精神障害のある人の状況

計通院入院区 分

6４,１１６5８,９９３5,1２３患者数

100.09２.０8.０構成比

入院
８.０％

通院
９２.０％

◎精神障害者入院通院患者数（令和６年３月３１日現在）

（単位：人・％）

※精神障害者保健福祉手帳所持者数 32,354人（令和６年３月３１日現在）

8
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Ⅱ 障害福祉施策の変遷

9

障害福祉施策の変遷

障害者基本法
(心身障害者対策基本法

として昭和45年制定)

身体障害者福祉法
(昭和24年制定)

知的障害者福祉法
(精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定)

精神保健福祉法
(精神衛生法として

昭和25年制定)

国
際
障
害
者
年
「
完
全
参
加
と
平
等
」

心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ

障害者基本法の
一部改正

精神保健法から
精神保健福祉法へ

精神衛生法から
精神保健法へ

支
援
費
制
度
の
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

精神薄弱者福祉法から
知的障害者福祉法へ

【S62】

【S56】

【H18】【H15】

【H23】

【H25】

【H10】

【H7】

【H5】

”ノーマライゼーション”理念の浸透

10
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•障害のある人の自己決定を尊
重（サービス利用意向）

•事業者と利用者が対等
•契約によるサービス利用

11

措置制度（～H15）

•行政がサービス内容を決定
•行政が事業者を特定
•事業者は行政からの受託者

としてサービス提供

支援費制度（H15～H18）

報酬
支払 支給

申請

支給
決定

行政

障害者事業者

事業者を選択

契約による
サービス提供

事業者
を特定

サービス
内容を
決定

行政

障害者事業者

行政からの受託者として
サービス提供

措置制度から支援費制度へ

11

12

 身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供され
ており、使いづらい仕組みとなっていた。また、精神障害者は支援費
制度の対象外であった。

 地方自治体によっては、サービスの提供体制が不十分であり、必要
とする人々すべてにサービスが行き届いていなかった。

 働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援が
十分でなかった。

 支給決定のプロセスが不透明であり、全国共通の判断基準に基づい
たサービス利用手続きが規定されていなかった（サービスの必要度
を測る「ものさし」がなかったために、地域によって、個々人によって
サービスの内容・量が大きく乖離）。

障害者自立支援法の施行（H18）

支援費制度における課題

12
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●ポイント①：障害者施策を３障害一元化

＜制定前＞

•３障害ばらばらの制度体系（精神障害は支援費制度の対象
外）

•実施主体が都道府県、市町村に二分化

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に。

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれを

バックアップ。

13

「障害者自立支援法」のポイント

13

●ポイント②：支給決定の透明化、明確化

＜制定前＞

•全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定する客観的
基準）がない

•支給決定のプロセスが不透明

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を
導入。

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化。

14

「障害者自立支援法」のポイント

14

- 135 -



15

●ポイント③：利用者本位のサービス体系に再編

○３３種類に分かれた施設体系を再編
し、日中活動支援と夜間の居住支援
を分離。

あわせて、「地域生活支援」「就労支
援」のための事業や重度の障害者を
対象としたサービスを創設。

○規制緩和を進め既存の社会資源を
活用。

＜制定前＞

•障害種別ごとに複雑な施設・
事業体系

•入所期間の長期化などによ
り、本来の施設目的と利用者
の実態とが乖離

●ポイント④就労支援の抜本的強化

○新たな就労支援事業を創設。
○雇用施策との連携を強化。

＜制定前＞

•養護学校卒業者の５５％は
福祉施設に入所

•就労を理由とする施設退所
者はわずか１％

「障害者自立支援法」のポイント

15

16

●ポイント⑤：安定的な財源の確保

○国の費用負担の責任を強化（費用の
１／２を負担）。

○利用者分応分の費用を負担し、皆で
支える仕組みに。

＜制定前＞

•新規利用者は急増する見込
み

•不確実な国の費用負担の仕
組み

「障害者自立支援法」のポイント

16
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障害者自立支援法から障害者総合支援法へ

○ 「自立」の代わりに、新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記。
○ 障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記。

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」

「
障
害
者
総
合
支
援
法
（※

）
」

※

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

23年7月に成立した改正障害者基本法で、目的や基本原則として盛り込まれた、

① 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する
かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

② 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

③ 可能な限りその身近な場所において必要な（中略）支援を受けられること

④ 社会参加の機会の確保

⑤ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会におい
て他の人々と共生することを妨げられないこと

⑥ 社会的障壁の除去

といった重要な考え方を新法の理念としても規定することとしたもの。

○ 改正障害者基本法を踏まえ、法の目的規定を改正し、基本理念を創設することにより、
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（障害者総合支援法）」とした。【平成25年４月１日施行】

基本理念の創設

目的の改正

17

自立支援システムの体系

自立支援システムは『①自立支援給付』＋『②地域生活支援事業』

市町

県
支援

地域生活支援事業

自立支援給付

●専門性の高い相談支援 ●広域的な対応が必要な事業 ●人材育成 等

地域生活支援事業

障
害
者
・
児

介護給付
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援

・相談支援
・成年後見制度利用支援
・コミュニケーション支援
・日常生活用具の給付・貸与

・移動支援
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・その他の日常生活又は社会生活支援

訓練等給付
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助
・就労定着支援
・自立生活援助

自立支援医療
・更生医療

・育成医療※

・精神通院医療※
※実施主体は県

補装具

療養介護医療

地域相談支援

計画相談支援

高額障害福祉
サービス等給
付

18
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障害福祉サービス等の利用状況

サービス利用者数（人）

サービス利用者数
51,840人

障害のある方の総計
210,238人

どのくらいの障害児者がサービスを利用しているか…
⇒ 約20%（約5人に1人）

80％

約20％
増減

（B－A）
R6．3（B）R5．3（B）

1,46035,54434,084障害者

1,66216,29614,634障害児

3,12251,84048,718合計

2,822221,523218,701県内の

障害者計

19

Ⅲ 障害者総合支援法等の概要

20
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１ 目的及び基本理念等

21

第一条 （目的）

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊
重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等の
ための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的か
つ計画的に推進することを目的とする。

第四条 （差別の禁止）

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、そ
れを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がなされな
ければならない。

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るた
めに必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

障害者の権利に関する条約（国際連合）
第一条（目的）

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確
保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用によ
り他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

障害者基本法

22
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障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）

• 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支
援する

• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず
国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地
域社会づくり」を進める

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関

する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援

事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の

有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。

障害者総合支援法

23

（基本理念）

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害

の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

の理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な

場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機

会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において

他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のものの除去に資する

ことを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。

24

- 140 -



（児童の福祉を保障するための原理）

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を

保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図ら

れることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

（児童育成の責任）

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童

の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身

ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

②児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

（原理の尊重）

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児

童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童福祉法

26
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27

（目的）

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発

達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援の

行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本

的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発

達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにすると

ともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害の就労の支援、発達障害者支援センター

の指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわ

たる支援を図り、もって全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

発達障害者支援法

28
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（基本理念）

第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこ

で誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを

妨げられないことを旨として、行われなければならない。

２ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

３ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、か

つ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携

の下に、その意思決定の支援配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

29

● 発達障害の特徴

発達障害者支援法（平成17年施行）では、「発達障害」とは、「自閉症、アスペルガー症
候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他
これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現する
もの」（第２条第１項）と定義している。

発達障害児者の概要

特 徴区 分

・言葉の発達の遅れ
・コミュニケーションの障害
・対人関係・社会性の障害
・パターン化した行動、こだわり

※知的な遅れを伴うこともある

自閉症広 汎 性
発達障害
(≒自閉症
ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ)

・基本的に、言葉の発達の遅れはない
・その他の特徴は自閉症とほぼ同じ

アスペルガー症
候群

・「読む」、「書く」、「計算する」等の能力が、
全体的な知的発達に比べて極端に苦手

学習障害
（LD）

・不注意（集中できない）
・多動・多弁（じっとしていられない）
・衝動的に行動する（考えるよりも先に動く）

注意欠陥多動性障害
（ADHD）

（参考：厚生労働省「発達障害の理解のために」（平成20年１月１日））

● 発達障害の定義

30
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発達障害のある方への支援体制の強化

課 題

１ 相談件数の増加、相談の多様化

① 相談件数に応じた相談体制の充実が必要

② 就労支援など成人期からの相談が急増し、

多様な相談への対応強化が必要

２ 市町、地域において支援体制に
ばらつきがあり、市町等における支援
体制の強化が必要

① 身近な地域で質の高い療育支援や地域支援

を行う機関の確保が必要

② 発達障害に対応可能な医療機関の地域偏在

（東部地域は依然不足）

745件
H20 1,110件

R2

1.5倍

17.7%
H20 57.3%

R2

3.2倍

対 応
１ 身近な地域で専門的な⽀援が受け
られる体制を整備

①発達障害者支援センターを２か所
体制とし⺠間法⼈を活⽤

②発達障害者支援コーディネーター
の配置により地域支援体制を整備

（地域における対応能⼒の向上、
広域的な連携）

２ ライフステージを通じた⽀援体制の
確⽴

①医療・福祉・教育など関係分野の
専門⼈材の養成を通じて早期発⾒
・早期療育の充実

②地域療育拠点である児童発達支援
センターの設置促進

③医療・福祉・教育・就労等関係機
関と連携しライフステージに応じ
た継続的な支援

31

静岡市発達障害者
支援センターきらり

浜松市

静岡市

西部圏域

中東遠圏域

志太榛原圏域

静岡圏域

富士圏域

駿東田方圏域

賀茂圏域

浜松市発達障害者
支援センタールピロ

県東部発達障害者支援センター （アスタ）

・受 託 者：NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン

・設置場所：沼津市上土町
・支援地域：賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士

熱海伊東圏域

こころの医療センター

浜松医大付属病院

発達障害者支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

各圏域に配置し、圏域内の関係

機関との連携や体制整備を支援

発達障害に関わる主な医療機関

こども病院

吉原林間学園
診療所

静岡県の発達障害者支援体制図（令和２年４月～）

各地域の人口（R4.4.1推計）

1,153,856人東部（富士以東）

964,133人中西部（藤枝以西）

※静岡市（684,940人）、浜松市（783,564人）を除く。

県中西部発達障害者支援センター （ココ）
・受 託 者：一般社団法人 たけのこ
・設置場所：島田市大井川
・支援地域：志太榛原、中東遠、湖西市

32
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＜法の対象となる「障害者」＞

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

②知的障害者福祉法にいう知的障害者

③精神障害者福祉法第5条に規定する精神障害者
（発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む）

④治療法が確定していない疾病その他の厚生労働大臣が定める特殊の疾病
により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者

なお、これらに該当する18歳未満の者は「障害児」として区分される。
④は、難病患者等が該当し、平成25年度から障害福祉サービスの対象となった。

＜障害児の範囲＞

法の対象となる「障害児」は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。そ
の範囲は、18歳未満の者であって上記の①～④と同様。

障害者・障害児の定義（第四条第１項第２項）

33

２ 障害福祉サービス等の概要

34
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

・計画相談支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター
・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第16項

第６条

第５条第22項

第５条第23項

第７７条第１項

第７８条

★自立支援医療のうち、精神
通院医療の実施主体は都道
府県及び指定都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労選択支援※１

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援※２
・自立生活援助※２
・共同生活援助

第２８条第２項

訓練等給付

相談支援

障害者総合支援法の給付・事業

※１ R7.10.1～
※２ H30.4.1～

国資料一部改変

35

平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化

児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

・居宅訪問型児童発達支援（新規）

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜ 障害者自立支援法 ＞＞

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

（医）とあるのは医療の提供を行って
いるもの

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用
形態の別により一元化。

【市町村】 【市町村】

【都道府県】

【都道府県】

H30.4～対象拡大

H30.4～

36
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サービス利用者数の推移（静岡県）
（人）

（年月）

3,224
3,699 3,920 4,113 4,056 4,111 4,313 4,468 4,527 4,746

8,976 9,043

8,915
9,349 9,393 9,372 9,530 9,382

9,814 10,024

7,820
8,377

8,921

9,353

9,718
10,564

11,279
11,951

12,890
13,793

5,084 5,198 5,213 5,226 5,407 5,634 5,914 6,311
6,853 6,9814,955

6,248
8,059

9,590 10,907
11,628 11,875

13,153

14,634

16,296

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H27年3月 H28年3月 H29年3月 H30年3月 R元年3月 R2年3月 R3年3月 R4年3月 R5年3月 R6年3月

訪問系

日中活動系（就労系除

く）
就労系

居住系

児童通所系

39
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３ 自立支援給付

45

市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合（申請・支給決定の変更）には、指定を受けた特

定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリン

グ）について、計画相談支援給付費を支給する。

障害児についても、児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サービ

スの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス

等利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付の支給決定プロセスについて

受
付
・申
請

障
害
支
援
区
分
の
認
定

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
時
の

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

サ
ー
ビ
ス
利
用

一定期間ごとの

モニタリング

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議
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障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

必要とされる⽀援の度合い（低い） （高い）

○ 障害の多様な特性その他の⼼⾝の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に⽰すもの。

① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）

○ 市町村は、障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、以下の⼿続きによる「障害支援区分の認定」を⾏う。

② 障害支援区分の認定手続き

市
町
村
へ
の
申
請

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）

市
町
村
に
よ
る
認
定

（
申
請
者
へ
の
通
知
）

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果

（認定調査の結果）

主治医の意⾒書
（医師意⾒書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意⾒書
（医師意⾒書）

③ 市町村審査会による二次判定結果（平成27年10月～平成28年９月）

合計区分６区分５区分４区分３区分２区分１非該当

249,867件59,479件37,538件46,478件53,224件46,914件6,163件71件

100.0%23.8%15.0%18.6%21.3%18.8%2.5%0.0%

47

障害支援区分の認定調査項目（80項目）

１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－４ 移乗１－３ 座位保持１－２ 起き上がり１－１ 寝返り

１－８ 歩⾏１－７ ⽚⾜での⽴位保持１－６ 両⾜での⽴位保持１－５ ⽴ち上がり

１－12 えん下１－11 じょくそう１－10 衣服の着脱１－９ 移動

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－４ 排尿２－３ 入浴２－２ 口腔清潔２－１ 食事

２－８ ⾦銭の管理２－７ 薬の管理２－６ 健康・栄養管理２－５ 排便

２－12 調理２－11 危険の認識２－10 日常の意思決定２－９ 電話等の利⽤

２－16 交通⼿段の利⽤２－15 買い物２－14 洗濯２－13 掃除

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－４ 説明の理解３－３ コミュニケーション３－２ 聴⼒３－１ 視⼒

－－３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻３－５ 読み書き

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－５ 暴⾔暴⾏４－４ 昼夜逆転４－３ 感情が不安定４－２ 作話４－１ 被害的・拒否的

４－10 落ち着きがない４－９ 徘徊４－８ 支援の拒否４－７ 大声・奇声を出す４－６ 同じ話をする

４－15 不潔⾏為４－14 物や衣類を壊す４－13 収集癖４－12 １⼈で出たがる４－11 外出して戻れない

４－20 不安定な⾏動４－19 多動・⾏動停⽌４－18 こだわり４－17 ひどい物忘れ４－16 異食⾏動

４－25 過食・反すう等４－24 突発的な⾏動４－23 不適切な⾏為４－22 他⼈を傷つける⾏為４－21 ⾃らを傷つける⾏為

４－30 話がまとまらない４－29 意欲が乏しい４－28 対⼈⾯の不安緊張４－27 反復的⾏動４－26 そう鬱状態

－４－34 多飲水・過飲水４－33 集団への不適応４－32 ⾃己の過大評価４－31 集中⼒が続かない

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－４ ストーマの処置５－３ 透析５－２ 中⼼静脈栄養５－１ 点滴の管理

５－８ 疼痛の看護５－７ 気管切開の処置５－６ レスピレーター５－５ 酸素療法

５－12 カテーテル５－11 じょくそうの処置５－10 モニター測定５－９ 経管栄養
48
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計画相談支援・障害児相談支援のしくみ

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等
利用計画」が必要。（※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」）

※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年4月）により、平成27年3月までは経過措置として、市町村が
必要と認めた場合に計画を作成することとされていたが、平成27年4月より、全例について計画が必要となった。

※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県が主催する研修の修
了を義務づけている。

（利用プロセスのイメージ）

相談支援事業者

都道府県
相談支援専門員

養成研修

＊ ２６年度までは、②は市区町
村が必要と認めた場合のみであ
るが、２７年度からは全例につい
て求めることとなった。

利用者（保護者） 市町村
（計画案の受領後、支給決定）

① 支給申請

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め

サ
ー
ビ
ス
利
用

＜報酬単価＞

・ 計画作成 者：1,458単位／月 児：1,620単位／月
・ モニタリング 者：1,207単位／月 児：1,318単位／月

※者については平成３０年度の経過措置あり

49

利用者負担について

負担上限月額世帯の収入状況区分

０円生活保護受給世帯生活保護

０円市町村民税非課税世帯(注1)低所得

９，３００円
市町村民税課税世帯（所得割１６万円(注2)未満）

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホー
ム・ケアホーム利用者を除く。(注3)

一般１

３７，２００円上記以外一般２

＜障害者の場合＞

（注１）３人世帯で障害者基礎年金１級受給の場合、収入が概ね３００万円以下の世帯が対象となります。
（注２）収入が概ね６００万円以下の世帯が対象になります。

（注３）入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は
「一般２」。

＜障害児の場合＞

負担上限月額世帯の収入状況区分

０円生活保護受給世帯生活保護

０円市町村民税非課税世帯低所得

４，６００円通所施設、ホームヘルプ利
用の場合

市町村民税課税世
帯

（所得割２８万円(注)

未満）

一般１

９，３００円入所施設利用の場合

３７，２００円上記以外一般２

世帯の範囲種別

障害のある方と
その配偶者

１８歳以上の
障害者
(施設に入所

する１８、１９
歳を除く)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

障害児
(施設に入所

する１８，１９
歳を含む)

（注）収入が概ね８９０万円以下の世帯が対象。

＜世帯の範囲＞
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利用者負担に関する配慮措置

医療型施設
利用者
（入所）

入所施設
利用者

（２０歳未満）

ホームヘルプ
利用者

通所施設（事業）
利用者

グループホーム・
ケアホーム利用者

入所施設
利用者

（２０歳以上）

自
己
負
担

食
費
・
光
熱
水
費

利用者負担の負担上限月額設定（所得段階別）

高額障害福祉サービス等給付費（世帯での所得団塊別負担上限）

生活保護への移行防止（負担上限額を下げる）

事業主の負担によ
る就労継続Ａ型事
業（雇用型）の減
免措置

医療型個別減免
（医療、食事療養
費と合わせ、上限
額を設定）

補足給付

（食費・光熱水費を
減免）

食費については実
費負担ですが、通
所施設（事業）を利
用した場合には、食
費の人件費支給に
よる軽減措置が受
けられます。

補足給付
（家賃負担を軽減）

食費の人件費支
給による軽減措置

補足給付

（食費・光熱水費を
減免）
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自立支援医療制度の概要

根 拠 法 ： 障害者総合支援法

概 要 ： 障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療（保険
診療に限る。）について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度

※ 所得に応じ１月あたりの自己負担上限額を設定（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分（３割）と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給

実 施 主 体 ： 【更生医療・育成医療】 市町村 【精神通院医療】 都道府県・指定都市

負 担 割 合 ： 【更生医療・育成医療】 国 1/2，都道府県1/4，市町村1/4 【精神通院医療】 国1/2，都道府県・指定都市1/2

支給決定件数 ： 【更生医療】 251,789件 【育成医療】 32,100件 【精神通院医療】 1,817,829件 ※平成27年度

更 生 医 療 ： 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者（18歳以上）

育 成 医 療 ： 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
（18歳未満）

精神通院医療 ： 精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者

根拠法及び概要

対 象 者

（精神通院医療）
精神科専門療法
訪問看護

（更生医療・育成医療）
肢体 不自由 ･･･ 関節拘縮 → 人工関節置換術 言語障害 ･･･ 口蓋裂 → 形成術
視 覚 障 害 ･･･ 白内障 → 水晶体摘出術 免疫機能障害 ･･･ 抗HIV療法

聴 覚 障 害 ･･･ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ･･･ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術

腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析 肝臓機能障害 → 肝移植

＜先天性内臓障害＞ 鎖肛 →  人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ

対象となる医療の例

52

- 154 -



「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者

[ 更 生 ・ 育 成 ]  腎 臓 機 能 ・ 小 腸 機 能 ・ 免 疫 機 能 ・ 心 臓 機 能 障 害 ( 心 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) ・ 肝 臓 の 機 能 障 害 ( 肝 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) の 者
[ 精 神 通 院 ]    ① 統 合 失 調 症 、 躁 う つ 病 ・ う つ 病 、 て ん か ん 、 認 知 症 等 の 脳 機 能 障 害 、 薬 物 関 連 障 害 （ 依 存 症 等 ） の 者

② 精 神 医 療 に 一 定 以 上 の 経 験 を 有 す る 医 師 が 判 断 し た 者

○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[ 更 生 ・ 育 成 ・ 精 神 通 院 ] 医 療 保 険 の 多 数 回 該 当 の 者

負担上限月額の経過的特例措置 ※上記の太枠部分

育 成 医 療 の 中 間 所 得 １ ， ２ 及 び 「 重 度 か つ 継 続 」 の 一 定 所 得 以 上 の 負 担 上 限 月 額 に つ い て は 、 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 経 過 的 特 例 措 置

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中 間 所 得 ２

中 間 所 得 １

低 所 得 ２

低 所 得 １

生 活 保 護

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担上限額を設定。（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

市町村民税非課税（低所得１を除く）

市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)

生活保護世帯

市町村民税 33,000円未満（年収約290～400万円未満）

市町村民税 33,000円以上235,000円未満（年収：約400～833万円未満）

市町村民税 235,000円以上（年収約833万円以上）

０円

２，５００円

５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円

２０，０００円対 象 外 対 象 外

更生医療・
精神通院医療

育成医療 重度かつ継続

総医療費の１割
又は高額療養費
（医療保険）の

自己負担限度額

所得区分（医療保険の世帯単位）

【自己負担上限月額】

医療保険（７割）
（月額医療費 医療保険 患者負担）

自立支援医療費
（月額医療費－医療保険－患者負担） （ 割又は負担上限額）

患者負担
（１割又は負担上限額）

【月額医療費の負担イメージ】 ＊医療保険加入者（生活保護世帯を除く）

＊年収については、夫婦＋障害者である子の３人世帯の粗い試算

53

１．制度の概要
障害者が日常⽣活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場⾯における効率の向上を図ること及

び障害児が将来、社会⼈として独⽴⾃活するための素地を育成助⻑することを目的として、⾝体機
能を補完⼜は代替し、かつ、⻑期間にわたり継続して使⽤される⽤具（別紙「補装具種目⼀覧」を
参照）について、同⼀の⽉に購入⼜は修理に要した費⽤の額（基準額）を合計した額から、当該補
装具費支給対象者等の家計の負担能⼒その他の事情をしん酌して政令で定める額（政令で定める額
が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額）を控除して得た
額（補装具費）を支給する。

※政令で定める額…市町村⺠税世帯非課税者以外の者︓37,200円、市町村⺠税世帯非課税者︓0円

２．対象者 補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※ 難病患者等については、特殊の疾病告⽰に定める疾病に限る

３．実施主体 市町村

４．申請方法等
障害者（障害児の場合は扶養義務者）が市町村⻑に申請し、⾝体障害者更⽣相談所等の判定⼜は

意⾒に基づく市町村⻑の決定により、補装具費の支給を受ける。

補装具費支給制度の概要
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５．費用負担
⑴公費負担

補装具の購入⼜は修理に要した費⽤の額（基準額）から利⽤者負担額（原則１割）を除した額
を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。

負担割合 （国︓５０／１００、 都道府県︓２５／１００、 市町村︓２５／１００）
⑵利⽤者負担

所得に応じ、以下の負担上限⽉額を設定。
〈所得区分及び負担上限⽉額〉

• ただし、障害者本⼈⼜は世帯員のいずれかが⼀定所得以上の場合（本⼈⼜は世帯員のうち市町村⺠税所得割
の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合）には補装具費の支給対象外とする。

• ⽣活保護への移⾏防⽌措置あり

参 考
１．補装具の種目

［⾝体障害者・⾝体障害児共通］
義肢 装具 座位保持装置 盲⼈安全つえ 義眼眼鏡 補聴器 ⾞椅⼦ 電動⾞椅⼦ 歩⾏器
歩⾏補助つえ（Ｔ字状・棒状のものを除く）重度障害者⽤意思伝達装置

［⾝体障害児のみ］
座位保持椅⼦ 起⽴保持具 頭部保持具 排便補助具

２．創設年度 平成１８年１０⽉施⾏
※ 障害者⾃⽴支援法施⾏に伴い、⾝体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具給付制度を⼀

元化し、補装具費支給制度としたもの。
[⾝体障害者福祉法] 昭和２５年度 [児童福祉法] 昭和２６年度

・ 支給根拠 障害者総合支援法 第７６条第１項
・ 国の負担根拠 障害者総合支援法 第９５条第１項第２号

０円⽣活保護世帯に属する者⽣活保護
０円市町村⺠税非課税世帯低所得

３７，２００円市町村⺠税課税世帯⼀ 般
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補装具費の支給の仕組み

○補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に補装具費支給の申請を⾏う。
○申請を受けた市町村は、更⽣相談所等の意⾒を基に補装具費の支給を⾏うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の決定を⾏う。
○補装具費の支給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
（償還払方式の場合）

・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤を支払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤（補装具費＝基準額－利⽤者負担額）に相当する額を請求する。

（代理受領の場合）
・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤のうち利⽤者負担額を支払うとともに、
・事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤から利⽤者負担額を差し引いた額を請求する。

○市町村は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の支給を⾏う。

○補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に補装具費支給の申請を⾏う。
○申請を受けた市町村は、更⽣相談所等の意⾒を基に補装具費の支給を⾏うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の決定を⾏う。
○補装具費の支給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
（償還払方式の場合）

・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤を支払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤（補装具費＝基準額－利⽤者負担額）に相当する額を請求する。

（代理受領の場合）
・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤のうち利⽤者負担額を支払うとともに、
・事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤から利⽤者負担額を差し引いた額を請求する。

○市町村は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の支給を⾏う。

市町村
補装具

製作業者

①補装具費支給申請
⑨費用支払いの請求 （90/100）

④補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に必要と
なる情報の提供

⑩費用の支払い（補装具費の支給）

⑤重要事項の説明、契約

⑦補装具の引渡し

⑧補装具の購入(修理)費のう
ち自己負担額の支払い

（100／100）

利用者
（申請者）

②意見照会
判定依頼

③見書の交付
判定書の交付

⑥製作指導
適合判定 更生相談所等

指定自立支援医療機関
保 健 所

市町村
補装具

製作業者

①補装具費支給申請

④補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に
必要となる情報の提供

⑤重要事項の説明、契約

⑦補装具の引渡し

⑧補装具の購入(修理)費のう
ち自己負担額の支払い

⑨代理受領に係る補装具費支
払請求書を提出

利用者
（申請者）

②意見照会
判定依頼

③見書の交付
判定書の交付

⑥製作指導
適合判定 更生相談所等

指定自立支援医療機関
保 健 所

⑩代理受領に係る補装具費支払請求書を提出

⑪補装具費の支払い

償還払方式の場合 代理受領の場合
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４ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定
における主な改正内容
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５ 苦情解決制度
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苦情解決事業

平成１２年の社会福祉事業法改正により、福祉サービスは、これまでの行政による措置制度から、利
用者が自らの意思でサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結ぶことにより利用する制度へ変
更されることとなった。

福祉サービスにおいて、苦情を適切に解決することは、利用者にとっては、福祉サービスに対する満

足感を高めることや早急な虐待防止対策が講ぜられること等の効果が期待でき、事業者にとっては、利
用者ニーズの把握や提供サービスの妥当性の検証が可能となる。

福祉サービスに関する苦情は、本来、当事者である利用者と事業者との間で自主的に解決されるべ

きものである。しかしながら、苦情を密室化せず、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場
や特性に配慮した適切な対応を推進するため、事業者段階及び都道府県段階それぞれに苦情解決の
仕組みを整備することとした。

それぞれの苦情解決の仕組みは下記の通りである。

ア 事業者段階の仕組み
社会福祉法第８２条において、すべての社会福祉事業の経営者についての苦情解決の責務を明確化

するとともに第三者委員の設置など苦情解決の仕組みを設けることとしている。

イ 都道府県段階の仕組み

社会福祉法第８３条の規定により、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福
祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、公正・中
立な第三者機関として「運営適正化委員会」を設置している。

61

福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者

事業者
苦情（意見）の受付

苦情内容の確認

話し合い

＊事業者が選任した第三者

＊利用者・事業者・第三者

※事業者の苦情解決の責務を明確化

運営適正化委員会

都道府県社会福祉協議会に設置

人格が高潔であり、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会
福祉、法律又は医療に関し学識経験の有する者で構成

②苦情の解決についての相談
⑥解決のあっせん

⑧苦情に対する解決
（処理）状況の報告

④処理内容の調査
⑤事情調査
⑦結果の伝達

都道府県

申出の内容により、①事業者段階、②運営適正化委員
会、③直接監査のいずれかを選択して解決を図ること

⑨情報提供緊急時の通知

苦情申出

③
助
言

⑤
事
情
調
査

監査の際の確認（苦情申出）

①
苦
情
申
出
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６ 介護給付費等に係る処分に関する
都道府県の不服審査

63

介護給付費等に係る処分に関する都道府県の不服審査

目的

障害者総合支援法では、障害者（児）の障害福祉サービスの利用が適正に確保されるよう、障
害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）が市町村の行った介護給付費等に係る
処分に不服がある場合は、その請求により都道府県が客観的な立場から当該処分の適否に
ついて迅速に審査を行うこととしている。（法第九七条第一項）

審査の実施主体

都道府県知事

審査体制

都道府県知事は、条例で定めるところにより、審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介
護給付費等不服審査会（以下「不服審査会」という。）を置くことができる。（法第九十八条第一
項）

審査請求の対象となる処分

市町村が行う障害福祉サービスの個別給付に係る処分が審査請求の対象となる。（法第９７
条第１項）
※具体的には事項に掲げるものが対象となる。
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（１）障害支援区分に関する処分

障害程度区分の認定は、それ自体独立した行政処分であり、支給決定の勘案事項の一つとして介護給付費等に係る処分に
当たるので、都道府県知事への審査請求の対象となる。

• 障害支援区分の認定（法第二一条第１項）
• 障害支援区分の再認定（法第二四条第４項）

（２）支給決定又は地域相談支援給付決定に係る処分
介護給付費等の支給決定に係る処分には、支給決定(支給量等の決定）に関する処分と支払決定（サービス利用後の具体

的な請求に対する支出決定）に関する処分のいずれもが含まれる。
 支給要否決定に関する処分

• 介護給付費等の支給要否決定
• 地域相談支援給付費との給付要否決定

 支給決定（支給量等の決定）に関する処分
• 支給決定（障害福祉サービスの種類、支給量、有効期間の決定）
• 支給決定の変更の決定
• 支給決定の取り消しの決定
• 地域相談支援給付決定（地域相談支援の種類、地域相談支援給付量、有効期間の設定）
• 地域相談支援給付決定の取り消し決定

 支給決定に関する処分
• 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費

（３）利用者負担に係る処分

利用者負担は、給付と表裏の関係にあることから、利用者負担に係る決定は、「介護給付費等に係る処分」として審査請求の
対象となる。

• 利用者負担の月額上限に関する決定
• 利用者負担の災害減免等の決定
• 高額障害福祉サービス費の給付決定
• 補足給付の決定（特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費）

65

７ 自立支援協議会
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（協議会の設置）

法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関
係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職
務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域における障害者等への支援体制に
関する課題について、情報を共有し、関係期間等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の
整備について協議を行うものとする。

（自立支援）協議会の法的位置づけ

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

（自立支援）協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

学校

宅建業者

【（自立支援）協議会を構成する関係者イメージ】

67

市町村（自立支援）協議会の機能

• 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信情報機能

• 地域の関係機関によるネットワーク構築
• 困難事例への対応のあり方に対する協議、調整

調整機能

• 地域の社会資源の開発、改善開発機能

• 構成員の資質向上の場としての活用教育機能

• 権利擁護に関する取り組みを展開する権利擁護機能

• 中立公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者、基幹相談支
援センター等の運営評価

• 指定特定相談支援事業、重度包括支援事業等の評価
• 都道府県相談支援体制整備事業の活用

評価機能

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行）
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静岡県内における自立支援協議会（令和６年４月現在）

市町圏域

浜松市西部

湖西市

磐田市・袋井市中東遠

掛川市・御前崎市・菊川市・森町

島田市志太榛原

牧之原市

焼津市

藤枝市

川根本町

吉田町

静岡市静岡

富士市富士

富士宮市

●県全体 静岡県自立支援協議会（静岡県障害者施策推進協議会）
●圏 域 各障害保健福祉圏域に設置（圏域自立支援協議会）※主に県が設置
●市 町 24地域（23市12町）で設置（地域自立支援協議会）※市町が設置

市町圏域

沼津市駿東田方

御殿場市・小山町

伊豆市

三島市

裾野市

伊豆の国市

函南町

清水町

長泉町

熱海市・伊東市熱海伊東

下田市・東伊豆町・河津町・
南伊豆町・松崎町・西伊豆町

賀茂

6969

各会議の標準的なシステムとポイント
（地域自立支援）協議会のプロセス（個別課題の普遍化）
機能する協議会のイメージ

全体会 年２～３回

定例会 毎月開催

運営会議（事務局会議） 毎月開催・随時

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

ニーズ・課題
・個別ケース等

一般的な協議会のイメージ

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

Aさん Bさん Cさん Dさん

＊全体会において地域全体で確認

ポイント５

＊課題別に具体的議論を深める。社会資源の改
善・開発を全体会に提案

ポイント４

＊定例会で地域の情報を共有し、具体的に協議
する場（参加者は現場レベル）

ポイント３

＊個別の支援会議で確認した課題の取扱につ
いて運営会議で協議・調整
（交通整理役、協議会のエンジン）

ポイント２

＊個別支援会議は協議会の命綱

これが開催されないと、協議会の議論が空回り
する場合が多い。

＊本人を中心に関係者が支援を行う上での課
題を確認する場

ポイント１

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行） 一部改変
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参加メンバー例機能会議

当事者（本人、家族）、相談支援事業者、市町村

担当者、児童相談所、サービス提供事業者、教

育機関、訪問看護事業者、主治医、民生委員・

児童委員 etc

地域の障害のある当事者が直面している生活課題
を解決するために実施。当事者の生活課題について
の共有、解決策の検討、支援の調整や役割分担等
を行う。

個別の支援会議
（サービス担当者会議）

事務局（基幹相談支援センター）、市町村担当
者、委託相談支援事業者、部会代表 etc

協議会を円滑に運営していくための協議を行う。

個別の支援会議から見える地域課題整理、定例会
の議題調整、専門部会の進捗管理等を行う。

運営会議

協議会事務局、市町村担当者、当事者代表、

サービス提供事業者、教育関係機関、医療関係

機関、ハローワーク、市町村社会福祉協議会、

民生・児童委員代表 etc
→主に現場を統括する者

相談支援事業者による相談支援活動、専門部会等

で集約された地域の福祉・保健・医療等に関わる諸

課題を、事業所・関係機関で共有する。課題につい

て意見交換を行い、再び専門部会等での詳細な協

議を支援する。

定例会

協議メンバーは同事業種でメンバーを組織、

あるいは協議会内外から適当な人材を選出

地域課題の整理および解決策の検討を定期的な協

議で行ったり、緊急性の高い課題の解決のために期

間を定めて集中的に協議を行う場合もある。

専門部会
（プロジェクト会議）

協議会事務局、市町村担当者、当事者代表、

サービス提供事業者、教育関係機関、医療関係

機関、ハローワーク、市町村社会福祉協議会、

民生・児童委員代表 etc
→主に施設・機関を統括する者 （市民）

年に１回、地域の障害福祉関係機関、周辺機関に声

を掛けて集まっていただき、自立支援協議会の活動

報告を行う。

協議内容についてコンセンサスを図る。

全体会議

（参考）各会議の機能と参加メンバー例

71

（参考）専門部会（プロジェクト会議）の例

身体障害者部会、知的障害者部会、
精神障害者部会、発達障害者部会、
障害児部会

障害別

地域移行支援部会、権利擁護部会、
就労支援部会、進路部会

課題別

居宅介護事業所、日中支援事業所、
就労支援事業所、障害者支援施設、
短期入所部会

事業種別
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（参考）静岡県自立支援協議会の専門部会

就労部会、地域移行部会、重心部会、
人材養成部会、学齢部会、発達部会

●人材養成部会（委員数14人）
（所掌事項）

• 静岡県相談支援体制の枠組みに関すること
• 障害者支援従事者の人材養成に関すること
• 相談支援従事者研修及びサービス管理責任者等研修の企画に関すること

等

【取組】静岡県障害福祉人材育成ビジョン
• ソーシャルワーカーとして「障害者ケアマネジメント」を実行できる人物像や、

その育成を図るための研修内容や体制構築等に関する提言をとりまとめたもの。

• 本県においては、当該ビジョンに基づく人材養成を図っていく。
• 令和2年5月に2020年改訂版を公表

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/shuroshien/1040127
/1003001/1023657.html

7373

• 自己完結に陥らない（ネットワークで取り組む基盤をつくる）

• 他人事にとらえない（地域の課題を的確に把握する）

• 出来ることから進める（成功体験を積み重ねる）

• 取り組みの成果を確認する（相互に評価する）

市町村（自立支援）協議会は地域づくりの中核

市町村（自立支援）協議会は地域が協働する場

地域で障害者を支える
74
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都道府県（自立支援）協議会

①法的根拠

（障害者総合支援法施行規則）

第六五の一五 法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業は、（略）、都道
府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、（略）その他
障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応
が必要なものとする。

②役割

• 都道府県内の圏域毎の相談支援体制の状況を把握・評価し整備方策を助言

• 相談支援従事者の研修のあり方を協議

• 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及

• その他（都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関する
こと等）

③構成メンバー等

相談支援従事者、専門相談機関、更生相談所、児童相談所、教育委員会、学識経験者、市
町村（協議会）代表、当事者・家族会代表、その他都道府県関係行政機関 等

75

（自立支援）協議会と障害福祉計画

（市町村障害福祉計画）

法第八八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保
その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉
計画」という。）を定めるものとする。

８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町
村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。

（都道府県障害福祉計画）

法第八九条 都道府県は基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資す
るため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確
保その他のこの法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

６ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変
更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければな
らない。
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８ 地域生活支援拠点等の整備

77

78
78
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Ⅳ 障害者支援における権利擁護
（障害者差別解消法・条例）

80
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平成１６年 ６⽉ ４日 障害者基本法改正（議員⽴法）
※ 施策の基本的理念として差別の禁⽌を規定

平成１８年 １２⽉ １３日 第61回国連総会において障害者権利条約を採択

平成１９年 ９⽉２８日 日本による障害者権利条約への署名
平成２３年 ８⽉ ５日 障害者基本法改正

※障害者権利条約の考え方を踏まえ、合理的配慮の概念を規定

平成２５年 ６⽉２６日 障害者差別解消法 公布・⼀部施⾏

平成２６年 １⽉ ２０日 障害者の権利に関する条約締結

平成２７年 ２⽉２４日 障害者差別解消法「基本方針」閣議決定

平成２８年 ４⽉ １日 障害者差別解消法施⾏

令和 ３年 ６⽉ ４日 改正障害者差別解消法 公布

令和 ６年 ４⽉ １日 改正障害者差別解消法 施⾏

■ 障害者差別解消法関係の経緯

81

我が国は「障害者の権利に関する条約」を批准しました！
障害者権利条約とは？

条約を締結するとどうなるの？

■ 「障害者権利条約」は，障害者の人権や基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の
尊重を促進するため，障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

例えば ◆障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定※を含む。）を禁止
◆障害者が社会に参加し、包容されることを促進
◆条約の実施を監視する枠組みを設置，等

※過度の負担ではないにもかかわらず，障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等（例：スロープの設置）を行わないことを指します。

■ 我が国において，障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されます。
（障害者の身体の自由や表現の自由等の権利，教育や労働等の権利が促進されます。）
（我が国による条約の実施を，国内において監視する枠組み（障害者政策委員会）や，国連の障害者権利委員会への
報告を通じて，継続的に説明していきます。また，障害者権利委員会委員への立候補について検討していきます。）

■ 人権尊重についての国際協力が一層推進されます。

2006年12月 国連総会で条約が採択されました。
2007年 9月 我が国が条約に署名しました。
2008年 5月 条約が発効しました。

条約締結に先立ち，障害当事者の意見も聴きながら，国内法令の整備を推進してきました。

2011年 8月 障害者基本法が改正されました。
2012年 6月 障害者総合支援法が成立しました。
2013年 6月 障害者差別解消法が成立し，障害者雇用促進法が改正されました。

これらの法整備をうけて，国会において議論され，2013年11月19日の衆議院本会議，12月4日の参議院本会議において全会一致で締結

が承認されました。

2014年3月現在 （我が国を含め）

142か国・1地域機関が締結済みです。

条約成立まで－締結に向けて我が国ではどのような取組が行われたの？

2014年3月 外務省人権人道課 （お問い合わせは03-5501-8240まで）

2014年1月20日に我が国は「障害者権利条約」の締約国になりました。
また，2月19日に，我が国について障害者権利条約が発効しました。

82
82
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要
施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活⽤・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

Ⅰ．差別を解消するための措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等
⺠間事業者

⺠間事業者

国・地方公共団体等法的義務
努⼒義務

法的義務

（１）政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
具体的な対応

● 主務大⾂による⺠間事業者に対する報告徴収、助⾔・指導、勧告実効性の確保

※ 地方の策定は努⼒義務国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する対応要領を策定
事業者 ⇒ 事業分野別の対応指針（ガイドライン）を策定

（２）

情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供
83

「障害者差別解消法」のポイント

合理的配慮の提供
・障害のある方の求めに応じて、文書を読み
上げたり、筆談を行う。

不当な差別的取扱い
・障害者であることのみを
理由に、正当な理由なく、
障害者に対する商品や
サービスの提供を拒否する。

義務禁止国の行政機関
地方公共団体

努⼒義務禁止民間事業者

令和３年５月の法改正により、民間事業者に対しても「合理的配慮の提供」が義
務化された。（令和６年４月１日施行）

義務

法改正を受けて、本県の条例（静岡県障害者差別解消条例）も改正

●民間事業所における合理的配慮の提供を義務化
●相談の解決を図ることができるよう人材の育成・確保を新たに明記
●差別解消の取組に関する情報収集、整理及び提供について新たに明記

主な

改正内容 84
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静岡県障害者差別解消条例の概要

●平成29年４月１日施行
→令和６年４月１日改正条例施行
●障害者権利条約、障害者差別解消法

の趣旨を具体化

・複合的差別への配慮
・相談体制の構築、助言・あっせん、勧告・公表などの具体的な差別

事案解決の仕組みを盛り込んで実効性を持たせる
・顕著な功績があった差別解消の取組を知事が表彰
・県民一体となって差別解消を推進する県民会議を開催

・地域で支え合いながら共に暮らして
いける社会こそ、私たちが目指す目標。

・しかしながら、障害を理由とする差別
を受けたり、社会的障壁によって、暮
らしにくさを感じている実態がある。

・全ての県民が、障害の有無によって
分け隔てられることなく、相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する富
国有徳の理想郷“ふじのくに”づくりを
目指すことを決意する。

前 文

目的

・県の責務、県民等の役割を明らかにする。
・相談体制確保等施策の基本となる事項を
定める。

→障害を理由とする差別の解消を推進

・基本的人権の享有
・活動に参加する機会の確保
・生活の選択の機会の確保
・複合的差別への配慮
・理解の促進

基本理念 県の責務等

・県の責務
・県民、事業者及び関係団体の役割
・県と市又は町との連携
・県の財政上の措置

定義

・障害者､社会的障壁､障害を理由とする
差別､不当な差別的取扱い､合理的な
配慮を定義。

総 則

合理的配慮の提供不当な差別的取扱い
義務禁止県

努⼒義務 義務禁止事業者

障害を理由とする差別の禁止

（特徴）

85

・義足又は人工関節を使用している人、内部障害
又は難病の人、妊娠初期の人など、援助又は配
慮を必要としていることが外見からは分からない
人々がいる。そうした人々が身に着け、周囲の方
に配慮を必要としていることを知らせるマーク。

ヘルプマーク

・市町、保健所等で配布中

（平成30年2月～）
・周知のためのフォーラム開催

（令和３年11月、４年２月、11月、
５年１月、11月、６年11月）

県の取組１ 「ヘルプマーク」普及

86
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県の取組２
動画「心のバリアフリー」作成

障害当事者団体や民間事業者
の協力を得て、合理的配慮の提
供方法等を、具体的事例をもと
に紹介した動画を作成

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：織田友理子（車いすｳｫｰｶｰ代表）
全長約21分
① 障害者差別解消法について
② 世の中に存在する「バリア」とは？
③ 合理的配慮の事例紹介
視覚障害編／聴覚障害編／肢体不自由障害編／内部障
害編／自閉症スペクトラムなどの発達障害編／障害のある
人が働くための支援の取組について

④ ナビゲーター織田友理子が語る「心のバリアフリ

ーとは」

静岡県障害者政策課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び
YouTUBEで公開中
https://youtu.be/DsHTWEtdz0s 87

県の取組３
動画「心と社会のバリアフリー」作成

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：寺田ユースケ（動画クリエーター（車いす使用者）） 全長約19分
① 障害者差別解消法について
② 障害者差別解消法の改正のポイント
③ 障害の社会モデルと心のバリアフリー
④ ナビゲーター寺田ユースケが語る「心と社会のバリアフリーの実現のために」

静岡県障害福祉課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及びYouTUBEで公開中
https://www.youtube.com/watch?v=oMT77Alj17U

88
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７ 障害者総合支援法及び 

児童福祉法における 

相談支援（サービス提供） 
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静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課  

 

               

 

 

 

 





障害者総合支援法・児童福祉法における
相談支援（サービス提供）の基本

静岡県健康福祉部
障害者支援局障害者政策課

このテキストは「令和６年度相談支援従事者指導者養成研修会」（厚生労働省・国立障害者リハビリテーション
センター）の配付資料の一部を抜粋及び改変したものです

令和７年度静岡県相談⽀援従事者初任者研修

1

本講義の獲得目標

• 障害福祉サービス等の提供における相談支援専門員と
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の
役割と両者の関係性について理解する。

• サービス提供において利用者の権利擁護と虐待防止を
図るために相談支援専門員とサービス管理責任者等が
果たすべき役割を理解する。

2
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Ⅰ 相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

１ 障害者総合支援法における相談支援事業

２ 計画相談支援及び障害児相談支援

３ 地域相談支援

４ 相談支援専門員

Ⅱ 障害福祉サービス等の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 指定障害福祉サービス等の指定手続き、人員及び運営に関する基準等

２ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者

３ 相談支援専門員とサービス管理責任者等の関係

Ⅲ 障害者虐待の現状と虐待防止における

相談支援専門員・サービス管理責任者等の役割・・・・・・・・

目 次

４

２１

３３

3

Ⅰ 相談支援事業
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１ 障害者総合支援法における相談支援事業

5

障害者への相談支援事業の経緯

平成15年 障害者支援費支給制度開始
 措置から契約へ

相談支援事業一般財源化
 国の補助事業から市町村事業へ

平成18年 障害者自立支援法施行
 障害者相談支援事業開始（相談支援事業が法律に明記）

 相談支援専門員の創設
 サービス利用計画作成費の創設

平成24年 障害者自立支援法改正
 相談支援体系の見直し
 特定相談支援
 一般相談支援
 障害児相談支援 の創設

平成2年〜8年 身体・知的・精神各相談支援関連事業開始
 身体障害者：市町村障害者生活支援事業（平成8年）
 知的障害者：障害児（者）地域療育等拠点施設事業（平成2年）

→障害児（者）地域療育等支援事業（平成8年）
 精神障害者：精神障害者地域生活支援事業（平成8年）

6
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個別給付で提供される相談支援

一般相談支援事業
（都道府県による指定）

地域相談支援

地域定着支援地域移行支援

基本相談支援

＜障害者総合支援法＞ ＜児童福祉法＞

地域生活支援事業により実施される相談支援

障害者相談支援事業（必須事業）
※主に個別給付による相談支援では対応が困難であったり、対
象とならない事例等に対して一般的な相談支援を行う。

基幹相談支援センター
※地域の中核的な機関として、一般的な相談に加え、総合
的・専門的相談を行うと共に、地域の相談支援体制強化の取
組等を行う。

特定相談支援事業
（市町村による指定）

計画相談支援

継続サービス
利用支援

サービス
利用支援

基本相談支援

障害児相談支援事業
（市町村による指定）

※特定相談支援事業の指定を共
に受けることが望ましい。

継続障害児
支援利用援助

障害児支援
利用援助

実施主体は市町村
※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可能

地方交付税措置 地方交付税措置
基幹相談支援センター等
機能強化事業（補助金）

地域相談支援給付費の支給 計画相談支援給付費の支給 障害児相談支援給付費の支給

障害者総合支援法における相談支援事業の体系

7

給付対象である相談支援の種類（障害者総合支援法第５条）

相談支援は次の３種類
• 基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援

基本相談支援とは
• 地域の障害者等（障害者・障害児）の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者

又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれら
の者と市町村及び障害福祉サービス事業所等との連絡調整等を実施

地域相談支援は次の２種類
• 地域移行支援（障害者支援施設に入所・精神科病院に入院している障害者について、住居の確保そ

の他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を実施）
• 地域定着支援（居宅において単身等で生活する障害者について、常時の連絡体制を確保し、障害の

特性に起因して生じた緊急の事態等における相談等を実施）

計画相談支援は次の２種類（障害児相談支援についても同様）
• サービス利用支援（サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に障害福祉サービス等との連絡調

整を行うとともに、サービス等利用計画を作成）
• 継続サービス利用支援（一定期間ごとにサービス等の利用状況を検証の上サービス等利用計画の見

直しを行い、関係者との連絡調整や、利用サービスの追加・変更等について申請の勧奨を行う等）

相談支援事業の種類
• 特定相談支援事業・・・・基本相談支援及び計画相談支援を実施
• 一般相談支援事業・・・・基本相談支援及び地域相談支援を実施

8
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基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・
精神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地
域 移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センターの役割のイメージ

主任相談支援専門員、
相談支援専門員、社会福祉士、

精神保健福祉士、保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター（通報受理、

相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

協 議 会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

平成30年4月設置市町村数：650
設置個所数：719

（一部共同設置）

9

重層的な相談支援体制

＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

⇒主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

a. 基本相談支援を基
盤とした計画相談
支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組
 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成
 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

 社会資源を活用するための支援（各種支援施策
に関する助言・指導）

 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介⇒主な担い手⇒市町村相談支援事業

基本相談支援
計画相談支援等

・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援⇒主な担い手⇒指定特定相談支援事業
10
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２ 計画相談支援及び障害児相談支援

11

１．対象者
○ 障害者総合支援法の計画相談支援の対象者

• 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児

• 地域相談支援を申請した障害者

※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、
自立生活援助、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求めるものとする。

○ 児童福祉法の障害児相談支援の対象者

• 障害児通所支援を申請した障害児

２．サービス内容
平成一七・一一・七法律一二三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下法） 第五条第二〇・二一項

○ 支給決定時（サービス利用支援・障害児支援利用援助）

• 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成。

• 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、サービス等利用計画・障害児支援計画の作成。

○ 支給決定後（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）

• 利用者本人等の心身の状況、置かれている環境、援助の方針や解決すべき課題、目標や達成時期等並びに厚
生労働省令で定める期間を勘案して市町村が決定した期間毎に、サービス等の利用状況の検証を行い計画の
見直しを行う（モニタリング）。

• サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。

指定計画相談支援事業及び指定障害児相談支援事業の対象者等について

12
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３．継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助のモニタリング期間
平成一八年・二・二八厚労令一九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（以下規則） 第六条の一六

・ 対象者の状況に応じて柔軟に設定すべきものであることから、市町村が対象者の状況等を勘案して個別に定める仕組みとする。
・ 一定の目安として、国において対象者ごとの標準期間を示す。
・ 平成30年４月よりケアマネジメント充実の必要性の観点から、一部モニタリング標準期間を改定する。
・ 特定相談支援事業所等の体制整備の観点から、モニタリング標準期間の改定は経過措置として段階的に適用する。

１） 基本的な考え方

（１） 新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者

（２） 在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む）又は地域定着支援利用者 ※①を除く

① 以下の者

イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整
を行うことが困難である者

ハ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるも
の並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。）

② 以下の者

・ 居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービ
ス支援型共同生活援助を利用する者

・ 介護保険サービスを利用していない65歳以上の者

③ ①、②以外の者

（３） 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援

（４）地域移行支援、地域定着支援を利用する者

市町村が、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）の提案を踏まえて、利用者本人等の心身の状況、置かれてい
る環境、援助の方針や解決すべき課題、目標や達成時期等並びに以下の省令で定める期間を勘案して市町村が必要と認める期間とする。

２） モニタリング期間の設定（省令事項：則第６条の16 ）

利用開始から３ヶ月間、毎月

６ヶ月ごとに１回

３ヶ月ごとに１回

毎月

６ヶ月ごとに１回

＜省令で定める期間＞

６ヶ月ごとに１回

13

指定計画相談支援事業の指定手続き、人員及び運営に関する基準等について

＜指定特定相談支援事業者の指定＞
平成一七・一一・七法律一二三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五一条の二〇の第一項
平成一八・二・二六厚労令一九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三四条の五九の第二項
昭和二二・一二・一二法律一四六 児童福祉法 第二四条の二八の第一項
昭和二三・三・三一厚令一一 児童福祉法施行規則 第二五条の二六の六の第一項

○ 「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する
市町村長に申請し、当該市町村長が指定。

（事業所の所在地以外の市町村の障害者（児）への計画相談支援、障害児相談支援も実施可。）

○ 「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。

① 三障害対応可（事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合でも、他の事業所との連携により対応
可能な場合や、身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないときを含む。）

② 協議会に定期的に参加するなど医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること

③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること

（その他）平成二四・二・二〇 障害封建福祉主幹課長会議資料

○ 障害児に対しての相談支援事業を実施する場合については、指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業
所の両方の指定を受けることが基本。

○ 市町村直営の場合には、支給決定を行う組織とは独立した体制が確保されている場合に限り、指定。

14
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＜基本指針＞ 平成二四・三・一三厚生労働省令二八 指定計画相談支援の事業の人員および運営に関する基準（以下基準）第二条

1. 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者（以下利用者等）の意思及び人格を尊重
し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。

2. 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように
配慮して行われるものでなければならない。

3. 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等
の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サービス
等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるも
のでなければならない。

4. 指定計画相談支援の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害
福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければな
らない。

5. 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、指定居宅介護支援事業者、指
定介護予防支援事業者の他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発
に努めなければならない。

6. 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を
図らなければならない。

15

＜留意事項（ポイント）＞
○ 「セルフプラン」を・・・
① 「申請者が希望する場合」：申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提

② 「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」：市区町村（都道府県）が必要な事業者の誘致に向けた
努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提

→ 各市区町村は、平成27年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、体制整備に向けた努
力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導することは厳に慎むべき。

○上記（②）の場合には、市区町村は・・・
• 日頃から、相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべき。

• 管内の障害福祉サービス事業所の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談等十分な支援を行うと
ともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的に把握すべき。

• 支給決定の更新時には、相談支援事業者等がサービス等利用計画を作成すべき。

「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項（ポイント）
＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

＜基本的考え方＞

○ 「セルフプラン」自体は、障害者本人（又は保護者）のエンパワメントの観点からは望ましいもの。一
方、市区町村が計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないまま安易に「セルフプラン」の提出を
誘導しているとの指摘もある。一定の原則が必要。

16
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３ 地域相談支援

17

（地域移行支援）
・地域移行支援ｻｰﾋﾞｽ費(Ⅰ) 3,044単位/月

〃 (Ⅱ) 2,336単位/月

・初回加算 500単位/月
（利用を開始した月に加算）

・集中支援加算 500単位/月
（月6日以上面接・同行による支援を行った場合に加算）

・退院・退所月加算 2,700単位/月
（退院・退所月に加算）

・障害福祉サービス事業の体験利用加算
（障害福祉ｻｰﾋﾞｽの体験的な利用支援を行った場合に加算）

開始日～5日目 500単位/日
6日目～15日目 250単位/日

・体験宿泊加算（Ⅰ） 300単位/日
〃 （Ⅱ） 700単位/日

（一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合）

・特別地域加算 ＋15/100
（中山間地域等に居住している者に対して支援した場合）

（地域定着支援）
・地域定着支援サービス費

体制確保費 304単位/月
緊急時支援費（Ⅰ） 709単位/日

〃 （Ⅱ） 94単位/日

・特別地域加算 ＋15/100

（参考） 地域⽣活への移⾏に向けた⽀援の流れ（イメージ） 報 酬 単 価

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要

地域移⾏支援・・・障害者⽀援施設、精神科病院、救護施設・更⽣施設、矯正施設等に⼊所⼜は⼊院している障害者を対象に住居の
確保その他の地域⽣活へ移⾏するための⽀援を⾏う。

地域定着支援・・・居宅において単⾝で⽣活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な⽀援を⾏う。

地域定着⽀援地域移⾏⽀援

５２５事業所３２３事業所事業所数

３,０１８人５９６人利⽤者数

国保連平成29年12月実績

協議会によるネットワーク化

18
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４ 相談支援専門員

19

研 修 の 修了

５年ごとに

「相談支援従事

者現任研修」

を修了

（24時間）

相談支援専門員
として配置

実 務 経 験

障害者の保健・医療・福
祉・就労・教育の分野にお
ける直接支援・相談支援な
どの業務における実務経
験（３～１０年）

初年度に

「相談支援従事

者初任者研修」

を修了

（42．5時間）

指定相談支援事業所と相談支援専門員

○ 指定相談支援事業所ごとに管理者及び相談支援専門員等を配置。

○ 指定相談支援事業所に配置された相談支援専門員等が、
・ 利用者の意向を踏まえたサービス等利用計画の作成
・ 地域移行・地域定着に向けた支援
・ 市町村の委託による障害者（児）の各種の相談支援を実施。

※ 指定特定・指定障害児相談支援事業所数 １１，８４６箇所（令和５年４月１日現在）

※ 上記事業所に配置されている相談支援専門員数 ２7,028人（令和５年４月１日現在）

【相談支援専門員の要件】

20
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Ⅱ 障害福祉サービス等の提供

21

１ 指定障害福祉サービス等の指定手続き、
人員及び運営に関する基準等

22
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指定障害福祉サービス等の指定手続き、人員及び運営に関する基準等について

＜指定障害福祉サービス等の指定＞
平成一七・一一・七法律一二三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第三六条
平成一八・二・二六厚労令一九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三四条の七～一九
昭和二二・一二・一二法律一四六 児童福祉法 第二四条の九、第三四条の三
昭和二三・三・三一厚令一一 児童福祉法施行規則 第一八条二七～三〇

○ 障害福祉サービス事業等を行う者が、事業所の所在地を管轄する都道府県、指定市、中核市に申請し、都道府県
知事、市長が指定。

＜基本指針＞ 平成二四・三・一三厚生労働省令二八 指定障害福祉サービスの事業等の人員および運営に関する基準（以下基準）四九条

○ 療養介護に係る指定障害福祉サービスの事業は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
障害者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看
護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

＜人員に関する基準＞
（従業者の員数）基準第五〇条

○ 従業者及びその員数は以下の通り。
① 医師：健康保険法第六五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上。
② 看護職員：療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した数以上。
③ 生活支援員：療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を４で除した数以上。ただし、当該必要数

を超えて配置されている看護職員の員数を生活支援員の員数に含めることが出来る。また、生活支援員のうち、
１人以上は、常勤でなければならない。

④ サービス管理責任者：療養介護事業所ごとに、利用者の数の区分に応じた員数を配置する。また、サービス管
理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。
イ 利用者の数が60以下：１以上
ロ 利用者の数が61以上：１に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増す毎に１を加えて得た数以上

※以下、指定障害福祉サービスの事業等の人員及び運営に関する基準において、各サービスごとに規定さ
れている項目について、指定療養介護を例として抜粋し示す。

23

（管理者）基準第五一条

○ 管理者：指定療養介護事業所ごとに専従の管理者を置く。ただし、管理上支障がない場合は、事業所内の他の
職務、他事業所の職務を兼ねることができる。

＜運営に関する基準＞
（契約支給量の報告等）基準五三条

○ 利用者の入所又は退所に際しては、入退所の年月日等必要な事項を受給者証に記載しなければならない。
○ 利用者と契約をしたとき、もしくは受給者証に変更があったときは受給者証記載事項等必要な事項を市町村に

遅滞なく報告しなければならない。

（サービスの提供の記録）基準第五三条の二

○ 指定療養介護（以下「支援」という。）を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければな
らない。

○ 記録に際して、利用者から支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

基準第五四～五六条略
（利用者負担額の受領）（利用者負担額に係る管理）（介護給付費の額に係る通知等）

（指定療養介護の取扱い方針）基準第五七条

○ 療養介護事業者は、療養介護計画（個別支援計画）に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援
を適切に行うとともに、支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

○ 従業者は、支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項（療
養介護計画の目標、内容、行事、日課等）について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

○ 療養介護事業者は、提供する支援の質の評価（第三者評価を含む）を行い、常にその改善を図らなければなら
ない。

24
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（療養介護計画の作成等）基準第五八条

① 管理者は、サービス管理責任者に支援に係る個別支援計画（以下「療養介護計画」という。）の作成に関す
る業務を担当させるものとする。

② 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれてい
る環境及び日常生活前案の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下「アセスメン
ト」という。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内
容の検討をしなければならない。

③ アセスメントに当たっては利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任
者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

④ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の
方針、生活全般の質を向上させるための課題、支援の目標及びその達成時期、支援を提供する上での留意事
項等を記載した計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該事業所が提供する支援以外
の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との業務も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努
めなければならない。

⑤ 療養介護計画の作成に係る会議を開催し、療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
⑥ 療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。
⑦ 療養介護計画を作成した際には、利用者に交付しなければならない。
⑧ 療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（継続的なアセスメントを含む。以下「アセスメン

ト」という）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて計
画の変更を行うものとする。

⑨ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、
以下のことを行わなければならない。

• 定期的に利用者に面接すること。
• 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

⑩ ②から⑦については、療養介護計画の変更についても準用する。

25

２ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者

26
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管 理 者 の 責 務

「従業者及び業務の一元的な管理や
規定を遵守させるため必要な指揮命令」

サービス管理責任者等の責務

「サービス提供プロセスに関して
他のサービス提供職員に対する
技術的な助言や指導等」

サービス提供職員等 A

サービス提供職員等 B

サービス提供事業所等

事務職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

サービス提供部門

人
事

管
理

指
揮

命
令

人事管理
指揮命令

その他の職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

「管理者」と「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の関係イメージ

サービス管理責任者等の役割

27

管 理 者

①指定要件：専従

②対象者像：施設長（管理職）を想定

③要件：
・社会福祉主事の資格を有するか又は

社会福祉事業に２年以上従事した経験のある
者、又は社会福祉施設長資格認定講習会を修
了した者 （最低基準）

④根拠：社会福祉法６６条

⑤責務：「従業者及び業務の一元的な管理や規定
を遵守させるために必要な指揮命令」

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

①指定要件：専従で常勤

※児童発達支援センターについては「専任かつ常勤」、保育所等訪問
支援については「常勤」の規定なし。

②対象者像：サービス提供部門の管理職

又は指導的立場の職員を想定

③要件：
・実務経験（３～８年）

・サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責
任者研修修了

・相談支援従事者研修（講義部分）受講

④根拠：総合支援法４２条、児童福祉法第２１条の５
の１７、第２４条の１１

⑤責務：「個別支援計画の作成やサービス提供プロ
セスの管理、他のサービス提供職員への技術指
導と助言等」

「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較 ①

28
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管理者の業務内容例
1. 利用者・市町村への契約支給量報告等

2. 利用者負担額の受領及び管理

3. 介護給付費の額に係る通知等

4. 提供するサービスの質の評価と改善

5. 利用者・家族に対する相談及び援助

6. 利用者の日常生活上の適切な支援

7. 利用者家族との連携

8. 緊急時の対応、非常災害対策等

9. 従業者及び業務の一元的管理

10.従業者に対する指揮命令

11.運営規程の制定

12.従業者の勤務体制の確保等

13.利用定員の遵守

14.衛生管理等

15.利用者の身体拘束等の禁止

16.地域との連携等

17.記録の整備

サービス管理責任者等の業務内容例
1.個別支援計画の作成に関する業務
①利用者に対する面接等によるアセスメント及び支援内
容の検討
②個別支援計画の原案作成
③個別支援計画作成に係る会議の運営
④利用者・家族に対する個別支援計画案の説明と同意
⑤利用者に対する個別支援計画の交付
⑥個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）によ
る見直しと計画の変更

a. 定期的な利用者への面接
b. 定期的なモニタリング結果の記録

2.当該サービス提供事業所以外における利用状況
の把握

3.自立した日常生活が可能と認められる利用者に
対する必要な支援の提供

4.サービス提供者（職員・従業者）への指導・助
言

「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較 ②

29

３ 相談支援専門員とサービス管理責任者等の関係

30
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サービス等利用計画と個別支援計画の関係

指定特定相談支援事業者
（計画作成担当）

サービス事業者

・障害者の心身の状況
・その置かれている環境
・日常生活の状況
・現に受けているサービス
・サービス利用の意向
・支援する上で解決すべ

き課題
・その他

・生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・解決すべき課題
・サービスの目的（長期・短期）
・その達成時期
・サービスの種類・内容・量
・サービス提供の留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

サービス等利用計画を受けて、
自らの障害福祉サービス事業
所の中での取組について具体
的に掘り下げて計画を作成する
よう努める。

個
別
支
援
計
画

・置かれている環境
・日常生活の状況
・利用者の希望する生活
・課題
・その他

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

障害福祉サービスに加え、保健
医療サービス、その他の福祉
サービスや地域住民の自発的活
動なども計画に位置づけるよう努
める。

複数サービスに共通
の支援目標、複数
サービスの役割分担、
利用者の環境調整等、
総合的な支援計画を
作る。

サービス事業者

○ サービス等利用計画については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切な
サービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、
当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。

31

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等

個
別
支
援
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

相
談
支
援
事
業
者

支
給
決
定
（市
町
村
）サ

ー
ビ
ス
事
業
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

支
援
会
議

継
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
等

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

個
別
支
援
計
画
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

個
別
支
援
計
画
の
原
案

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

※点線枠部分は、必要に
より実施

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト 利

用
契
約
（利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能⼒の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。

32
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Ⅲ 障害者虐待の現状と虐待防止における

相談支援専門員・サービス管理責任者等の役割

33

県内障害者虐待の状況

使用者による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等

による障害者虐待
養護者による障害者虐待

年度 相談通報件数相談通報件数相談通報件数
うち虐待と判断
された件数

うち虐待と判断さ
れた件数

うち虐待と判断さ
れた件数

内訳の公表なし10件９件27件32件79件平成27年度

内訳の公表なし10件12件44件29件91件平成28年度

内訳の公表なし11件13件39件34件93件平成29年度

内訳の公表なし9件11件46件54件107件平成30年度

内訳の公表なし12件８件59件55件129件令和元年度

内訳の公表なし12件13件60件33件99件令和2年度

内訳の公表なし13件23件58件51件115件令和3年度

内訳の公表なし21件28件75件49件106件令和4年度

内訳の公表なし18件30件99件43件113件
令和５年度

(速報値) 34
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県内虐待行為の類型

＜養護者虐待＞ ＜施設従事者虐待＞

身体的虐待
38%

心理的虐待
29%

経済的虐待
22%

放棄・放置
9%

性的虐待
2%

身体的虐待
55%

心理的虐待
28%

性的虐待
10%

経済的虐待 7% 放棄・放置 0%

35

県内施設従事者虐待の事例 (令和４年度)

概要虐待の類型施設種別No.

・利用者を平手打ちする
・利用者の腹部を叩く 等

身体

障害者支援施設１ ・利用者を大声 で叱責する心理

・利用者の股間を触る性的

・利用者を羽交い締めにする
・利用者を平手打ちする 等

身体

協同生活援助２
・利用者に暴言を吐く
・利用者を強い口調で叱責する 等

心理

・ 運営規程に定める費用以上の徴収 等経済

・利用者を平手打ちする
・利用者の頭部を叩く 等

身体生活介護３

36
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県内障害者虐待の通報状況(令和４年度)

養護者虐待 施設従事者虐待

本人
6%

施設・事業所の

職員
21%

相談支援専門員
29%

警察
8%

家族・親族
10%

その他
10%

近隣住民・知人
4%

教職員
4%

当該市区町村行政職員
6%

介護保険法に基づく居宅サービ

ス事業等従事者等 2%
家族・親族

3%
医療機関関係者

3%

相談支援専門員
11%

当該施設・事業所
68%

他の施設・事業所

の職員
4% その他

11%

37

障害者虐待の通報義務

38
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障害者虐待防止にかかる運営基準の変更①

39

障害者虐待防止にかかる運営基準の変更②

40
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静岡県における虐待防止に向けた取組について

内容項目

・使用者による虐待の通報、届出の受理

・市町の連絡調整、情報提供・虐待を受けた障害者に関する問題、
養護者への支援に関する相談及び相談機関の紹介、助言等

・虐待を受けた障害者及び養護者に対する支援のための情報提供、
助言、連絡調整等

・虐待防止・養護者支援に関する情報収集、分析、提供 等

静岡県障害者虐
待防止支援セン
ター

（対 象 者） 障害者福祉施設等の従事者、管理者等

（参加人数） 約5４０名

（内 容） 障害者虐待防止の基礎、虐待事案が発した

場合の具体的対応（講義・演習） ほか

（開催時期） 令和６年１月～２月

（開催場所） オンデマンド、参集

障害者虐待止･権
利擁護研修

※ 障害者虐待防止法第36条に基づき設置

41

障害者虐待防止法第六条（障害者虐待の早期発見等）

第六条 国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所管する部局その他関係者は、障害者虐待
を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、障害者虐待の早期発見に努めなけ
ればならない
２ 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者
福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係
のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすいし立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に
努めなければならない。
３ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待防止のための啓発活動並びに障害者
虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するように努めなければならない。

具体的内容事業名法上の規定

• 障害者支援施設
• のぞみの園

障害者福祉施設

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療
養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支
援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共
同生活援助

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援

• 障害福祉サービス事業

• 一般相談支援事業及び特定相談支援事
業

• 移動支援事業
• 地域活動支援センター経営する事業
• 福祉ホームを経営する事業
• 障害児相談支援事業
• 障害児通所支援事業

障害福祉サービス
事業等

42
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市町村障害者虐待防止センター

通
報
義
務

相談 相談

通
報
義
務

通
報
義
務

Ａ施設

虐待を受けたと思
われる障害者を
発見した人

サービス管理
責任者

施設長
管理者

43

入所者殴り骨折 施設は虐待を事故として処理

県警は、身体障害者支援施設に入所中の男性（７６）を殴り骨折させたとして、傷害の疑いで介
護福祉士の容疑者（２９）を逮捕した。

男性は骨折など複数のけがを繰り返しており、県警は日常的に虐待があった可能性もあるとみ
て慎重に調べている。

県警によると、約１カ月前に関係者からの相談で発覚同施設を家宅捜索した。

同施設を運営する社会福祉法人は男性の骨折を把握していたが、虐待ではなく「事故」として処
理していた。

福祉施設で暴行死 施設長が上司に虚偽報告

知的障害のある児童らの福祉施設で、入所者の少年（１９）が職員の暴行を受けた後に死亡し
た。また、施設長が２年前に起きた職員２人による暴行を把握したが、上司のセンター長に「不適
切な支援（対応）はなかった」と虚偽の報告をしていたことが分かった。

県は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、施設長を施設運営に関与させない体制整備
の検討などを求める改善勧告を出した。

県はこれまでに、同園の元職員５人が死亡した少年を含む入所者１０人を日常的に暴行してい
たことを確認。別の職員も入所者に暴行した疑いも浮上した。
（※最終的に、１０年間で１５人の職員が２３人の入所者に虐待していたことが判明）

44

施設等の虐待事例の報道から考える

44
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深刻な虐待事案に共通する事柄

○ 利用者の死亡、骨折など取り返しのつかない被害
○ 複数の職員が複数の利用者に対して長期間にわたり虐待
○ 通報義務の不履行
○ 設置者、管理者による組織的な虐待の隠ぺい
○ 事実確認調査に対する虚偽答弁
○ 警察の介入による加害者の逮捕、送検
○ 事業効力の一部停止等の重い行政処分
○ 行政処分に基づく設置者、管理者の交代
○ 検証委員会の設置による事実解明と再発防止策の徹底

● 今すぐ、施設・事業所で虐待がないか総点検すること
● 虐待が疑われる事案があったら速やかに通報すること

障害者施設の理事長談 「暴力や暴言があったことは知らなかった。」⇒ 虐待が事業運営にとって大きなリスクであるとの認識が希薄

45
45

虐待による死亡事例が起きた施設の第三者検証委員会最終報告書
（２６年８月：抜粋）

「施設においては、職員に対し虐待防止・権利擁護に関する研修を実施するとともに、虐待防止
委員会を設置するなど、形の上では虐待防止体制を整備していた。しかし、虐待が疑われる場合、
市町村等への通報が求められているにもかかわらず、それを前提とした虐待防止体制が作られ
ていなかった。また、一部の職員は障害特性や行動障害のみならず、権利擁護についての理解
が不足していた。幹部職員も、虐待防止に向け具体的な対策を採ろうとする意識が欠けていた。」

「幹部は支援現場にほとんど足を運ばず、職員との意思疎通や業務実態の把握も不十分であっ
た。」「一部幹部は虐待や疑義について『なるべく相談・報告しないようにしよう』という雰囲気を蔓
延させるなど、虐待防止体制が機能不全に陥ったと考えられる。一連の虐待問題に係る幹部の
責任は重大である。」

「上司に相談しにくい雰囲気、また『相談しても無駄』という諦めがあった」「職員個人が支援現場
における課題や悩みを抱え込まず、施設（寮）内で、あるいは施設（寮）を超えて、相談・協力し合
える職場環境が築かれていなかったと言える。」

組織的な虐待防止の取組が不可欠
46
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８ 相談支援における 

家族支援と地域資源の 

活用への視点 
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９ 相談支援における 

ケアマネジメントの 

手法とプロセス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 こころ 
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相談支援における
ケアマネジメントの手法とプロセス

社会福祉法人こころ
理事長 菅原小夜子

(主任相談支援専門員／精神保健福祉士・社会福祉士)

静岡県相談支援従事者初任者研修

【獲得目標（標準カリキュラム）】

①本人を中心とした（本人の選択・決定を促す）ケアマネジメントのプロセス
と必要な技術の全体像について理解する。

【内容（標準カリキュラム）】

①本人を中心としたケアマネジメント（ストレングスモデル）の目的、意思決
定に配慮した一連のプロセスについて、具体的な計画相談支援等の事例を用い
て講義を行う。

②意思疎通に困難を有する障害児者（知的障害児者や自閉スペクトラム症者等）
の場合のアセスメントとニーズ把握の基本的な注意点と技術を理解する。

③相談支援専門員（委託と特定）とサービス管理責任者、児童発達支援管理責任
者、サービス提供責任者との具体的な連携のあり方について理解し、個別支援
計画等は、サービス等利用計画等に記載された総合的な支援の方針やニーズ、
目標等に基づき作成され、適切なサービス提供のためには両計画の連動が重要
であることを理解する。

④ケアマネジメントにおける社会資源の活用、多職種連携、チームアプローチ、
不足している社会資源の創設の重要性について留意する。

本科目の内容と獲得目標
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【１】これまでの復習

①相談支援の目的
②相談支援の基本的視点
③ケアマネジメントプロセス

まず最初に確認します！
「ケアマネジメント」とは何か

「ケアマネジメント」

健康な社会生活の回復･継続･向上を目的として、その人のニ
ーズを明確にし、そのニーズを満たす多様なフォーマル･イ
ンフォーマルサービスおよび複数の社会資源を結びつけ、継
続的に調整を行い、資源提供がニーズを満たすためによりよ
くなるようにモニタリングを続け、より有効なサービス提供
に努力し続けるソーシャルサポートネットワークにおける包
括的サービス提供の一方法である。

（門屋充郎氏）

・課題志向的に福祉サービスの利用調整だけを行うのではない
・相談支援専門員（従事者）が身につける技法の一つである
・現在はソーシャルワークを展開する技法の主をなしている
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①本人のその人らしい地域での暮らしを目指す
1) 障害者の地域生活支援の展開
2) 障害者の自立と尊厳の確保、社会参加
3) 意思決定への支援・権利擁護、
エンパワメント、リカバリー

②障害のあるなしにかかわらず、誰もが住みた
いところで暮らすことのできる社会

地域を基盤とするソーシャルワーク

【復習】①相談支援の目的

個
別
の
相
談

地
域
づ
く
り

〇静岡県人材育成ビジョンより抜粋

障害福祉従事者は、利用者の想いに添った個別支援
（ケースワーク）を行うとともに、協議会活動等を
活用しながらネットワーク構築による地域力の向上
や社会資源の開発にも取り組むこと（ソーシャルワ
ーク）ができる人材

専門性：「価値」を基盤とした
「知識」「技術」の向上が求められる
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覚える（記憶する）ことでの活用

訓練し日々活用しながら習熟

理念や何を目標とし、何を大切に
するかを規定するもの

専
門
性

知識

技術

価値

知識や技術は、
そのままで適切な実践に結びつく
保証はない

集積

磨く

重要：ソーシャルワーク実践は、特に価値を重視する専門職

①共生社会の実現（ソーシャルインクルージョン）
②自立と社会参加
③当事者主体（本人中心支援）、

意思形成及び表明、実現の支援（意思決定支援）
④地域における生活の個別支援
⑤エンパワメント
⑥セルフケアマネジメント
⑦リカバリー
⑧スティグマ

【復習】相談支援の基本的視点
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【復習】ケアマネジメントプロセス

支援過程の可視化

インテーク
(・アセスメント)

ニーズアセス
メント

プランニング

サービス等
利用計画案

モニタリング 終結

受理 介入

サービス等
利用計画

支給
決定

サービス
担当者会議

受付

継続サービ
ス利用支援

評価

（サービス等利用計画作成の流れ）

【２】ケアマネジメントの展開と

プロセス毎の概要と留意点
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僕の応援チームができるまで
～本人中心の支援であるために～

作成：れおーねの会 (榛南榛北相談支援連絡会）

れおーねの会（榛南榛北相談支援連絡会）とは？

• 榛南榛北地区の相談支援事業を受託している
相談支援事業所が定期的に集まり、『相談支
援のあるべき姿』について協議している。

→ ケアマネジメントプロセスの理解の
促進のためのツールとして、
「紙芝居風PPT」作成

• 平成２６年４月４日（獅子の日）発足

れおーねの会マスコットキャラクター 『れおーねくん』
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れおーねの会が大切にしたい視点

・本人中心 ・ストレングス

・ケアマネジメント ・チーム支援

・連携 ・役割の明確化

・言葉の意味の共有

・インフォーマル資源の活用・開発

・サービス等利用計画の「等」

登場人物

牧原太郎

父

【委託相談 】

佐藤さん

【計画相談 】

鈴木さん

【精神科クリニック】
吉田先生

【就労継続支援B型事業所】
渡辺さん

【地域活動支援センター】

【居宅介護事業所】

【社会福祉課】
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はじめまして、牧原太郎（40歳）です

父（70歳）と二人暮らしです。
母は高2の時に病気で亡くなりました。

統合失調症という病気があり、
精神保健福祉手帳（２級）を
持っています。

障害基礎年金（２級）も
受給しています。

これまでの僕の暮らしを紹介します

高校卒業後、工場に就職しました。

仕事でミスをすることが多くて、
職場の人によく怒られました。
いじめも受けました。

つらくて仕事に行くことが
できなくなりました。

他の仕事もいくつかしましたが、
長く続きませんでした。
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20歳で仕事を辞めてから、家にいました

外に出るのが怖くなりました。
父は「気のせいだ」と言いますが、
テレビで僕の悪口を言われたり、
電波で攻撃されるようになりました。

怖くて眠れない日が続きました。

父に説得され、精神科クリニックを受診しました。
薬を飲むと、いろいろ聴こえていた声はほとんど
気にならなくなって、夜もだいぶ眠れるようにな
りましたが、体がだるくなってしまいました。

まだ電波でやられる時があります。

23歳で初めて精神科を受診しました

何もやる気が起きないよぉ…
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ある日、お父さんから言われました

…う～ん。わかったよ。いつまでも家に居ないで
いいかげん働いてくれ！

クリニックの
吉田先生に
相談してみるか。
おれも今度は
ついて行くから。

いいよ…。
自分で話すよ。

精神科クリニックの吉田先生に
相談してみました

病気はもう大分安定していると思うよ。
仕事のことやこれからの生活のことを市役所の
福祉課に相談してみたらどうですか？

お父さんは『働け』と
言うけど…。
僕は無理だと思う。
働くのはもう少し先の方
が…
それに、いじめられたか
ら…
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福祉課の人から、今までの生活や
今の気持ちを聞かれました。

福祉課に行きました

父さんから『働け』と
言われるけど、僕はまだ働けない
と思うし…。困っています。

これからの生活について
相談できる人がいた方が
いいですね。
相談支援事業所を紹介する
ので、連絡をして下さい。

わかりました。 では、こちらからも連絡しますね。

１．関係性の構築とインテーク（・アセスメント）

インテーク
(・アセスメント)

アセスメントアセスメント プランニングプランニング

サービス等
利用計画案
サービス等
利用計画案

モニタリングモニタリング 終結終結

受理 介入介入

サービス等
利用計画
サービス等
利用計画

支給
決定
支給
決定

サービス
担当者会議
サービス
担当者会議

受付

継続サービ
ス利用支援
継続サービ
ス利用支援

評価評価

委託相談として
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※スライドの時点では市役所から電話依頼

本人からも面接依頼の電話有

① 受理の判断をしたいが、判断材料が不足

⇒本人との対話がない・情報不足

②まずは本人と会う（話を聴き、主訴を把握）

・直接本人像や本人の意向を確認
・対面での関係が基本

１．関係性の構築とインテーク（・アセスメント）

●情報の収集と分析

現段階では情報が不足、どのような情報が必要か

・相談員自身の印象（主観的）
・本人・家族・環境の状況（いわゆる「客観的事実」）
・本人／家族の心理（障害受容含め）
・本人のゴール（目標） など

・「面接は『おしゃべり（会話）』ではない。」

・（支援者が）意図を持って
・場面を構成し、
・話を聴き（傾聴）、
・話（や課題）を整理し、
・一緒に向かうゴール（課題）を共有する。

トレーニングや
準備が必要

１． 関係性の構築とインテーク（・アセスメント）
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相談支援事業所【委託相談】に
行ってみました

こんにちは。はじめまして。
相談支援専門員の佐藤です。

お父さんに『働きなさい』と
言われて困っています。

困ってるんですね…それは辛いですね。
これからのことを一緒に考えてみませんか？
まずは牧原さんのことを教えてください。

お願いします。

佐藤さんといろいろな話をしました

いつかは働いた方がいいと思うけど、今は
電波が気になるし、つらい思いをしたから
無理だと思う。
歌を唄うことやゲームが好きです。
カラオケに行きたいけれど、
一緒に行く友達が今はいません。
前は友達と行ってたけど…。

趣味や楽しみ、将来の夢や困っている
こと等、なんでもいいので話してもら
えますか？
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佐藤さんは、お父さんや主治医の意見も
聞いてくれました

牧原さんのこれからの生活について、
一緒に考えているのですが、お父さん
や主治医の先生はどのようにお考えで
すか。

自分も年だし、いつまでも面倒は
見れない。
家に居ないでいいかげん働いて欲
しい。

多少症状は残っていますが、だいぶ安定していると思
います。
ただ、ストレスがかかりすぎるとまた調子を崩しやす
いので、ゆっくり準備していった方がいいと思います。

留意点のまとめ（１）
①主訴の把握
②相談の経緯、支援経路、課題感の主体
③スクリーニング
・受理判断 ・緊急性の判断 ・支援方法

④事業説明 ※対等性と利用契約
⑤個人情報保護 ※守秘義務とプライバシー尊重
⑥初期段階における関係性構築

記録 ①事実(本人の言葉・事実)
② 自身の所見
③ 今後（の見通し）

トレーニング
が必要

１．関係性の構築とインテーク（・アセスメント）
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留意点のまとめ（２）

・前提となるのは良い関係性
＝ エンゲージメント(強い信頼関係)、
ラポールの構築

①価値：共感的理解、生活者視点による本人理解
※具体的に態度や言動にあらわれる。

②技術：面接技術

１．関係性の構築とインテーク（・アセスメント）

２．アセスメント 情報の収集と分析

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

アセスメント プランニングプランニング

サービス等
利用計画案
サービス等
利用計画案

モニタリングモニタリング 終結終結

受理受理 介入介入

サービス等
利用計画
サービス等
利用計画

支給
決定
支給
決定

サービス
担当者会議
サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援
継続サービ
ス利用支援

評価評価
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アセスメントとは その１
【定義】
本人の夢・希望の実現や課題の解決に向け、
必要な情報(根拠)を収集し、整理・分析する

【具体的には】
例 ・本人の人となり（ヒトとナリ）

・本人の夢・希望、解決したいこと
・それに向けて必要な状況把握
（本人や環境に関する多角的・総合的な情報）
・支援者自身の考え、本人像の解釈、支援の方
向性

・そのための⼿⽴て

情報を集めるだけじゃないんだ︕

どんな情報をとればいいのかな︖

情報の分析︖︖︖︖︖

アセスメントとは その２

（１）情報の収集
本人のゴール・解決したい課題に向け必要な情報を得る。

（２）ニーズ整理
・援助者（自分）の判断の根拠を可視化、言語化する。
・本人の意思、客観的状況、支援者や周囲の判断を分けて
整理する。 ¶基本原則: 本人の言葉や意思・選好からはじまる。

◎前提となる、相談支援の目的と基本的視点は不変

「なんでそんなこときくの？」に答えられる質問ですか？

ヒトの頭の中では、これらが同時並行的に情報処理(認知・判断)されているよ！

インテーク

情報の収集

広義のアセスメント

ニーズ整理

情報の整理・分析

アセスメント票は…
整理・分析の補助をするための可視化ツ
ール
偏ったみかたにならないように「鳥の目」
の効果票の網羅がアセスメントではない！
ツールは多種多様です。道具選びと使いこ
なし！
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★インテーク・アセスメントの留意点

【情報の収集の留意点】面接技術が大きく影響すると心得る！

① 表出された言葉や意思、選好の意味や背景を探る問い
を多様に用意する。

②多様な手段や情報源を活用する。
・面接（言語・非言語）
・経験の共有（見学、同行、体験等）
・周囲からの情報収集など

→ 本人の言葉の背景・真意を理解する。
→ その前提となる本人像を多角的に捉える。

【確認】
情報保障や意思疎通に支援が必要な利用者がいることに
留意する。

ライフヒストリーのみではなく
ライフストーリーに耳を傾ける

＜これまでの人生＞ これまでの対処や
自分なりのがんばり

＜今＞ 今の苦労や困り感
暮らしぶり

＜これから＞ 夢や希望

いつ入院したかだけで
はなく、入院してどん
な思いだったか？

ストレングス志向
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基本情報 本人の雰囲気

成育歴・暮らしの歴史

家族構成

生活リズム・サイクル エコマップ

趣味・嗜好・余暇のこと

本人のチカラ・身のまわりのこと

お金・住まいのこと

健康・医療のこと

本人の希望・願い
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相談を始めて、1年が経ちました

調子も安定して、地域活動支援センター（地活）に行っています。
そろそろ仕事にも行ってみたいなあって思ってます。
いろんな仲間に会って、これからのことを考えました。
でも、普通の会社で働くには、体力にも自信がないし、
また怒られるかもしれないし、不安です。

どんな所だろう。
行ってみようかなあ…働くための準備をする場所がありますよ。

一緒に見学に行ってみませんか？

３．プランニング・終結

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

アセスメント プランニング

サービス等
利用計画案

モニタリング 終結

受理受理 介入

サービス等
利用計画

支給
決定

サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援

評価

委託相談として
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就労継続支援B型事業所を
いくつか見学に行きました

お願いします。
でも、通えるか不安だなあ。

こんにちは。就労継続支援B型事業所の
サービス管理責任者の渡辺です。
作業や一日の流れを説明しますね。

そうですよね…体験利用をしてみ
ますか？じゃあ、体験してみます。

B型事業所の体験利用が終わり、
渡辺さんと佐藤さんと話をしました

なんとか休まずにできたので、
これからも通いたいです。
でも、毎日続けられるか心配です。

目標を決めて、牧原さんの
ペースに合った通える方法
を一緒に考えましょう。

手続きがあるので、
福祉課に行きましょう。

それなら
できそうかな。
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福祉課へ申請に行きました

わかりました。
では、申請書にご記入ください。今まで
働いた経験はありますか？

就労継続支援Ｂ型利用にあたり、就労経
験の有無をお聞きします。

就労経験が無い方は、就労移行支援事業
所等でアセスメントを行います。
これを【直Ｂ利用に係るアセスメント】

と言います。

働く練習ができるところに
通いたいです。

工場で働いた経験が
あります。

障害福祉サービスを利用する時には、
“サービス等利用計画” が必要になります。
相談支援事業所【計画相談】と一緒に作ります。
この事業所一覧表の中から選んでください。

事業所
一覧表

福祉課で説明を聞きました

計画相談の紹介方法はお住まいの市町により異なります

これからは、サービスを利用を
含めて、牧原さんの生活全体を
一緒に考えてくれる相談支援専
門員さんにお願いすることにな
ります。引継ぎをさせてもらい
ますね。
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１． 関係性の構築とインテーク・アセスメント

インテーク
(・アセスメント)

アセスメントアセスメント プランニングプランニング

サービス等
利用計画案
サービス等
利用計画案

モニタリングモニタリング 終結終結

受理 介入介入

サービス等
利用計画
サービス等
利用計画

支給
決定
支給
決定

サービス
担当者会議
サービス
担当者会議

受付

継続サービ
ス利用支援
継続サービ
ス利用支援

評価評価

計画相談として

相談支援事業所【計画相談】を選び、
契約をしました

はじめまして、佐藤さんから引き継がせても
らいます相談支援専門員の鈴木です。
サービスを利用する時に必要なサービス等利
用計画を一緒に立てていきたいと思います。
今までの佐藤さんと同じように、牧原さんの
これからの生活を一緒に考えていくことは変
わりないので安心してください。
これからよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

契約
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鈴木さんに心配事や将来について話しました

週3日くらい働きたいです。
電波の被害がなく、
落ち着いて暮らしたいです。
今の家で生活をしながら、
時々友達と一緒にカラオケに
行きたいです。
新しいゲームが欲しいな。

どんな生活がしたいですか？

太郎の将来が心配だ。

主治医やB型事業
所の渡辺さんにも
話を聞きますね。

そうですね、そんな希望をお
話ししてくれてましたね。

２． アセスメント 情報の収集と分析

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

アセスメント プランニングプランニング

サービス等
利用計画案
サービス等
利用計画案

モニタリングモニタリング 終結終結

受理受理 介入介入

サービス等
利用計画
サービス等
利用計画

支給
決定
支給
決定

サービス
担当者会議
サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援
継続サービ
ス利用支援

評価評価
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例 静岡版アセスメント分析票（主訴と現状）

主訴
デマンド

今の暮らしズ レ

何らかの
かかわりが
必要になる
だろう？

気
付
き

分
析

評
価

必
要

ニ
ー
ズ

例 静岡版ニーズ整理表

現
状

ス
ト
レ
ン
グ
ス
視
点

主
訴

デ
マ
ン
ド

ズレを「できていないこと」「課
題」とみるのではなく、その状況
の中にあるその人の強みや可能性
を見出す
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ニーズ整理の留意点

①「見立て」ができるようになろう
支援者自身が

a.どのような情報を得て
b.どのような解釈をし
c.どのような方針をたてるか

② アタマの中を整理できるようになろう
・事実 本人の意思、客観的事実
・自分の考え自分の解釈

自分の支援方針

③ 「手だて（プランニング）」は一旦置いておこう
本人の言葉・本人の（深めた）理解から始める
対応から入らない

普段自分のアタマの中
で、同時並行処理して
いることを…
可視化し、整理する

本人のニーズはどこ？

「人間の意識の95％が潜在化にある」
ーバード大学ザルトマン教授

氷山に例えてみると・・・

氷山は海に氷が集まって山のようになっているものを言
いますが、一見ただのちょこっとした山に見えます。しかし、

海の下には表面よりももっと大きな山ができています。

95％は水面下に隠れてしまって、すぐには見えてきません。
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顕在意識

潜在意識
無意識

行動特性／思考特性
習慣 の背景や理由等

価値観

外部から見える姿や言葉
自覚できる

当事者の感じているニーズ
自覚できない

言動

ここに着目すること！
声なき声を声にする
その人のニーズって？

デマンド：こうしたい、こうしてほしといった
「要求・望むこと」

ニーズ：必要なこと、満たされなければいけな
いこと、欠かせないこと

行動特性／思考特性
習慣 の背景や理由等

価値観

外部から見える姿や言葉
自覚できる

当事者の感じているニーズ
自覚できない フェルトニード

言動

デマンド：こうしたい、こうしてほしといった
「要求・望むこと」

ニーズ：必要なこと、満たされなければいけな
いこと、欠かせないこと

支援者が判断するニーズ
・価値観、職業倫理
プロフェショナルニード
・知識、常識、社会通念、制
度等 ノーマティブニード

両者のニーズから
導きだされる
真のニーズ
リアルニード意思
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「その人が考える最善」と「ある専門性
（権威・権力）を背景にした人が考える
その人にとっての最善との深刻な葛藤・
対立

→ここにこそ、支援の本質＝「かかわり
あう（聴き、受け止め、自己決定のプロ
セスをともにあゆみ、それを尊重し、実
現に向けて協働する）」の意味がある

静岡県相談支援従事者専門コース別研修 吉川公章氏資料より

鈴木さんと自分の想いや希望を
あらためて整理しました

ニーズデマンド

①働く自信はないけど、自
分に合う仕事を見つけたい

②友達と一緒に趣味を楽しみ
ながら、生活を豊かにした
い

②困った時には相談したい
③症状で生活がつらくならな

いようになりたい

①お父さんから、『働きなさ
い』と言われるけど、僕は
今は働きたくない

②いじめられたからもう人と
かかわりたくない

③電波が気になる

最初、太郎さんはお父さんから、『働きなさい』と言われ
困っていました。

太郎さんの希望や困りことを一緒に考えるにあたり、す
ぐに福祉サービスを紹介するのではなく、あらためて太郎
さんの想いを聴き、ニーズとデマンドを整理してみました
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３． プランニング

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

アセスメントアセスメント プランニング

サービス等
利用計画案

モニタリングモニタリング 終結終結

受理受理 介入

サービス等
利用計画

支給
決定

サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援
継続サービ
ス利用支援

評価評価

サービス担当者会議は次の講義

ストレングス視点

牧原さんの夢を実現させていくためには、
働く以外のことも大切ですからね。

僕の希望が書いてあるなあ。
僕の役割もあるんですね。
あっ！地域活動支援センターの
カラオケクラブのことも入っているんだ。
仕事に通うことだけじゃないんだね。

サービス等利用計画案が出来ました
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サービス等利用計画の作成に当たって

『サービス等利用計画作成サポートブック』から

【必要性】(p.5-p.6)
①ニーズに基づいた本人中心の支援を受けられる。
②チームによる質の高いサービスが提供できる。
③サービス提供(支給決定)の根拠となる。
④地域全体のサービス充実の契機となる。

【備えるべき特徴】(p.7-p.8)
①自立支援計画であること。
②総合支援計画であること。
③将来計画であること。
④ライフステージを通した一環した支援計画であること。
⑤不足したサービス、資源を考える契機であること
⑥ネットワークによる協働であること。

【ポイント】(p.9-p.10)
①エンパワメントの視点が入っているか。
②アドボカシーの視点が入っているか。
③トータルな生活を支援する計画になっているか。
④連携、チームでの計画になっているか。
⑤サービス等調整会議(サービス担当者会議)が開催されているか。
⑥ニーズに基づいた計画になっているか。
⑦中立公平な計画になっているか。
⑧生活の質を向上させる計画になっているか。

サービス等利⽤計画案作成上の留意点

○ 利⽤者が希望する⽣活の全体像を記載する(「こんなふうに⽣活したい」「こんなことをやってみたい」等)。
○ 利⽤者の困り感を利⽤者と共有した上で、できるだけ利⽤者の⾔葉や表現を使い、前向きな表現で記載する。
○ 抽象的な表現は避ける。(例「安定した⽣活がしたい。」)
○ 家族の意向を記載する場合、利⽤者の意向と明確に区別し誰の意向か明⽰する。内容的に家族の意向に偏らない
ように記載し、特に利⽤者と家族の意向が異なる場合には留意する。

○ 利⽤者・家族が希望する⽣活を具体的にイメージしたことを確認した上で記載する。

○ アセスメントにより抽出された課題をふまえ、上記の意向を相談支援専門員の⽴場から捉えなおしたもので、計
画作成の指針となるものである。

○ 支援にかかわる関係機関に共通の最終的に到達すべき方向性や状況として記載する。
○ 利⽤者や家族が持っている⼒、強み、できること、エンパワメントを意識し、⼀方的に援助して終わるのではな
く、援助することで強みやできることが増える方針を記載する。

○ 表現が抽象的でなく、サービス提供事業所が個別支援計画の方向性やサービス内容を決める際にも参考にしやす
いように記載する。

○ 総合的な援助の方針をふまえた⻑期目標を記載する。
○ 短期目標を⼀つずつ解決した積み上げの結果として実現できる目標を記載する。
○ 単なる努⼒目標でなく、利⽤者が希望する⽣活に近づくための目標を記載する。
○ アセスメント結果や利⽤者の意向からみて妥当な(高すぎない、低すぎない)目標を記載する。
○ 利⽤者、家族にわかりやすい(抽象的でない、曖昧でない)目標を記載する。
○ 支援者側の目標を設定したり、サービス内容を目標に設定しない。
○ 半年から⼀年をめどに記載する。

○ 総合的な援助の方針をふまえた短期目標を記載する。
○ ⻑期目標実現のための段階的で具体的な目標を記載する。
○ 利⽤者、家族が⾒ても具体的に何をするかわかり、目標達成したかどうか判断できる目標、できるだけ実現可能な目標を設定する
○ 当⾯の⽣活の安定に向けて、利⽤者ニーズに即し、具体的支援の内容が明確になる目標を設定する。
○ サービス提供事業所が作成する個別支援計画を⽴てる際の指標となることを意識して記載する。
○ 支援者側の目標を設定しない。
○ モニタリング頻度も視野に⼊れ、直近から３ヶ⽉までをめどに記載する。

『サービス等利⽤計画作成サポートブック』(p.20-p.23)
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サービス等利⽤計画案作成上の留意点

○ 緊急である課題、利⽤者の動機づけとなる課題、すぐに効果が⾒込まれる課題、悪循環を作り出す原因となっている課題
医師等の専門職からの課題等を関連づけ、まず取り組むべき事項から優先順位をつける。

○ 利⽤者、家族が優先的に解決したいと思う課題や取り組みたいと思う意欲的な課題から優先するなど、利⽤者、家族の意
向を十分汲み取って記載する。

○ 「利⽤者及びその家族の⽣活に対する意向」「総合的な援助の方針」と連動して記載する。
○ ⽣活する上でサービス利⽤の必要性がない課題(ニーズ)についても網羅し、単にサービスを利⽤するためではなく、利⽤
者が希望する⽣活を実現するための課題を記載する。

○ 利⽤者が理解しやすいように難しい専門⽤語は避ける。
○ 漠然としたまとめかたではなく、利⽤者の⾔葉や表現を適宜引⽤しながら意欲を高め、利⽤者が自分のニーズとして捉え
られるように記載する。

○ 課題(ニーズ)の中にサービスの種類は記載しない。
〇目先の取り組み内容にならないように留意する。 （個別支援計画で深めるニーズとの区別）

○ 「解決すべき課題(本人のニーズ)」を相談支援専門員の⽴場から捉えなおしたもので、支援にかかわる側からの目標とし
て記載する。

○ 短期目標からさらに細分化した具体的な支援目標を記載する。

○ 段階的に達成できる達成時期を記載する。

○ 利⽤するサービスの内容を単に記載するのではなく、具体的な支援のポイント等も記載する。
○ 公的支援(障害福祉サービス、介護保険等)とその他の支援(インフォーマルサービス)を必要に応じて盛り込む。
○ インフォーマルサービスが含まれていない場合、直ちに不適切ということではないが、含まれていない理由や、支援の導
⼊を検討することが重要である。

○ 支援にあたっては、福祉サービス等を導⼊するとともに、本人のできていること、強みを活かした計画作成を心がける。
○ 特定のサービスによる偏りがないように作成する。
○ すべてのサービス種類・内容が同時並⾏で導⼊されるとは限らないので、導⼊順序についても計画性をもつ。

優先順位

解決すべき
課題
(本人の
ニーズ)

支援目標

達成時期

福祉
サービス等

『サービス等利⽤計画作成サポートブック』(p.20-p.23)⼀部改変

サービス等利⽤計画案作成上の留意点

○ 利⽤者が取り組むべきことをできるだけ具体的に記載する。
○ 利⽤者が理解しやすいように難しい専門⽤語を避ける。
○ 利⽤者の⾔葉や表現を適宜引⽤しながら意欲を高め、利⽤者が自分のこととして主体的に取り組もうと思えるように記載
する。

○ 実効性を適切にアセスメントして、利⽤者に無理な負担がかからないように留意する。

○ 設定した支援の達成時期をふまえ、適切な評価時期を設定する。
○ サービス導⼊後の変化についてあらかじめ⾒通しをもち、適切な評価時期を設定する。
○ サービスが効果的に機能しているかについて初期段階での確認が⼤切であるため、サービス導⼊直後のモニタリングは特
に留意が必要である。

○ 過剰なサービスにより利⽤者のエンパワメントが妨げられないよう、適切な時期に必要性の再評価が必要である。

○ 項目で記載しきれない具体的な取り組み等について記載する。
○ 関係機関の役割分担等、サービス提供にあたっての留意事項を記載する。
○ スケジュールや⾒通しに対して、対応方法の⼀貫性が必要な利⽤者に対しては、家族、事業所間での密な連携が必要であ
るため、必要に応じて、支援方法を統⼀するためのサービス等調整会議の開催が求められる。

課題解決の
ための

本人の役割

評価時期

その他
留意事項

【サービス等利⽤計画案全般】
○ 支給決定に直結する項目であるため、解決すべき課題(本人のニーズ)に対応する公的支援、その他の支援を網羅して検討する。
○ 支援を受けながらも利⽤者が役割を持つこと、エンパワメント支援を意識して記載する。
○ サービス提供事業所が作成する個別支援計画を⽴てる際の基礎情報となることを意識して記載する。
○ 関係機関が役割分担を明確にし、利⽤者の希望や支援の必要性を理解して支援できるよう、計画作成時にはできる限り利⽤者も含めた
サービス等調整会議を開催する。

○ 単に利⽤者や家族の要望だけに合わせて計画作成するのではなく、相談支援専門員が専門職として利⽤者の希望する⽣活を実現するた
めに必要なことは何かを考えて記載する。

『サービス等利⽤計画作成サポートブック』(p.20-p.23)
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サービス等利⽤計画案作成上の留意点

【主な日常生活上の活動】
○ 週間計画を作成するにあたり重要になる⽇常⽣活上の⾏動や
特記事項で、週間計画表に記載しきれなかった情報を記載する

。
○ ⼀⽇の⽣活の中で習慣化していることがあれば記載する。
○ 家族や近隣、ボランティア等のかかわりや不在の時間帯等に
ついて記載する。

○ 利⽤者が自ら選んで実施しているプライベートな活動であっ
て、週間計画表に記載されていない⽇々の⽣活、余暇活動や趣
味等について記載する。

○ 利⽤者の強みやできること、楽しみ、⽣活の豊かさに着目し
て記載する。

【週間計画表】
○ 現時点での⼀週間の⽣活実態の全体を把握できるよう
、
できるだけ具体的に記⼊する。

○ 公的支援(障害福祉サービス、介護保険等)とその他の
支援(インフォーマルサービス)の違いがわかるように
記載する。

○ 起床から就寝までの⼀⽇の⽣活の流れについて、支援
を受けている時間だけでなく、自分で過ごす時間(活動
内容)、家族や近隣、ボランティア等が支援している時
間(誰が、何を支援しているか)もできるだけ切れ目な
く記載する。

○ 個々の内容について、誰が(家族など)支援しているか
記載する。

○ 夜間・土⽇は家族がいるからといってサービスが必要
ないとは限らない。家族の介護状況等も記載する。

【週単位以外のサービス】
○ 隔週・不定期に利⽤しているサービスについて記載する。
○ 医療機関等への受診状況などもここに記載する。
○ 週間計画表に記載されていない継続的な支援、サービスにつ
いて記載する。

○ 利⽤者の状態や環境が変化することによって⼀時的に必要と
なるサービスについて記載する。

○ 利⽤者が自ら選んで実施している「主な⽇常⽣活上の活動と
異なり、相談支援専門員や市町村⾏政担当者、サービス提供
事業所等が⼿配しているものを記載する。

○ サービス等利⽤計画を作成し、障害福祉サービスを提供することによって利⽤者はどうような⽣活を目指すのか、中⽴公平な視点で、相談支援
専門員の専門職としての総合的判断を記載する。

○ 計画作成の必要性、サービス提供の根拠が客観的にわかるよう、明快かつ簡潔に記載する。
○ 利⽤者・家族・関係機関等からの情報にはないが相談支援専門員として気になる点、注目すべき点、必要と考える事項等について記載する。

『サービス等利⽤計画作成サポートブック』(p.24-p.25)

ニーズ整理票「今回大づかみに捉
えた本人像」から導かれる

サービス等利用計画案を
福祉課に提出しました

これが僕の計画案です。

計画案を参考にして
支給決定します。

障害福祉サービス受給者証交
付
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【本人】
続けてここに通いたいなぁ。

【父】
早く働いてほしい。

【就労継続支援B型事業所】
事業所では個別支援計画を
立てます。
働くことについて一緒に考え
ましょう。

【精神科クリニック】
通院と服薬は続けましょう。
調子が悪くなったらすぐに
来てください。

【福祉課】
手続きで分からないことが
あれば、お知らせください。
説明をしますね。

【委託相談】
これからは鈴木さん
（計画）が主に太郎さん
にかかわります。

【計画相談】
計画案を作りました。
このメンバーが牧原さんの
応援チームです。

サービス担当者会議を行いました

【地域活動支援センター】
クラブにも参加して、自分
なりに過ごしていますね。

計画

案

手続きっていろいろあるなぁ。
これからB型事業所へ通えるぞ！
でも、ちょっと不安だけど…

計画を福祉課へ提出しましょう。

サービス等利用計画が完成しました
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（
利
用
開
始
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必要に応じて、医療
の必要性や職業能力
の程度などについて
、外部の専門機関等
に状況照会。

相談支援事業所とサービス提供事業所の計画の流れ

B型事業所と契約し、目標を話し合いました

事業所では個別支援計画を作ります。
得意なことや頑張りたいこと、
目標を決めて、働き方を一緒に考えま
しょう。

お願いします。
太郎、頑張れよ。

週3日くらい来れたら良いな。
ゲームが好きでパソコンが少しできます。
周りの人と上手くやっていきたいです。
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渡辺さんと一緒に
個別支援計画を作りました

事業所での目標やこれから僕が取り組んでいくこと
が細かく載ってる！

サービス等利用計画の中の「働きたい」を
もとに個別支援計画を立てました。
牧原さんの応援チームにも伝えましょう。
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必要に応じて、医療
の必要性や職業能力
の程度などについて
、外部の専門機関等
に状況照会。

相談支援事業所とサービス提供事業所の計画の流れ
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４．モニタリングと評価

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

（再）
アセスメント

プランニング

サービス等
利用計画案

モニタリング 終結

受理受理 介入

サービス等
利用計画

支給
決定

サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援

評価

【モニタリングの視点】
①プランの進捗状況や適切性
・サービス等は適切に／計画通り提供されているか。

・ゴールは達成されているか／ゴールに向けて進んでいるか。
（ニーズは充足されているか。）

② 本人による評価
・満足度はどうか。

・思いやゴールに変化はあるか。

③ 周囲による評価

→ プランに変更・修正の必要はあるか？
（アセスメントはどう変わったか？：次スライド）

本人を「査定」するわけではない！ あくまでもプランやアセスメントの評価

モニタリング
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【モニタリングの留意点】
①再アセスメント・評価の視点
・状況確認(情報更新) -見立て直し

・アセスメントの更新・深化。

② 変更は前提
・経験等により本人は変わる。

③ チームによる評価
・多様な視点（多角的・総合的）

・連携の一助（情報と方向性の共有）

・そのためのサービス担当者会議等の活用

モニタリング

計画相談におけるモニタリング
・原則、期間を定めて一定間隔で実施する
・期間を定めて支給決定される。
＊計画案を勘案して…となっているが、
標準期間により決定される圧倒的現実

・必要に応じて、モニタリング月以外で
も可能

ケアマネジメントにおけるモニタリング
・必要に応じて適宜、様々な方法でなさ
れる。

B型事業所に通いはじめて、１ヶ月後

今日はモニタリングのためご自宅に寄ら

せていただきました。

この１ヶ月いかがでしたか？ 体調は？

お父さんとの生活で変わったことはありま
すか？ 仕事はどうですか？

サービス管理責任者の渡邊さんや主治医の

先生にも太郎さんの様子をお聞きしますね。

お父さんが前みたいにう

るさくないです。調子は

普通です。

作業は面白いです。
話し相手もできました。

ちょっと慣れたかな。

気にかけてくれると安心するな
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B型事業所に通いはじめて、２ヶ月後

サビ管の渡邊さんから

連絡がありました。

牧原さんが連絡なく休んでいます。

お父さんは、『昼夜逆転して困っいる』と
のことなので、様子を見に行ってきます。

また、様子は報告します！

ゲームの方が楽しいけど…。
みんなが待ってるなら行こうかな。

ゲームが楽しくてやめられないです。
一晩中やってて、朝、起きられません…。

顔色が良くないみたいだけど、どうしましたか？

ゲーム好きだものねぇ。
夜通しは大変な気がするよ。
昼間は事業所に来れるとうれ
しいんだけど…
みんなが待ってるし…
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５．モニタリングと評価・終結

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

（再）
アセスメント

プランニング

サービス等
利用計画案

モニタリング 終結

受理受理 介入

サービス等
利用計画

支給
決定

サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援

評価

しばらくは休まず楽しそうに通ってい

たけど、ここ4日間連絡なく休んでい
ます。

電話しても出ないので、訪問して様子
を確認した方がいいかしら…。

B型事業所へ通いはじめて、６ヶ月後…

サビ管の渡邊さんに連絡をしてみると、

渡邊さんがとても不安げな声で…

私も心配なので、一緒に訪問さ

せてください。
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連絡がとれず、
心配でした。

どうしましたか？

お父さんが脳梗塞で入院して、長くかか
るみたいです。家に戻ってこれるか？
叔母さんが時々、来てくれるけど、先の
ことを考えると不安です。
電波攻撃も出てきて、調子が悪いです。
作業所はちょっとぉ…無理かも…

渡邊さんから休んでいると

聞いて、私も心配になって
一緒に来させてもらいました

鈴木さんが僕の応援チームを
集めてくれました

お父さんが急に入院になって、あれではとて
も通所どころではないですね。
これからの生活や今の生活について不安だら
けで、調子を崩してしまってるし…
これからの生活が心配です。

現在の状況とこれからを考える
ために、ケア会議をしましょう。

新しいサービスの利用も含め、
計画の見直しが必要になりそう
ですね。
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ケア会議で今の困りごとについて
チームで話し合いました

困っていることを
もう一度教えても
らえまか？

今まで家事は、
お父さんと分担して
やってきました。
一人では初めてです。
不安で、眠れず、
電波で攻撃されます。
先生にも言ってませ
ん。

それは大変でしたね。
牧原さんの家事を助けてく
れる人が必要ですね。
ヘルパーさんと一緒に家事
を行うことも出来ますよ。

家事を一緒にやる人が
いれば、出来るかも。

ヘルパーさんを利用してみようかな

家事援助というサービスですね。
障害支援区分の認定が必要なので、認定調査をします。
申請をお願いします。
１ヶ月かかりますが、早めに利用できるように
対応しますね。
サービスが増えるので、新しいサービス等利用計画を
提出してください。

これでまた事業所へ通えるといいですね。
みんなで待ってます。

新しいサービス等利用計画案を一緒に
作りましょう。
電波のことは、一緒に主治医の先生へ
相談してみませんか？
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案

新しいサービス等利用計画を立てました

なんとかなりそうだな。
事業所へまた行ってみよう。

家事援助を追加しました。
これからヘルパーさんと一緒に
家事をやっていきましょう。

居宅介護事業所と契約をしました

また様子を見に来ます。
無理しすぎないようにね。

一緒にご飯を作ったり、
掃除の仕方を覚えたりしたいです。
洗濯はできます。

少しずつ家事を覚えていけるといいですね。
わからないことがあれば相談してください。

契約
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ヘルパーさんが来てくれるようになって…

一緒に家事ができるので、安心です。

B型事業所にも休まず行けるように
なりました。
僕のためにパソコンを使った仕事を

作ってくれたのでやりがいがあります。

地活の仲間とカラオケを楽しんでいます。

５． モニタリングと評価・終結

インテーク
(・アセスメント)
インテーク
(・アセスメント)

（再）
アセスメント

プランニング

サービス等
利用計画案

モニタリング 終結

受理受理 介入介入

サービス等
利用計画

支給
決定

サービス
担当者会議

受付受付

継続サービ
ス利用支援

評価評価

- 276 -



これからの僕の暮らし

Ｂ型での仕事は自信がついてきました。
新しいことに挑戦できるかも。
そろそろ就職も考えたいな。

一人暮らしが始まったので、
いろいろ自分でやってかないと…
同じ一人暮らしをしている仲間と、い
ろんな悩みを言いあえると、もっと楽
になるかも…ちょっと寂しいし…

【委託相談】
漠然とした僕の不安を定期的に面接をし、少しづつ
希望や心配事の整理を一緒にしました。
地域活動支援センターを紹介してくれました。
就B事業所に通うことになってからは、計画相談の
鈴木さんにバトンタッチをしてくれました。これか
らも、相談できます。

僕の応援チームを紹介します

【計画相談】
僕の希望や目標を基に、サービスの利用も含めた、
これからの生活についての計画を一緒に立てました。
僕が困ってないか、時々様子を見に来てくれました。
福祉サービスの利用を含めた僕の生活全体を、一緒に
考えくれました。僕の応援チームを作ってくれた人で
す。
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【就労継続支援B型事業所】
今の僕の働く場所です。仲間もいます。
働くために必要なことを一緒に考えてくれます。
続けて通えるように電話や訪問もしてくれます。

【居宅介護事業所】
苦手な家事を手伝ってくれます。
僕ができるところは、自分でがんばっています。

【地域活動支援センター】
自分のペースで通うことができ、徐々に外出する
ことに慣れていきました。
カラオケをしたり、仲間と話したり、自分なりの
時間の使い方ができる僕の居場所のひとつです。

僕の応援チームを紹介します

【福祉課】
委託相談と計画相談を紹介してくれました。
サービスの利用に必要な手続きをしました。
丁寧にわかりやすく説明をしてくれました。
他にも障害者手帳や自立支援医療の手続きをする
ところです。

【医療機関（精神科クリニック）】
時々飛んでくる電波を軽くしてくれる薬を出してくれ
ます。
病気についての相談をしています。
仕事や生活のことも話しています。
時々、応援チームと連絡を取ってくれています。

僕の応援チームを紹介します
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終結
【ケアマネジメントにおける終結】

①ニーズとして設定したゴールが達成された場合
②本人が希望しなくなった場合
③機関としての役割を終えた場合

（役割／転居・死亡等）
→ ・終了
・つないで終了

紡がれた関係性は大切に…

計画相談の場合は制度上、障害福祉サービス（児童福祉法のサービス）利
用が終了した場合に終了になります。サービスを利用することだけを目的
としたチームでいいのでしょうか？濃淡を意識したチームの再編を！！

応援チームができて…

これからも
いろいろなことがあるだろうけど、
ひとりじゃないから、
なんとか乗り越えられる気がしてきたよ！

僕の話はこれで
終わります！
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【３】多職種連携とチーム支援
①多職種連携やチーム支援とは何か？

②多職種連携とチーム支援の重要性（必要性）

③相談支援とサビ管等及びその他の連携

④そのために必要なこと（留意点）

それぞれの持つ意味（簡略）
（相談支援を軸として）

①「チーム」とは
ある目的を達成するために編成された集団のこと。
（チームとはある特定の目的のために多様な人材が集ま
り協働を通じて相乗効果を生み出す少人数の集合体）

②「チーム支援」とは
目標や方針を共有し、目的達成のためお互いを活かしな

がら協力すること

③「連携」とは
多職種、複数の関係者が共有する目標の達成を目指すプ
ロセス（つながり）のこと
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多職種連携やチーム支援の範囲（段階）

地域・まち
コミュニティー

関係機関
多職種連携

支援者・事業
所・
組織

コミュニティーワーク
自立支援協議会等

チーム支援（＊）
サービス担当者会議等

個別支援会議
ユニット会議・リーダー会議

等

マクロ

メゾ

ミクロ

ホウレンソウの重要性
や

同一部署、他部署連携

多職種連携・チーム支援の重要性の５つの認識

自分や事業所、連携各機関の実践力や質の向上につながる

多様な「ニーズ」や「社会情勢」の変化に対応するため

１人の相談や一つの機関でできることには限りがある

連携やチームでの対応により、できることやアイデアが広がる

得手・不得手、過不足を相互にカバーし補完し合える

多元性

限界性

可能性

補完性

付加性
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多職種連携・チーム支援の効果

◆ 多面的・総合的な視点でのアセスメント・目標設定等がで
きる。

◆ 継続的で一貫的なサービス提供が可能である。

◆ 同一の内容・水準・対応等のサービス提供が可能である。

◆ 多職種間での幅広い知識、技術、経験の共有とサービス提
供が可能である。

◆ 記録やアセスメントの共通・共有により共通言語によるカ
ンファレンス（会議）や事務作業の効率化が図れる。

◆ 様々な機会を通じて、メンバーの知識・技術等の向上につ
ながる。

参考；福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト初任者編

多職種連携・チーム支援の実践

相互の良いところを出し合い最善の支援を実施する

抱え込みや過剰な支援がないかなど相互にチェック
が行える体制作り

相互の文化や価値観の違いを認めながらも、本人中
心支援に向けたチームアプローチの必要性を理解す
る

連携（チームアプローチ）の５つの認識を共有する
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相談支援とサビ管等及びその他の連携

(1)サービス等利用計画と個別支援計画は連動している

(2) 各種関係機関やサービス事業所の内容や特徴を理解する

(3) 相談支援専門員は組織や機関のキーパーソンを把握する

(4) フォーマル・インフォーマルな社会資源を把握し連携が
とれる

(5) サービス担当者会議等の情報共有・合意形成の場を企画
運営できる

ご清聴ありがとうございました

3日目以降の演習の中で

この学びを具体化させてください
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10 障害者総合支援法及び 

児童福祉法における 

相談支援（サービス提供）の 

基本Ⅱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 たけのこ 

          富永 直樹 

 

 

 

 





障害者総合支援法及び児童福
祉法における相談支援（サー

ビス提供）の基本Ⅱ

一般社団法人たけのこ

焼津市基幹相談支援センターCOCO 富永直樹

本科目の概要と獲得目標

【概要】
この２日間で学んだ以下の内容について、振り返りと
まとめの時間とする。

相談支援における「価値」
相談支援専門員またはサービス管理責任者等の役割

【獲得目標】
・相談支援の役割・ミッション、および基本的な視点を再
認する。

・上記内容と相談支援専門員またはサービス管理責任者等
の役割を結び付け、今後さらに学ぶべきことをイメージ
する。
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本科目の流れ

１．はじめに
「障がい」と「⾃⽴」の捉え⽅の共通認識をもちます。

２．２日間の研修の振り返り・まとめ
相談支援における「価値」を振り返ります。

⇒「価値」・・・相談支援の役割、基本的な視点

※「理論」「知識」については、各⾃でテキストを再読
し、振り返ってください。
⇒「理論」・・・ケアマネジメント、⾯接技術 等
⇒「知識」・・・障害保健福祉施策の歴史 等

１．はじめに

（ 「障がい」とは、「自立」とは…）

- 288 -



インペアメント
impairments

社会環境
Social

Environments

医学モデル社会モデル

ディスアビリティ
Disabilities

障がいは、「人」にあらず！「社会との間」にあり！
障害者権利条約前文
「障害（disability）が機能障害（impairment）のある人と態度及び環境に関する障壁との

相互作用であって、機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ
効果的に参加することを妨げるものから生ずることを認め・・・」

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

１．はじめに（「障がい」とは）

１．はじめに（「障がい」とは）

「障がい」とは…

本⼈（病気や障がいそのもの︓医学モデル）
ではなく、社会（⽂化・建物・差別・配慮不
⾜）と本⼈の間にあるもの︓社会モデル」と
捉える

本人だけでなく、周囲の人々や社会環境に
働きかけ、“生きづらさ”を打破していく

⇒ 「エンパワメントの視点」

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 修正
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「自立」の反対語は？

⇒ 「自立」 ＝ 「independence（インディペンデンス）」

⇒ in（非） ＋ dependence（依存）

＝ 「依存」？？
7

１．はじめに（「自立」とは）

４つのものに依存できる
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依存度が増す
（エレベーターにしか依存できない）

「じりつ」には、２つの意味がある！！

◆「自立」
ある⽅⾯（仕事・経済・身体等）において、他から
の⼒を借りずに、⾃らの⼒だけでやっていくこと

◆「自律」
他⼈の考えに支配されることなく、⾃分のものさし
で⾃分の⾏動を決定すること

10

１．はじめに（「自立」とは）
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「自立」の考え方の変化

アメリカの⾃⽴⽣活運動の有名な⾔葉〔E.ロバーツの思想〕

「他⼈の助けを借りて15分で衣服を着、仕事に出かけられる
障がい者は、⾃分で衣類を着るのに２時間かかるために家に
いるほかない 障がい者よりも⾃⽴している」

「ADLの自立」から、「QOLの充実を自立」と考えようになった

1960年代初めまでの「⾃⽴」の考え⽅は…

○身辺的⾃⽴、経済的⾃⽴をもって「⾃⽴」だとみられてきた。
○リハビリテーションのような訓練を求められるようになり、専門
家が障がいのある⼈を指導することが当たり前に思われていた。

○身の回りのことが⾃分でできない障がいのある⼈は、他者から世
話を受ける選択肢しかなかった。（他者の顔色をうかがう⽣活）

１．はじめに（「自立」とは）

依存先がたくさんある（増やす）なかで、⾃分
を⼈⽣の主⼈公と捉えるとともに、⾃分の暮ら
しをマネジメント（選択・決定）していくこと
※できる・できないという枠にとらわれずに「⽣きる」（何をしたいか）
※得意なことは伸ばす、苦手なことは支援を得ながら「⽣きる」

「じりつ」とは…

１．はじめに（「自立」とは）

その人が望む、その人らしい、安心感（生
きがい）のある生活の実現

⇒ 「自立」から「自律」へ！！
令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 修正
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２．２日間の研修の振り返り・まとめ

障がいのある⼈が、
その⼈らしく、地域で暮らせるように…

地域を基盤とした「ソーシャルワーク」
個別の支援 地域づくり

●相談支援専門員は、「ソーシャルワークの担い手」として期待

●ソーシャルワーク専門職の定義に、「一人ひとりの幸福のために、社会

変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を

促進する」とある

●対人援助を通して、「環境への様々な働きかけを行い、ご利用者の社

会生活を充実させていく」

●相談支援専門員は、ご利用者の人生を主導するものではなく、ご利用

者に寄り添うものである

２．２日間の研修の振り返り・まとめ（相談支援の役割）
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２．２日間の研修の振り返り・まとめ（目的、基本的な視点）

【相談支援の目的】

・一⼈ひとりの幸福（福祉）が実現される社会をともに目指す
・ご利⽤者のエンパワメントと権利擁護の達成を目的とした活動
※パワレスの状況にある障がい者に焦点を当てて、そこに向き合
い、ともに考え、権利侵害の状況から抜け出すことを支援する

【基本的な視点】
①共⽣社会の実現 ②⾃⽴と社会参加
③当事者主体、意思形成及び表明の支援
④地域における⽣活の個別支援 ⑤エンパワメント
⑥セルフケアマネジメント ⑦リカバリー ⑧スティグマ
※以下、初任者研修で最低限獲得しておきたい視点を紹介する
・⽣活者の視点〔QOL（≠⽣活 ＝⼈⽣の質）の重視〕
・本⼈主体の視点〔本⼈中心〕
・エンパワメントの視点〔当事者による社会変革〕
・⾃⽴・⾃⼰決定の視点〔意思決定支援〕 令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 修正

何のために相談援助するのか？

何を心がければいいか？

２．２日間の研修の振り返り・まとめ（獲得しておきたい視点）

生活者の視点（QOLの重視）

⼈⽣の質を高めるための支援に積極的であること

ご本人

QOL向上

要求水準向上

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用
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「人生の質」の向上とは
・Lifeは、①⽣命、命、⽣存、 ②⽣計、暮らし、暮らし向き、③⼈
⽣、⽣涯、 ⽣き⽅、⽣き様という三重構造（森岡ほか 1993）

・支援者は利⽤者の要求⽔準を向上させるために、利⽤者と常に刺
激し合い、より質の高い⽣き⽅をともに考える姿勢が求められる

・陥りがちな例として、障がい者支援施設で予定していたピクニッ
クが⾬のため中⽌となったが、⾬が降ったときの楽しみ⽅が⽤意
されていないといったことがある

・QOL向上を意図した継続的な支援が⾏われないと、利⽤者の⾃⼰
肯定感を下げ、要求⽔準が上がらないため、サービスの⽔準も下
がるという悪循環が起こる

生活者の視点（QOLの重視）

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

２．２日間の研修の振り返り・まとめ（獲得しておきたい視点）

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

本人主体の視点（本人中心）

社会通念や既存の制度から障害を捉えるのではなく、常にご
本⼈に寄り添って「想い」を捉え、主体性を引き出す。

想い

wish

規範的

制度的

Needs

社会通念から

ご本人の想いから

ピアカウンセラーの
活用も有効である
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なぜ、「本人主体」の視点なのか
・課題の解決からではなく、本⼈が出来ること、したいこと、好き
なことに焦点をあてた支援を進める中でこそ、本⼈が主体的に課
題を克服することができる。

・その際に重要なのが本⼈の⾃⼰効⼒感の向上であり、周囲の肯定
的な態度の中で、したいことに近づくために小さな成功を積み重
ね、あるいは、失敗を経験することでの学びを経て、結果が形と
なって表れることを知ることで前進が始まる。

・これが僅かな前進であっても、本⼈の⾃⼰効⼒感の向上が周囲に
パワーをもたらし、そのパワーがさらに本⼈の社会への影響⼒を
増大させていく。その始まりはすべて本⼈の想いからである。

本人主体の視点（本人中心）

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

２．２日間の研修の振り返り・まとめ（獲得しておきたい視点）

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

エンパワメントの視点（当事者による社会変革）

ご本⼈が周囲の⼈々や社会に働き掛け、社会を変えること
で課題を解決していくために、環境に働き掛ける。

相談支援
専門員

対人

対社会

ご本人
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なぜ、エンパワメント・アプローチなのか
・支援者は、本⼈が主体性をもって⾃ら⽣きづらさを解消す
る⾏動をとるよう働き掛けている

・支援者は、本⼈が地域社会との関係をつくるために，地域
の社会資源を活⽤するよう働き掛けている

・支援者は、本⼈とともに他者との関係改善や地域の変革に
臨む強い姿勢を示している。

・支援者は、本⼈との対等性に配慮しながら、パートナーシ
ップに基づいた働き掛けを⾏う。

・本⼈を信頼したパートナーシップにより、パワーの交互作
⽤が⽣じ、支援者も⾃⼰効⼒感を高めている。

エンパワメント・アプローチ（当事者による社会変革）

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

２．２日間の研修の振り返り・まとめ（獲得しておきたい視点）

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 引用

自立・自己決定の視点（意思決定支援）

どんなに重い障がいや困難があっても、意思決定を⾏
う能⼒があると捉え、環境を整え、⾃⼰決定に導く。

ご本人

重症心身障害で反応がない
⾃傷他害を繰り返す
精神医療から抜けられない
アディクションが収まらない
犯罪を繰り返す
何度も約束を反故にする

権利侵害

自己決定

意思疎通
↓

意思形成
↓

意思表明
↓

意思実現

相談支援
専門員
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【まとめ】思い出そう、基盤となる「価値」
【⽣活者視点、本⼈主体、個別性 → 本⼈らしい】
【エンパワメント、ストレングス】
【権利擁護、意思決定支援】

・障がい・疾患、周囲の課題感に囚われすぎない。
・最善の利益、社会常識・規律に囚われすぎない。
※（支援者の）価値観の転換を図るリフレーミング

◆相談支援の役割・ミッション
① ご本人のその人らしい地域での暮らし
② 障がいのある人を含めた誰もが暮ら

せる地域づくり

◆相談支援・ケアマネジメントの基本的視点
①共生社会の実現 ②自立と社会参加
③当事者主体、意思形成及び表明の支援
④地域における生活の個別支援
⑤エンパワメント ⑥セルフケアマネジメント
⑦リカバリー ⑧スティグマ

① ソーシャルワークとしての障害者相談
支援の価値と知識を理解する。

② 基本相談支援の理論と実際を理解し、障害者
ケアマネジメントのスキルを獲得する。

④ 地域づくりとその核となる（自立支援）
協議会の役割と機能を理解する。

③ 計画相談支援の実施に関する実務を
理解し、一連の業務ができる。

初
任
者
研
修
の
獲
得
目
標

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会 修正

何のために相談
援助するのか

何を心掛ければ
いいのか

ご清聴いただき、ありがとうございました。

講義視聴レポート作成について

所定の様式を使⽤して、
① あなたが講義の中で重要だと感じたことを、講師の⾔

葉を引⽤して100字（３⾏）以内で、下の枠内に記⼊
してください。

② ①について、あなたが学んだことや考えを、下の枠内
に150字以上200字以内（５⾏以上６⾏以内）で述べ
てください。
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